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 令和３年１２月２２日付け原子力発第２１３２９号をもって申請しました核燃料輸送物設計変

更承認申請書について、下記のとおり一部補正をいたします。 

 

 

記 

 

 核燃料輸送物設計変更承認申請書を次のとおり変更する。 

 

 

１ 核燃料輸送物の名称 

ＭＳＦ－２４Ｐ型 

 

２ 核燃料輸送物設計承認番号 

  Ｊ／２０３３／Ｂ（Ｍ）Ｆ－９６ 

  

本資料のうち枠囲みの範囲は商業機密等に係る

事項ですので公開することはできません。 



３ 変更内容 

・原規規発第 2011304 号（令和 2 年 11 月 30 日付）により承認を受けた核燃料輸送物設計承認

申請書（以下「既承認申請書」という。）記載事項について別記のとおり変更する。 

・既承認申請書別紙（輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃

料輸送物の安全性に関する説明書）について以下の変更を行う。 

・(ｲ)章「核燃料輸送物の説明」において使用予定年数、輸送容器の使用予定回数及び貯蔵予

定期間について追記する。 

・核燃料輸送物の経年変化に関しては、(ﾎ)章「安全設計及び安全輸送に関する特記事項」に

自主的に記載していたが、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

（以下「外運搬規則」という。）及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する技術上の基準に係る細目等を定める告示（以下「外運搬告示」という。）の改正を踏ま

え、改めて使用予定期間中の経年変化の評価を行った。その結果を(ﾛ)章 F「核燃料輸送物

の経年変化の考慮」（追加）及び(ﾛ)章 G「外運搬規則及び外運搬告示に対する適合性の評

価」（従前の(ﾛ)章 F）に記載する。なお、(ﾎ)章に記載していた経年変化に係る説明は削除

する。 

・(ﾆ)章「輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い方法」において貯蔵期間中検査の実施頻

度を明確化する。 

・(ﾊ)章「品質マネジメントの基本方針に係る説明」を削除し、「輸送容器の保守及び核燃料

輸送物の取扱い方法」を(ﾊ)章に、「安全設計及び安全輸送に関する特記事項」を(ﾆ)章に変

更する。 

・「輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書」を追加する。 

・その他記載の見直しを行う。 

 

４ 変更理由 

・外運搬規則及び外運搬告示が改正されたため。 

・貯蔵期間中検査に係る運用を明確化するため。 

 ・記載を適正化するため。 

 

[別紙] 

１．輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に

関する説明書 

２．輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 

 

[添付] 

補正内容一覧 

以上 



別記-1 

別記 

 

１ 核燃料輸送物の名称 

ＭＳＦ－２４Ｐ型 

 

２ 輸送容器の外形寸法、重量及び主要材料 

(1) 輸送容器の外形寸法 外 径  約 3.6 m 

    長 さ  約 6.8 m 

    （上・下部緩衝体を含む） 

 

(2) 輸送容器の重量  117.7トン以下（輸送架台は含まず） 

 

(3) 核燃料輸送物の総重量 134.4トン以下（輸送架台は含まず） 

 

(4) 輸送容器の主要材料 

イ  胴    炭素鋼 

ロ 外 筒  炭素鋼 

ハ 一 次 蓋  炭素鋼 

ニ 二 次 蓋  炭素鋼 

ホ 三 次 蓋  ステンレス鋼 

ヘ 中性子遮蔽材  レジン 

ト 伝 熱 フ ィ ン  銅 

チ バ ス ケ ッ ト  ほう素添加アルミニウム合金及びアルミニウム合金 

リ 緩 衝 体  ステンレス鋼及び木材 

 

(5) 輸送容器の概略を示す図 

添付図-1のとおり。 

詳細形状は、本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日

付け原子力発第 21329号（令和 4年 5月 20日付け原子力発第 22091号をもって一部補正）、

以下「申請書」という。）に係る別紙１の(ｲ)-第 C.１図から(ｲ)-第 D.5 図までに示されて

いる。 

 

３ 核燃料輸送物の種類 

ＢＭ型核分裂性輸送物 

 

４ 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量 

添付表-1のとおり。 

 



別記-2 

 

５ 輸送制限個数 

(1) 輸送制限個数：制限なし 

(2) 配列方法：任意 

(3) 臨界安全指数：０ 

 

６ 運搬中に予想される周囲の温度の範囲 

-20℃ ～ 38℃ 

 

７ 収納物の臨界防止のための核燃料輸送物の構造に関する事項 

アルミニウム合金製のバスケットプレートから構成された格子構造状のバスケットにより、

個々の燃料集合体を輸送容器の所定の位置に収納するとともに、バスケット内に中性子吸収

材を配置することで臨界を防止する構造としている。 

 

８ 臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

輸送容器は浸水及び漏水を防止する特別な措置として、二次蓋及び三次蓋による多重の防

水機能を有しているため、臨界安全評価においては微量の浸水のみを考慮して評価している。 

なお、防水機能を有する部位の水密性に留意した品質管理を実施する。 

 

９ 収納物の密封性に関する事項 

輸送容器の密封境界は胴、三次蓋及びリリーフバルブカバープレートから構成されており、

三次蓋と胴の上部フランジとの接合面及びリリーフバルブカバープレートと三次蓋との接合

面にはゴム Oリングが設けられている。 

 

10 ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての説明 

-40℃の周囲の温度において、き裂、破損等の生じるおそれがないことが確認されていない。 

 

11 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

本輸送容器は兼用キャスクであり、貯蔵予定期間における経年変化を考慮した本輸送容器

の保守及び本核燃料輸送物の取扱いについては、申請書に係る別紙１のとおり。 

また、本核燃料輸送物の運搬は、周囲の温度-20℃以上で専用積載にて実施する。 

 

12 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する事項 

輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る）については、申請書に係る別

紙２のとおり。 

 

 

 



別記-3 

13 その他特記事項 

本輸送容器は兼用キャスクであり、輸送容器の使用予定年数を 60 年、貯蔵予定期間を 60

年としている。 

外運搬規則等の改正に伴い本輸送物に係る技術上の基準が変更となった場合及び新たな技

術的知見が得られた場合は、設計への影響を評価し、必要に応じて設計変更承認申請等の手

続きを行う。 

詳細については、申請書に係る別紙１のとおり。 

 

 

（別紙記載事項） 

別紙１ 輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の 

安全性に関する説明書 

イ 核燃料輸送物の説明  ···········································  (ｲ) 章 

ロ 核燃料輸送物の安全解析  ·······································  (ﾛ) 章 

ハ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い方法  ···················  (ﾊ) 章 

ニ 安全設計及び安全輸送に関する特記事項  ·························  (ﾆ) 章 

 

別紙２ 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 

 









別紙１ 

 

 

 

 

 

 

輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の 

核燃料輸送物の安全性に関する説明書 

 

 

 

 

（ 記載事項 ） 

 

１．核燃料輸送物の説明  ··············································· (ｲ)章 

 

２．核燃料輸送物の安全解析  ··········································· (ﾛ)章 

 

３．輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い方法  ······················· (ﾊ)章 

 

４．安全設計及び安全輸送に関する特記事項  ····························· (ﾆ)章 

 

参考  輸送容器の製作の方法の概要に関する説明 

 

 

注）本資料における「輸送物」は「核燃料輸送物」を指すものとする。 
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(ｲ)章 核燃料輸送物の説明 

A. 目的及び条件 

 

1.  使用目的 軽水炉型原子力発電所（PWR）の使用済燃料を、原子力発電所

から再処理工場に輸送するため。 

2.  輸送容器の型名 MSF-24P 型 

3.  輸送物の種類 BM 型核分裂性輸送物 

4.  輸送制限個数 なし 

5.  輸送指数 10 以下 

6.  臨界安全指数 0 

7.  輸送物の総重量 134.4 トン以下（輸送架台は含まず） 

8.  輸送容器の外形寸法 外径約 3.6 m、長さ約 6.8 m（上・下部緩衝体を含む） 

9.  輸送容器の重量 117.7 トン以下（輸送架台は含まず） 

10. 輸送容器の材質 胴―炭素鋼 

外筒―炭素鋼 

一次蓋―炭素鋼 

二次蓋―炭素鋼 

三次蓋―ステンレス鋼 

中性子遮蔽材―レジン 

伝熱フィン―銅 

バスケット―ほう素添加アルミニウム合金 

及びアルミニウム合金 

緩衝体―ステンレス鋼及び木材 

11. 輸送容器に収納する核燃料物質の仕様 

核燃料物質の仕様を(ｲ)-第 A.1 表に示す。 

12. 輸送形態 車両による陸上輸送あるいは船による海上輸送 

いずれの場合も専用積載として輸送 

13. 冷却方法 自然空気冷却  

14. 使用予定年数 60 年（設計評価期間） 

15. 輸送容器の使用予定回数 

 10 回 

16. 貯蔵予定期間 60 年（設計貯蔵期間） 
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(ｲ)-第 A.1図  燃料集合体の収納位置 

 

 

  

：中央部（12 体） 

：外周部（12 体） 
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B. 核燃料輸送物の種類 

    BM 型核分裂性輸送物 

 

C. 輸送容器 

1. 設計の概要 

輸送物の全体図を(ｲ)-第 C.1 図に、断面図を(ｲ)-第 C.2 図に示す。 

輸送容器外形は円筒形状である。輸送容器は輸送中には、(ｲ)-第 C.3 図に示すように

輸送架台によこ置き状態に保持され、固縛装置で固定される。落下衝撃を緩和するため、

容器の上部及び下部に緩衝体が取り付けられている。 

輸送容器は原子力発電所での取り扱い時にはよこ置き又はたて置き状態に保持される。

燃料集合体の出し入れは、原子力発電所内の所定場所においてたて置き状態に保持され

た容器の上部から行われる。輸送容器の取り扱いは容器に設けられたトラニオンを使用

して行われる。 

輸送容器は、一次蓋、二次蓋及び三次蓋を有し、三重の密封構造となっている。輸送

容器における密封装置は胴、三次蓋及びリリーフバルブカバープレートで構成され、密

封境界は(ｲ)-第 C.4 図に示すとおりである。 

輸送容器の主な遮蔽材は、炭素鋼及びレジンである。炭素鋼は主にガンマ線遮蔽材、

レジンは中性子遮蔽材として用いられている。胴と外筒の間に中性子遮蔽材であるレジ

ンが充填されている。また、レジンはキャスク本体下部及び一次蓋部にも充填されてい

る。 

一次蓋と胴に囲まれる空間（以下「胴内」という。）には、燃料集合体より発生する

崩壊熱の除去を容易にするため、ヘリウムが約 0.05 MPa 充填される。また、燃料集合体

を輸送中に保持するために胴内にバスケットが収納されている。 

バスケットは、断面形状が中空状のアルミニウム合金製のバスケットプレートから構

成された格子構造であり、個々の使用済燃料集合体がキャスク本体内部に配置されたバ

スケットの所定の格子内に収納される。また、使用済燃料の未臨界性を維持するために、

中性子吸収材を併せて配置している。 
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5. 重量 

本輸送物の総重量は 134.4 トン以下であり、その詳細を(ｲ)-第 C.3 表に示す。 

 

(ｲ)-第 C.3表 輸送物重量 

輸 送 容 器 各 部 及 び 収 納 物  重量（トン） 

A.キャスク本体 

 

83.7 以下 

 

B.一次蓋 

 

5.6 以下 

 

C.二次蓋 

 

4.5 以下 

 

D.三次蓋 3.3 以下 

E.バスケット 

 

5.6 以下 

 

F.緩衝体 

  ①上部緩衝体 

②下部緩衝体 

 

8.72 以下 

6.24 以下 

G.燃料集合体 

 

16.7 以下 

 

H.輸送容器総重量 

A+B+C+D+E+F 

 

117.7 以下 

I.輸送物総重量 

A+B+C+D+E+F+G 

 

134.4 以下 
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D. 輸送容器の収納物 

輸送容器の収納物は、使用済燃料集合体である。 

輸送容器に収納可能な PWR 燃料集合体の仕様を(ｲ)-第 D.1 表に示す。 

(ｲ)-第 D.1 図は本輸送容器に収納する燃料集合体（17×17 燃料）の代表的な全体図であ

る。17×17 燃料（Ａ型）及び 17×17 燃料（Ｂ型）の断面図を(ｲ)-第 D.2 図及び(ｲ)-第 D.3

図に示す。これらの図及び表に示されているように、燃料集合体は正方配列された燃料棒

で構成され、両端及び中間部数箇所が支持格子により保持されている。燃料は低濃縮の UO2

ペレットでジルカロイ製の被覆管の中に充填され、両端に端栓を溶接して密封されている。

また、燃料には、可燃性毒物である Gd2O3を含むものがある。 

燃料集合体は燃料集合体単独あるいは、バーナブルポイズン集合体(容器当たり最大 12

体)を挿入した状態で本輸送容器に収納することができる。バーナブルポイズン集合体を

挿入した燃料集合体は、(ｲ)-第 A.1 図に示す中央部に収納する。バーナブルポイズン集合

体の仕様例を(ｲ)-第 D.2 表に示す。 

(ｲ)-第 D.4 図は、バーナブルポイズン集合体（17×17 燃料用）の断面図であり、(ｲ)-

第 D.5 図は、燃料集合体へのバーナブルポイズン集合体の代表的な挿入図である。 

収納物の燃焼条件及び冷却日数は、(ｲ)-第 D.3 表に示すとおりである。燃料集合体は上

述のようにジルカロイ製の被覆管とセラミック状の UO2 ペレットが主であり、照射に伴っ

て発生する核分裂生成ガスが被覆管内の空隙に蓄積されている。 

収納物の主要な放射性核種と放射能の量（放射能強度）は(ｲ)-第 D.4 表に示すとおりで

ある。 

また、輸送容器 1 基あたりの最大崩壊熱量は(ｲ)-第 A.1 表に示すとおり 15.8 kW に制限

される。 

燃料集合体は(ｲ)-第 C.14 図に示したバスケットに格納して胴内に収納され、胴内は水

抜き、乾燥された上、不活性ガスのヘリウムが充填される。 
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(ｲ)-第 D.1図 PWR燃料集合体全体図（17×17燃料 代表例）  

上部ノズル 

下部ノズル 

燃料棒 

支持格子 
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(ﾛ)章 核燃料輸送物の安全解析 

本輸送物に関する安全解析は、本輸送物が「核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する規則（昭和五十三年十二月二十八日付、総理府令第五十七号）」（以下「規

則」という。）及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の

基準に係る細目等を定める告示（平成 2 年 11 月 28 日付、科学技術庁告示第 5 号）」（以

下「告示」という。）に基づいて、経年変化を考慮した上で BM 型核分裂性輸送物としての

技術上の基準に適合することを示すために行った。 

本解析の概要は以下のとおりである。 

 

A. 構造解析 

構造解析では、通常輸送時において輸送物のき裂、破損等の生じないことを確認するほ

か、密封解析の前提となる密封装置の健全性を一般及び特別の試験条件において確認して

いる。 

また、熱及び遮蔽解析の評価条件を得るために一般及び特別の試験条件における輸送物

の状態を評価している。 

さらに、本輸送物は BM 型核分裂性輸送物であるため、未臨界評価のために核分裂性輸送

物に係る一般及び特別の試験条件における輸送物の状態についても評価している。 

 

B. 熱 解 析  

熱解析では、構造解析の評価結果に基づいて、一般及び特別の試験条件における輸送物

各部の温度及び圧力を評価し、構造、密封、遮蔽及び臨界解析の評価条件を与えている。 

また、一般の試験条件における輸送物の近接表面温度基準(85 ℃)に適合することを確

認している。 

 

C. 密封解析 

密封解析では、構造及び熱解析の評価結果並びに発送前検査における気密漏えい検査合

格基準に基づいて、一般及び特別の試験条件における放射性物質の漏えい率を評価し、基

準値を満足することを示している。 
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D. 遮蔽解析 

遮蔽解析では、構造及び熱解析の評価結果に基づいて、通常輸送時並びに一般及び特別

の試験条件における輸送物表面あるいは表面から 1 m 離れた位置の線量当量率を評価し、

基準値を満足することを示している。 

 

E. 臨界解析 

臨界解析では、構造解析の評価結果に基づいて、通常輸送時並びに核分裂性輸送物に係

る一般及び特別の試験条件における輸送物の孤立系及び配列系の各状態のいずれの場合に

も未臨界であることを示している。 

 

F. 核燃料輸送物の経年変化の考慮 

本輸送容器は、使用済燃料乾式貯蔵施設における貯蔵後の輸送にも用いられるため、設

計評価期間（60 年）中の輸送容器の構成部材及び収納物の経年変化について考慮する事項

を示している。 

 

G. 外運搬規則及び外運搬告示に対する適合性の評価 

以上の結果及び(ｲ)章の核燃料輸送物の説明を総合して、本輸送物の設計が規則及び告

示に定める技術基準に適合していることを示している。 

 

 

以下、(ﾛ)章 A～G に各解析、評価の詳細を示す。 
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A. 構造解析 

A.1 構造設計 

A.1.1 概要 

輸送容器は、(ｲ)-第 C.1 図及び(ｲ)-第 C.2 図に示すようにキャスク本体、バスケッ

ト、一次蓋、二次蓋及び三次蓋等により構成される。胴は、(ｲ)-第 C.4 図に示すよう

に三次蓋とともに密封境界を構成しており、胴内の圧力に耐えられる構造になってい

る。外筒は中性子遮蔽材を保持する構造になっている。輸送容器は、熱応力及び振動

に対しても耐えられる構造になっている。 

一次蓋は、(ｲ)-第 C.8 図に示すように一次蓋ボルトによってキャスク本体に固定さ

れる。キャスク本体との密封は金属ガスケットを用いて行い、通常の輸送時における

圧力等の負荷に耐え密封性能を維持できる構造になっている。 

二次蓋は、(ｲ)-第 C.10 図に示すように二次蓋ボルトによってキャスク本体に固定さ

れる。キャスク本体との密封は金属ガスケットを用いて行い、圧力等の負荷に耐え密

封性能を維持できる構造になっている。 

三次蓋は、(ｲ)-第 C.12 図に示すように三次蓋ボルトによってキャスク本体に固定さ

れる。キャスク本体との密封は O リングを用いて行い、密封境界として圧力等の負荷

に耐えられる構造になっている。三次蓋は、(ｲ)-第 C.2 図に示すように上部緩衝体に

よって覆われている。 

(ｲ)-第 C.14 図に示すバスケットは、胴内において燃料集合体を分散・集合させない

ように支持する構造になっている。 

(ｲ)-第 C.15 図及び(ｲ)-第 C.16 図に示す上部及び下部緩衝体は、キャスク本体の上

部及び下部にそれぞれボルトによって取り付けられる構造になっており、落下等によ

る機械的衝撃を吸収する。 

(ｲ)-第 C.7 図に示す上部トラニオンは、輸送容器の吊上げ荷重に耐えられる構造に

なっている。下部トラニオンは、輸送容器のたて起し及びよこ倒し時にかかる荷重に

耐えられる構造になっている。また輸送容器は(ｲ)-第 C.3 図に示すように、胴上部及

び下部トラニオンにより輸送架台に固定され、輸送中の加速度に耐えられる。 
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A.1.2 設計基準 

1. 設計で考慮する条件 

本輸送容器の構造設計では「規則」及び「告示」に基づいて以下の条件等を考慮した。 

 

(1) 通常の輸送条件 

a. 輸送容器の材質間又は輸送容器の材質と放射性収納物間において危険な物理的作

用又は化学反応の生じるおそれのないこと。 

b. 密封装置は不用意に開かれないこと。 

c. 輸送容器の吊上装置としてのトラニオンは吊上荷重の 3 倍に耐えること。 

d. 固縛装置は輸送中発生する上下及び輸送方向加速度 2 g 及び左右方向 1 g の加速度

に耐えること。 

e. 輸送容器の構成部品は、運搬中に予想される周囲温度-20 ℃～38 ℃の温度範囲に

おいて、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。 

f. 輸送容器の振動について考慮すること。 

 

(2) 一般の試験条件 

a. 38 ℃の環境に 1 週間放置の熱的試験に耐えること。 

b. 水噴霧試験に耐えること。 

c. 0.3 m 自由落下試験に耐えること。 

d. 自重の 5 倍の荷重による積み重ね試験に耐えること。 

e. 6 kg 棒貫通試験に耐えること。 

 

(3) 特別の試験条件 

a. 9 m 落下試験に耐えること。 

b. 1 m 貫通試験に耐えること。 

c. 上記の試験条件に置いた後、火災試験に耐えること。 

d. 15 m の水中浸漬（0.15 MPa G の外圧）試験に耐えること。 

ただし、a 及び b については最大の破損を受けるような順序で連続して行われるこ

と。 

 

(4)  原子力規制委員会の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核

燃料輸送物に係る追加条件 

a. 200 m の水中浸漬（2 MPa G の水圧）試験（強化浸漬試験）に耐えること。 
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(5) 核分裂性輸送物に係る試験条件 

a. 次の核分裂性輸送物に係る一般の試験条件下に置いた後の輸送物の損傷状態を評

価すること。 

(a) 以下の連続試験 

ⅰ．水噴霧試験 

ⅱ．0.3 m 自由落下試験 

(b) 積み重ね試験 

(c) 6 kg 棒貫通試験 

b. 次の核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下に順次置いた後の輸送物の損傷状態

を評価すること。 

(a) 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件 

(b) 9 m 落下試験 

(c) 1 m 貫通試験 

(d) 火災試験 

(e) 0.9 m の水中浸漬試験 

 

なお、核分裂性輸送物に係る一般及び特別の試験条件の中で機械的（強度）試験にお

いては、本輸送物が使用される-20 ℃～38 ℃の周囲温度範囲を考慮する。 
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2. 設計基準 

各解析項目に対して材質、温度、負荷係数等の設計条件を考慮して適用数式、要素及

び解析基準を決定した。 

この中で、輸送容器の胴、一次蓋、二次蓋、三次蓋、蓋ボルト、蓋密封シール部及び

トラニオンに発生する応力の設計基準値は、金属キャスク構造規格 1)を適用した。 

金属キャスク構造規格に設計基準値の記載がない、外筒、下部端板、蓋部中性子遮蔽

材カバー及び底部中性子遮蔽材カバーは、中性子遮蔽材を保持する構造物であることを

考慮し、設計・建設規格 2) ＜第Ｉ編 軽水炉規格＞のクラス１支持構造物の規定を適

用した。アルミニウム合金製のバスケットについては、金属キャスク構造規格のバスケッ

トの考え方を基本として設計基準値を設定した。また、燃料被覆管については、一般の

試験条件における荷重負荷時の変形を防止するため、設計基準値を降伏応力以下とした。 

三次蓋とキャスク本体の O リング取付位置の相対口開き変形量については、O リング

が閉じ込め機能を維持できる設計基準値とした。 

各試験条件に対しての応力及び変形量の設計基準値を以下に示す。また、設計条件及

び解析方法の要約を(ﾛ)-第 A.1 表に示す。 

 

(1) 通常の輸送条件（吊上装置及び固縛装置） 

a. トラニオン本体は応力強さが設計降伏点以下であること。ここで、応力強さとは主

応力の差の絶対値をいう。 

b. トラニオン接続部は以下に示す一次支圧応力 fp’を超えないこと。一次＋二次支圧

応力については fp’の 1.5 倍を超えないこと。 

fp’＝1.25Sy 

ここで、 

Sy :金属キャスク構造規格 1)別表第 5-8 に示される設計降伏点 

 

c. 吊上装置については疲労評価を行うこと。 

 

(2) 一般の試験条件（熱的試験及び自由落下試験） 

a. 蓋ボルト以外の輸送容器の胴、一次蓋、二次蓋、三次蓋は発生応力を分類し、各応

力が以下に示す基準値以下であること。 

mm S≦P  

mL 1.5S≦P  

mbL 1.5S≦PP +  

mbL 3S≦QPP ++  

ここで、 

Pm ：一次一般膜応力 
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PL ：一次局部膜応力 

Pb ：一次曲げ応力 

Q ：二次応力 

Sm ：金属キャスク構造規格 1) 別表第 5-1 に示される設計応力強さ 

b. 蓋ボルトに対しては以下の基準を適用する。 

（平均引張応力）≦2Sm 

（平均引張応力＋曲げ応力）≦3Sm 

ここで、 

Sm ：金属キャスク構造規格 1) 別表第 5-2 に示される設計応力強さ 

c. 一次蓋密封シール部及び二次蓋密封シール部は発生応力を分類し、各応力が以下に

示す基準値以下であること。 

ym S≦P  

yL S≦P  

ybL S≦PP +  

ybL S≦QPP ++  

ここで、 

Sy ：金属キャスク構造規格 1) 別表第 5-8 に示される設計降伏点 

d. 三次蓋とキャスク本体の O リング取付位置での相対口開き変形量が、O リングの初

期締め付け代より小さいこと。 

e. 外筒、下部端板、蓋部中性子遮蔽材カバー、底部中性子遮蔽材カバーにおいては以

下の基準を適用する。ただし、各溶接部については、各構成部材と同じ基準を適用

する。 

(a) 各部位の一次引張応力は以下に示す ftを超えないこと。一次＋二次応力につい

ては、(b)の圧縮応力との差が ftの 3 倍を超えないこと。 

1.5

F
ft =  

ここで、 

u y
F MIN[0.7S ,　S ] （ オーステナイト系ステンレス鋼以外）=

 

y u y
F MIN[1.35S ,　0.7S ,　S（RT）] （ オーステナイト系ステンレス鋼）=

 

Su    ：金属キャスク構造規格 1) 別表 5-9 に示される設計引張強さ 

Sy（RT） ：金属キャスク構造規格 1) 別表 5-8 に示される 40 ℃における 

設計降伏点 

(b) 各部位の一次圧縮応力は以下に示す fcを超えないこと。 

ν

F

Λ

λ
0.41f

2

c




















−=  



三菱 Rev.1 

(ﾛ)-A-6 

ここで、 

λ ：有効細長比 

Λ ：限界細長比 

2

Λ

λ

3

2
1.5：ν   ν　 








+=  

(c) 各部位の一次せん断応力は以下に示す fsを超えないこと。一次＋二次応力につ

いては fsの 3 倍を超えないこと。 

31.5

F
fs =  

(d) 各部位の一次曲げ応力は以下に示す fbを超えないこと。一次＋二次応力につい

ては fbの 3 倍を超えないこと。 

1.5

F
fb =  

f. バスケットにおいては、以下の基準を適用する。 

(a) 各部位の応力が以下に示す基準値以下であること。 

mm S≦P  

mbm Sα≦PP +  

m0.6S≦τ  

（一次圧縮応力）≦fc 

ν

F

Λ

λ
0.41f

2

c




















−=  

ここで、 

Sm  ：付属書類 A.10.4 (ﾛ)-第 A.86 表に示される設計応力強さ 

Pm  ：一次一般膜応力 

Pb  ：一次曲げ応力 

α ：純曲げによる全断面降伏荷重と初期降伏荷重の比又は 1.5 のいずれ

かの小さい方の値 

τ ：平均せん断応力 

λ ：有効細長比 

Λ ：限界細長比 

2

Λ

λ

3

2
1.5：ν   ν　 








+=  

g. 燃料被覆管については応力強さが降伏応力以下であること。 
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(3) 一般の試験条件（積み重ね試験及び 6 kg 棒貫通試験） 

a. 積み重ね試験に対しては胴に発生する応力強さが設計降伏点を超えないこと。 

b. 6 kg 棒貫通試験に対しては、せん断で破壊しないこと。 

 

(4) 特別の試験条件 

a. 蓋ボルト以外の輸送容器の胴、二次蓋及び三次蓋は以下の基準を適用する。 

(a) 各部位について発生応力を分類し、各応力が以下に示す基準値以下であること。 

ⅰ）オーステナイト系ステンレス鋼以外 

um 2/3S≦P  

uL S≦P  

ubL S≦PP +  

ⅱ）オーステナイト系ステンレス鋼 

Pm≦MIN[2.4Sm , 2/3Su] 

PL≦MIN[3.6Sm , Su] 

PL＋Pb≦MIN[3.6Sm , Su] 

b. 二次蓋ボルト及び三次蓋ボルトに対しては以下の基準を適用する。 

（平均引張応力）≦Sy 

（平均引張応力＋曲げ応力）≦Sy 

c. 二次蓋密封シール部に対しては各部位について発生応力を分類し、各応力が以下に

示す基準値以下であること。 

ym S≦P  

yL S≦P  

ybL S≦PP +  

ybL S≦QPP ++  

d. 三次蓋とキャスク本体の O リング取付位置の相対口開き変形量が、O リングの初期

締め付け代より小さいこと。 

e. 外筒、下部端板及び底部中性子遮蔽材カバーにおいては以下の基準を適用する。た

だし、各溶接部については、各構成部材と同じ基準を適用する。 

(a) 各部位の一次引張応力は以下に示す ftの 1.5 倍を超えないこと。 

1.5

F
ft =  

ここで、 

F＝MIN[0.7Su , 1.2Sy]（オーステナイト系ステンレス鋼以外） 

F＝MIN[1.35Sy , 0.7Su , 1.2Sy(RT)]（オーステナイト系ステンレス鋼） 
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(b) 各部位の一次圧縮応力は以下に示す fcの 1.5 倍を超えないこと。 

ν

F

Λ

λ
0.41f

2

c




















−=  

ここで、 

F＝MIN[0.7Su , 1.2Sy]（オーステナイト系ステンレス鋼以外） 

F＝MIN[1.35Sy , 0.7Su , 1.2Sy(RT)]（オーステナイト系ステンレス鋼） 

(c) 各部位の一次せん断応力は以下に示す fsの 1.5 倍を超えないこと。 

31.5

F
fs =  

(d) 各部位の一次曲げ応力は以下に示す fbの 1.5 倍を超えないこと。 

1.5

F
fb =  

 

f. バスケットにおいては、以下の基準を適用する。 

(a) 各部位の応力が以下に示す基準値以下であること。 

um 2/3S≦P  

ubm 2/3αS≦PP +  

m1.2S≦τ  

ここで、 

Su  ：付属書類 A.10.4 (ﾛ)-第 A.89 表に示される設計引張強さ 

 

(b) 各部位の一次圧縮応力は fc
＊の 1.5 倍を超えないこととする。fc

＊の値は、以下

に示す fcの値を算出する際に Syとあるのを 1.2Sｙと読み替えて算出した値。 

ν

F

Λ

λ
0.41f

2

c




















−=  

ここで、 

]　S,MIN[0.7SF yu=  

g. 1 m 貫通試験に対しては、せん断で破断しないこと。 

 

(5) 強化浸漬試験 

a. 輸送容器の胴（底板）及び蓋部は以下の基準を適用する。 

PL＋Pb≦Su（オーステナイト系ステンレス鋼以外） 

PL＋Pb≦MIN[3.6Sm , Su]（オーステナイト系ステンレス鋼） 
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b. 外圧を受ける胴にあっては、外面に受ける圧力が金属キャスク構造規格  1) に示さ

れる胴の厚さ等によって定まる許容外圧 Paの 1.5 倍以下であること。 

 

3. 余裕率 

適用数式及び要素による結果のうち、定量的な基準のあるものについては次に示す余

裕率 MS を用いて評価する。 

1
解析結果

 解析基準値
余裕率（MS） −=  

したがって、余裕率は 0 以上あれば良いとする。 

余裕率を用いられないものは、該当箇所にその基準等を記載した。なお、解析基準値

は A.3 に示す材料の機械的性質及び B.に示す温度等に基づいて決定する。 (注) 

 

 

(注)設計降伏点、設計引張強さ、縦弾性係数等の値は、A.3 に示す引用文献中で与えられてい

る温度依存データを内挿することによって求める。 
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(ﾛ)-第 A.1表 輸送容器の構造設計の条件及び解析方法（1/13） 

条
件 

解析項目及びその評価 

設計条件 解析方法 

備考 
参照図表 材質 温度 

設計負荷 
適用数式又は要素 

解析 

基準 種類 負荷係数 要素 

通
常
の
輸
送
条
件 

化学的及び電気的反応          

1) 化学的反応 (ﾛ)-第 A.3 表 表による － 腐食 － 活性 活性の有無 無  

2) 電気的反応 (ﾛ)-第 A.3 表 表による － 腐食 － 電位差 反応の有無 無  

低温強度          

1) 構成部品 (ﾛ)-第 A.4 表 表による － 材質 － き裂・破損 
-20 ℃でのき裂・破損の

有無 
無  

2) 低温時の強度 (ﾛ)-第 A.4 表 表による － 材質 － 脆性破壊 -20 ℃での脆化の有無 無  

密封装置          

三次蓋 (ｲ)-第 C.2 図 － － 誤操作による開放 － 誤操作の可否 
緩衝体等に覆われての

誤操作の可否 
否  
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(ﾛ)-第 A.5図 析出硬化系ステンレス鋼（SUS630-H1150）の 

温度に対する機械的性質の変化(1/2) 1)、3) 
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(ﾛ)-第 A.5図 析出硬化系ステンレス鋼（SUS630-H1150）の 

温度に対する機械的性質の変化(2/2) 1)、3) 
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(ﾛ)-第 A.8図 アルミニウム合金（MB-A3004-H112）の 

温度に対する機械的性質の変化(1/2) (注 1) 

 

(注 1) アルミニウム合金の機械的性質の詳細については A.10.4 を参照。 
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(ﾛ)-第 A.8図 アルミニウム合金（MB-A3004-H112）の 

温度に対する機械的性質の変化(2/2) (注 1) 

 

(注 1)アルミニウム合金の機械的性質の詳細については付属書類 A.10.4 を参照。 



三菱 Rev.1 

(ﾛ)-A-39 

 

 

(ﾛ)-第 A.9図 ジルカロイ-4の温度に対する機械的性質の変化 4) 
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A.4 輸送物の要件 

A.4.1 化学的及び電気的反応 

本輸送物は､(ｲ)-第 C.1 表に示すとおり化学的に安定した材料を使用している。また、

輸送容器構成部品が相互に接触する異種材料の一覧を(ﾛ)-第 A.3 表に示す。 

レジンは、一次蓋及び蓋部中性子遮蔽材カバー、底板及び底部中性子遮蔽材カバー、

胴、外筒及び下部端板に密閉されて収納されており、これらの金属と化学的及び電気

的に反応することはない。 

一次蓋、二次蓋、三次蓋と各蓋ボルト、金属ガスケット及び O リング等の間では、

化学的及び電気的に作用して問題になるような腐食を起こすことはない。 

伝熱フィンと胴及び外筒の接合部は、密閉静止した淡水環境における銅が接続した

鋼の腐食試験において鋼単独の場合の腐食速度と同程度になることが確認されている

こと、及びレジンより生じる水分量は限定的であり、レジン充填空間は閉鎖環境にあっ

て酸素が連続的に供給されないことから、異種金属接触による腐食促進の影響は小さ

く、化学的及び電気的な反応による腐食の影響はない。 

なお、収納物は胴内でヘリウム雰囲気にあるため収納物に対する化学的影響はない。 
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A.4.2 低温強度 

本輸送物は周囲温度-20 ℃以上で使用する。 

 

1. 構成部品の低温特性 

(ｲ)章 C の 3.に示す本輸送容器の使用材料の低温特性を(ﾛ)-第 A.4 表に示す。同表よ

り明らかなように、最低温度-20 ℃において構成部品はき裂、破損等の生じるおそれは

ない。 

 

2. 低温時の強度 

構造評価に用いる主要材料は、金属キャスク構造規格 1) のじん性要求を満足するよう

に製造するので、-20 ℃において低温脆性破壊を起こすことはない。 
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垂直吊り時（緩衝体なし）の輸送物吊上質量は、119.4 トン以下である。垂直吊り時

には 2 個のトラニオンを使用するので 1 個のトラニオンに作用する荷重 F(N)は、次式に

より求められる。 

n

Wag
F =   

ここで、 

F ：垂直吊り時のトラニオン 1 個に作用する荷重 (N) 

n ：トラニオンの数 (2) 

W ：容器の質量（垂直吊り時） (1.194×105 kg) 

a ：安全係数 (3) 

g ：重力加速度 (9.80665 m/s2) 

したがって、 

2

9.806653101.194
F

5 
=  

 N101.757  6=  

となる。 

 

1. トラニオン本体 

(1) 曲げ応力 

(ﾛ)-第 A.10 図に示すトラニオン本体の断面に発生する曲げ応力σb(MPa)は次式で

与えられる。 

I

MC
σb =  

FXM =  

ここで、 

M ：曲げモーメント (N･mm) 

F ：最大荷重 (N) 

X ：モーメントアーム (mm) 

C ：中立軸からの距離 (mm) 

I ：断面二次モーメント (mm4) 

ここに、 

( )4i4
o dd

64

π
I −=  

do ：トラニオン外径 (mm) 

di ：トラニオン内径 (mm) 
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2. トラニオン接続部 

(1) 吊上げ荷重による支圧応力 (一次応力) 

(ﾛ)-第 A.11 図に吊上げ時の上部トラニオンに作用する荷重の関係を示す。(ﾛ)-第

A.11 図に示す各荷重は以下の関係がある。 

① Y 軸方向の力のつり合い 

R1＝F＋R2 

ここで、 

F :垂直吊り時の上部トラニオン 1 個に作用する荷重（N） 

R1 :上部トラニオンに作用する反力（N） 

R2 :上部トラニオンに作用する反力（N） 

② 0 点回りのモーメントのつり合い 

F･L1－R2･L2－（f1＋f2）･d/2＝0 

ここで、 

f1 ：上部トラニオンに作用する摩擦力（N） 

f2 ：上部トラニオンに作用する摩擦力（N） 

L1 ：O 点から荷重作用点までの距離（mm） 

L2 ：O 点から反力 R2の作用点までの距離（mm） 

d ：上部トラニオン接続部の外径（mm） 

③ 摩擦力と垂直抗力の関係 

f1＝μR1、f2＝μR2 

ここで、 

μ ：摩擦係数（－） 

①、②及び③の関係より荷重Ｆ作用時の反力 R1及び R2は次式で与えられる。 

1 2
1

2

FL＋μF(d / 2)＋FL
R＝

μd＋L
 

1
2

2

FL－μF(d / 2)
R＝

μd＋L
 

吊上げ荷重による支圧応力σP11（MPa）、σP12（MPa）は次式で与えられる。 

σP11＝R1/（d･L2/2） 

σP12＝R2/（d･L2/2） 
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(3) 支圧応力 (一次＋二次)応力 

支圧応力σP（MPa）は次式で与えられる。 

σP＝MAX[σP11, σP12]+σP2 

 

支圧応力の計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 A.6 表に示す。(ﾛ)-第 A.6 表より、上部

トラニオン接続部に発生する応力は評価基準値を満たす。 
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A.4.4.2 上部トラニオンの疲労評価 

上部トラニオンは垂直吊り時に荷重が作用する。 

上部トラニオン段付部及び接続部の応力強さについて、応力集中を考慮し繰返しピー

ク応力強さによる許容繰返し回数と使用計画回数を比較して評価を行う。 

 

1. 繰返しピーク応力強さ 

上部トラニオン段付部及び接続部の繰返しピーク応力強さ Sa(MPa)はそれぞれ次式で

求める。 

① 上部トラニオン段付部 

0
t r

t
a1

E
SK K

E
S

2
=

 

② 上部トラニオン接続部 

0
t

t
a2

E
SK
E

S
2

=

 

 

ここで、 

Sa1 ：上部トラニオン段付部の繰返しピーク応力強さ (MPa) 

Sa2 ：上部トラニオン接続部の繰返しピーク応力強さ (MPa) 

S ：応力強さ（垂直吊り時） (MPa) 

Kt ：応力集中係数 (-) 

Kr ：表面粗さ係数 (-) 

Eo ：設計疲労線図 1) 12) の基本縦弾性係数 

Et ：材料の使用温度における縦弾性係数 (MPa) 

 

上部トラニオン段付部の応力集中係数は応力集中係数線図 13) より、表面粗さ係数は

表面粗さ係数線図 12)より、(ﾛ)-第 A.7 表に示すように与えられる。また、上部トラニオ

ン接続部の応力集中係数は金属キャスク構造規格 1) より 4.0とする。 

 

(ﾛ)-第 A.7表 上部トラニオン段付部の応力集中係数 

   

評価位置 
丸み半径 

:r(mm) 

小径部 

:d(mm) 

大径部 

:D(mm) 
2r/d D/d 

応力集中

係数 

:Kt(-) 

表面粗

さ係数 

:Kr(-) 

A-A 断面 10 140 260 0.14 1.86 2.0 1.24 

B-B 断面 5 260 270 0.04 1.04 2.3 1.24 
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2. 許容繰返し回数 

設計疲労線図 1) 12) より許容繰返し回数 Naは以下となる。 

A-A 断面 ：約 6.8×106 回 

B-B 断面 ：約 1.0×107 回 

トラニオン接続部（トラニオン側） ：約 4.2×105 回以上 

トラニオン接続部（胴側）      ：約 1.0×104 回以上 

 

 

3. 使用計画回数 

本吊上装置の使用計画回数 NCは次のようになる。 

輸送回数    ：10 回 

輸送時吊上回数 ：20 回（輸送ごと） 

なお、上記の輸送時吊上回数は、(ﾊ)章「輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い

方法」の「A. 核燃料輸送物の取扱い方法」に示す標準的な取扱いとして想定される

吊上回数であり、燃料装荷、乾式貯蔵施設での貯蔵、再処理工場への輸送における

取扱いを含む。 

したがって、 

回 2002010Nc   

 

以上より、使用計画回数は許容繰返し回数を十分下回っており、トラニオンの疲

労強度は十分である。 

 

 

A.4.5 固縛装置 

本輸送物は、(ｲ)-第 C.3 図に示すように胴上部及び下部のトラニオンを使用して輸

送架台に固定される。 

上下方向及び左右方向の荷重は胴上部及び下部トラニオンが支え、前後方向の荷重

を支持するのは下部トラニオンである。 

固縛装置の荷重条件として、前後及び上下に各 2 g 1) の加速度が作用し、左右方向

に 1 g 1) の加速度が作用する場合を考える。また、下方向は自重を考慮し 3 g 1) の加

速度が作用すると考える。 
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A.4.6 圧力 

本輸送物の一般の試験条件での胴内の最大内圧は 0.0780 MPa であり、外気圧が 60 

kPa（0.060 MPa）まで降下した場合には、差圧は 0.0180 MPa G となる。また、胴、二

次蓋と三次蓋に囲まれた空間（以下、二三次蓋間という。）の最大内圧は 0.253 MPa

であり、外気圧が 60 kPa（0.060 MPa）まで降下した場合には、差圧は 0.193 MPa G

となる。 

後述するように、一般の試験条件の熱的試験において、胴内と外気圧との差圧を

0.101325 MPa G、二三次蓋間の最大内圧と外気圧との差圧を 0.19 MPa G とした条件の

下で構造健全性を確認しており、十分な裕度がある。したがって、上記の圧力降下が

生じた場合にも輸送容器の健全性を損なうことはない。 

 

A.4.7 振動 

本輸送物は(ｲ)章 C の 1.で述べたように固縛装置によって 2 ヶ所で輸送架台に固定

されている（(ｲ)-第 C.3 図参照）。本輸送物を(ﾛ)-第 A.15 図のとおり両端支持の梁と

考えると、輸送物の n 次の固有振動数 fnは次式で示される。15)  

w

EIg

2π

λ
f

2

2

n


=  

ここで、 

λ ：境界条件と振動形によって定まる無次元定数 (-) 

E ：縦弾性係数 (MPa) 

I ：振動面に直交する断面主軸に関する断面二次モーメント (mm4) 

ℓ ：輸送容器支持間長さ (mm) 

g ：重力加速度 (mm/s2) 

w ：単位長さ当たりの荷重 (N/mm) 

L

9.80665W
w


=  

W ：輸送物質量 (kg) 

L ：容器本体全長 (mm) 

また、断面二次モーメントとしては胴のみを考えると、 

( )414
2 dd

64

π
I −=  

ただし、 

d2 ：胴外径 (mm) 

d1 ：胴内径 (mm) 
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A.4.8 輸送物の要件に対する評価結果の要約 

以上の結果より通常の輸送時における輸送物の要件に対する評価結果の要約を(ﾛ)-

第 A.13 表に示す。 

 

(ﾛ)-第 A.13表 輸送物の要件に対する評価結果の要約 

解析及びその詳細 解析基準 解析基準値 解析結果等 
余裕率等 

(MS) 

・ 化学的及び電気的反応 

化学的反応 

電気的反応 

 

・ 低温強度 

構成部品の低温特性 

 

 

低温時の強度 

 

・ 密封装置の誤操作による開放

の可能性 

三次蓋 

 

・ 吊上装置 

1.応力評価 

トラニオン本体 

トラニオン接続部 

（一次応力） 

（一次応力＋二次応力） 

 

2.疲労評価 

  トラニオン本体 

 

トラニオン接続部 

 

・ 固縛装置 

   トラニオン本体 

トラニオン接続部 

（一次応力） 

（一次応力＋二次応力） 

 

・ 圧力 

 

・振動 

 

反応のないこと 

反応のないこと 

 

 

-20 ℃でのき裂、

破損のないこと 

低温脆化温度 

 

 

 

 

可能性がないこと 

 

 

 

Sy 

 

1.25Sy 

1.5×1.25Sy 

 

 

許容繰返し回数以

下であること 

許容繰返し回数以

下であること 

 

Sy 

 

1.25Sy 

1.5×1.25Sy 

 

密封性 

 

振動性 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

 

-20 ℃ 

 

 

 

－ 

 

 

 

653 MPa 

 

231 MPa 

346 MPa 

 

 

許容繰返し回数 

6.8×106 回 

許容繰返し回数 

1.0×104 回 

 

653 MPa 

 

231 MPa 

346 MPa 

 

－ 

 

反応なし 

反応なし 

 

 

き裂、破損なし 

 

 

-20 ℃では低

温脆化なし 

 

 

可能性なし 

 

 

 

449 MPa 

 

174 MPa 

219 MPa 

 

 

使用計画回数 

200 回 

使用計画回数 

200 回 

 

232 MPa 

 

151 MPa 

195 MPa 

 

 良 

 

基準に合致 

基準に合致 

 

 

基準に合致 

 

 

基準に合致 

 

 

 

基準に合致 

 

 

 

0.45 

 

0.32 

0.57 

 

 

基準に合致 

 

基準に合致 

 

 

1.81 

 

0.52 

0.77 

 

基準に合致 

固有振動数（215 Hz）と輸送による振動数

（10 Hz）の差が大であり、輸送物の応答増

幅の影響はなく、輸送中の振動による荷重

は、一般の試験条件の 0.3m 落下事象に包絡

されることから、輸送物にき裂、破損等は

生じない。  
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(3) 解析結果 

a. 胴内圧等による応力解析結果 

(ﾛ)-第 A.18 図に示す主要な評価位置における胴内圧等による応力の評価結果を(ﾛ)-

第 A.16 表に示す。表に示すように、いずれの応力も A.1.2 に定めた解析基準値以下で

ある。 

 

  















三菱 Rev.1 

(ﾛ)-A-74 

A.5.3 自由落下 

A.5.3.1 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

ここでは、A.1.2 のうち、一般の試験条件の自由落下試験において規則及び告示

に規定された輸送物の健全性について評価を行う。本輸送物の最大総質量は 134.4

トンであるため、告示により、落下高さは 0.3 m となる。輸送物が 0.3 m 落下した

場合、その落下エネルギーは容器本体の上下部に取り付けられた緩衝体の変形によ

って吸収される。 

本項では、自由落下試験時の緩衝体の変形量及び衝撃加速度について評価し、輸

送容器の健全性を評価する。 

緩衝体の変形量及び衝撃加速度の解析条件を以下に述べる。 

 

1. 解析モデル 

(1) 解析する落下姿勢 

輸送物の落下姿勢として次の 3 種類を考える。（(ﾛ)-第 A.19 図参照） 

①垂直落下 

②水平落下 

③コーナー落下 

 

(2) 解析方法 

① 輸送物の落下エネルギーは緩衝体の弾塑性変形によって全て吸収されるものと

する。この仮定では、緩衝体を除いた輸送物及び落下試験台を剛体とし、落下

エネルギーの振動及び熱等への消費を無視することになるので、落下による緩

衝体の変形を大きく評価し安全側の解析となる。 

② 解析に用いる輸送物の質量に関する数値は、(ｲ)章 C.5 で示した通常輸送時にお

ける輸送物最大総質量 134.4 トンを用いる。 

落下エネルギーは次式で与えられる。 

mgHEK =  

ただし、 

EK ：輸送物の落下エネルギー (N･mm) 

m ：輸送物最大総質量 (kg) 

g ：重力加速度 (m/s2) 

H ：落下高さ (mm)  

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 A.18 表に示す。 
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(ﾛ)-第 A.18表 輸送物落下エネルギー計算条件及び計算結果 

項目 

輸送物最大 

総質量 

：m(kg) 

重力加速度 

：g(m/s2) 

落下高さ 

：H(mm) 

輸送物の 

落下エネルギー 

：EK(N･mm) 

数値 1.344×105 9.80665 300 3.955×108 

 

③ 緩衝体の変形量と衝撃力の計算は CRUSH コード 16) を用いて行う。このコード

においてはエネルギー吸収に寄与する部材は安全側に内部の木材のみとして、

緩衝体の変形量を単軸変形法（UDM）により求めている。 

④ 衝撃力については解析と実験との比較検証により得られた誤差±20 ％を考慮

した負荷係数 1.2 16) を③で求められる衝撃力に乗じる。 

⑤ 木材は、木目（又は積層）方向と、木目（又は積層）と直角方向で圧潰特性が

異なる。各々の方向における特性を(ﾛ)-第 A.20 図～(ﾛ)-第 A.22 図に示す。木

目（又は積層）方向とある角度を持つ落下方向に対しては、異方性の影響を考

慮する。 

⑥ 水平落下においては、上部緩衝体と下部緩衝体の吸収エネルギー比を 50％ずつ

として解析している。また、緩衝体の変形量は、上部緩衝体と下部緩衝体の変

形が大きい方の値としている。 
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(ﾛ)-第 A.19図 0.3 m落下試験での落下姿勢 
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2. 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

1.に示した方法により求めた落下エネルギーEKに対応する変形量δと衝撃加速度 G を

(ﾛ)-第 A.19 表に示す。 

ここで、衝撃加速度 G は次式で求めている。 

m

F
G =  

F ：解析で求めた衝撃力 (N) 

m ：輸送物質量 (kg) 

 

(ﾛ)-第 A.19表 自由落下試験時の衝撃加速度と緩衝体の変形量 

(注 1)設計加速度とは、得られた衝撃加速度に裕度を考慮した値である。 

(注 2)設計基準変形量とは、それぞれの落下方向において衝撃力を急激に上昇させないため

の設計上の基準値である。 

 

  

落下姿勢 
衝撃力 

：F(N) 

衝撃 

加速度 

G：(m/s2) 

設計 

加速度 (注 1) 

(m/s2) 

緩衝体の 

変形量 

：δ(mm) 

設計基準 

変形量 (注 2) 

：δmax(mm) 

垂直 

落下 

頭部 3.555×107 265 270 26 684 

底部 3.417×107 255 260 27 608 

水平落下 2.686×107 200 210 42 374.5 

コーナー 

落下 

頭部 4.611×106 35 ― 309 826 

底部 4.234×106 32 ― 324 827 
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A.5.3.2 落下時の応力計算 

0.3 m 落下時の衝撃力に対して、容器本体は十分な強度で密封性を保持すること

を示す。また、胴内のバスケット及び燃料集合体が健全性を維持することを示す。 

 

1. 垂直落下 

(1) 容器本体 

垂直落下時の衝撃力に対する容器本体の解析を有限要素法による ABAQUS コードに

より行う。また落下方向は頭部及び底部落下とする。 

a. 解析モデル 

A.5.1.3 と同様に、三次元有限要素を用いた(ﾛ)-第 A.16 図に示す三次元 180 °対

称モデルを用いる。 

b. 荷重条件及び境界条件 

(a) ①荷重条件 

頭部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・衝撃加速度（270 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・下部緩衝体の自重による慣性力が胴（底板）外面に働く。 

・内部の収納物等（バスケット、燃料集合体）の慣性力が一次蓋内面に働く。 

・落下時の上部緩衝体反力が三次蓋外面に働く。 

底部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・衝撃加速度（260 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・上部緩衝体の自重による慣性力が三次蓋上面に働く。 

・内部の収納物等（バスケット、燃料集合体）の慣性力が胴（底板）内面に

働く。 

(b) ②境界条件 

境界条件は衝撃力を受ける面の節点の軸方向変位及び対称面上の節点の法線

方向変位を拘束し、他は変位自由とした。 

 

それぞれの落下方向に対する荷重条件及び境界条件を(ﾛ)-第 A.28 図及び(ﾛ)-第

A.29 図に示す。 
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(3) 燃料集合体 

垂直落下時に燃料被覆管に生じる応力は、落下衝撃による圧縮応力σ c(MPa)と内圧

による各方向応力σz、σr、σθ(MPa)である。垂直落下時において最大応力強さ S(MPa)

は、燃料被覆管内面に生じるので燃料被覆管内面のみ評価する。 

a. 落下衝撃により生じる圧縮応力 

落下衝撃により生じる圧縮応力は、次式で与えられる。 

A

WG
σ V

c −=  

ここで、 

W ：燃料被覆管最下端における質量 (kg) 

GV ：垂直落下時の衝撃加速度 (m/s2) 

A ：燃料被覆管の断面積 (mm2) 

( )2i2
o dd

4

π
A −=  

do ：燃料被覆管の外径 (mm) 

di ：燃料被覆管の内径 (mm) 

b. 内圧による各方向応力 

内圧 Poにより生じる各方向応力は、以下の式で与えられる。 

o2z P
1K

1
σ

−
=  

o2

2

2

r P
1K

1
R

K

σ
−

−

−=
 

o2

2

2

θ P
1K

1
R

K

σ
−

+

=
 

ここで、 

σz  ：軸方向応力 (MPa) 

σr  ：半径方向応力 (MPa) 

σθ ：周方向応力 (MPa) 

a

b
K =  

b  ：燃料被覆管外半径 (mm) 

2

d
b o=  
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2. 水平落下 

(1) 容器本体 

水平落下時の衝撃力に対する容器本体の解析を有限要素法による ABAQUS コードに

より行う。 

 

a. 解析モデル 

A.5.1.3 と同様に、三次元有限要素を用いた(ﾛ)-第 A.16 図に示す三次元 180°対

称モデルを用いる。 

b. 荷重条件及び境界条件 

(a) 荷重条件 

水平落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・衝撃加速度（210 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・内部の収納物等（バスケット、燃料集合体）の慣性力が胴内面へ働く。 

・落下時の上・下部緩衝体反力が胴フランジ面及び底板に働く。 

(b) 境界条件 

上・下部緩衝体が取り付く面（反力を受ける面）の上・下 1 箇所の X 方向変位

を拘束した。また、0 °－180 °面の対称面において Y 方向の変位を拘束した。 

 

水平落下時に作用する荷重条件及び境界条件を(ﾛ)-第 A.32 図に示す。 
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(3) 燃料集合体 

水平落下時に生じる応力は、落下衝撃による曲げ応力σb(MPa)と内圧による各方向

応力σz、σr、σθ(MPa)である。水平落下時において最大応力強さ S(MPa)は、外面

に生じるので外面のみ評価する。 

a. 落下衝撃により生じる曲げ応力 

燃料被覆管は支持格子により支持される連続梁とみなすことができ、1 つの支持

スパン内の部分を考えると両端固定梁となる。したがって、落下衝撃により生じる

最大曲げ応力は、次式で与えられる。 

2I

Md
σ o

b =  

( ) H
2

cf GWW
12

1
M +=   

( )4i4
o dd

64

π
I −=  

ここで、 

M ：曲げモーメント (N・mm) 

GH ：水平落下時の衝撃加速度 (m/s2) 

I ：断面二次モーメント (mm4) 

Wf ：ペレット単位長さ当たり質量 (kg/mm) 

Wc ：燃料被覆管単位長さ当たり質量 (kg/mm) 

  ：支持スパン (mm) 

do ：燃料被覆管外径 (mm) 

di ：燃料被覆管内径 (mm) 

b. 内圧による各方向応力 

内圧 Poにより生じる各方向応力は、1.(3)と同じである。 

c. 応力強さ 

水平落下時に生じる曲げ応力及び内圧により生じる各方向応力から求まる応力強

さは、以下の式で与えられる。 

S=Max（｜σrL－σθL｜、｜σθL－σZL｜、｜σZL－σrL｜） 

ここで、 

rrL σσ =  

θθL σσ =  

zbzL σσσ +−=  
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 (ﾛ)-第 A.35 表 一般の試験条件における構造解析結果の要約（4/7） 

項目 解析基準 
解析基準値 

(MPa) 
解析結果等 

(MPa) 
余裕率等 

(-) 

(3)バスケット 
バスケットプレート (σC) 
 

 

Sm 
fc 

 

36 
37 

 

7 
7 

 

4.14 
4.28 

(4)燃料集合体 
燃料被覆管 

 
σy 

 
589 

 
105 

 
4.60 
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(ﾛ)-第 A.35 表 一般の試験条件における構造解析結果の要約（6/7） 

項目 解析基準 
解析基準値 

(MPa) 
解析結果等 

(MPa) 
余裕率等 

(-) 

(2)バスケット 
バスケットプレート縦板(σC） 
バスケットプレート横板(σb) 
バスケットプレート横板(τ) 

 
Sm 

αSm 

0.6Sm 

 
36 
46 
21 

 
12 
8 
2 

 
2.00 
4.75 
9.50 

(3)燃料集合体 
燃料被覆管 

 
σy 

 
589 

 
141 

 
3.17 
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(ﾛ)-第 A.35 表 一般の試験条件における構造解析結果の要約（7/7） 

項目 解析基準 
解析基準値 

(MPa) 
解析結果等 

(MPa) 
余裕率等 

(-) 

3.コーナー落下 衝撃加速度が垂直落下及び水平落下に比べ小さいの

で、垂直落下及び水平落下の結果より厳しくない。 

積み重ね試験     

半径方向 Sy 184 7 25.2 

軸方向 Sy 184 5 35.8 

貫通     

緩衝体 
せん断 

エネルギー 

4.505×105 

N･mm 

5.884×104 

N･mm 
基準に合致 
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A.6 特別の試験条件 

本節では輸送物が規則及び告示に規定された特別の試験条件下において、A.1.2 に示す基

準を満足することを示す。 

特別の試験は強度試験に引きつづいて火災試験が行われるとする。火災試験に影響を及ぼ

す強度試験による変形は、輸送物の熱的性能に関係する緩衝体の変形である。9 m 落下試験

と 1 m貫通試験の試験順序の違いによってこれらの破損または変形に有意な差は生じないの

で、これらに引きつづく火災試験においては、強度試験の順序の違いは輸送物に影響を与え

ない。したがって、強度試験は 9 m落下試験に続いて 1 m貫通試験が行われるとして解析す

る。 

 

A.6.1 強度試験・落下試験Ⅰ（9 m落下時） 

連続しておこる特別の試験条件の第 1番目は、輸送物が最大破損を受けるよう、平らな

降伏しない落下試験台上に 9 mの高さから輸送物を落下させるものである。 

本項では輸送物が 9 m落下した場合、その落下エネルギーが、容器本体端部に取り付け

られた緩衝体の変形によって吸収され、輸送物に加わる衝撃力が十分緩和されることを示

し、それに対する輸送物の健全性を検討する。 

1. 解析モデル 

(1) 解析する落下姿勢 

輸送物が最大破損を受ける落下方向としては次の 4種類を考える。 

① 垂直落下 

② 水平落下 

③ コーナー落下（落下点が輸送物の重心を通る鉛直線上にある場合） 

④ 傾斜落下 
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(2) 解析方法 

緩衝体の変形量と衝撃力の計算方法は A.5.3.1の 1.に示す方法と同様に行う。 

落下エネルギーの計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 A.36表に示す。 

 

(ﾛ)-第 A.36表 輸送物落下エネルギー計算条件及び計算結果 

項目 

輸送物最大 

総質量 

:m(kg) 

重力加速度 

:g(m/s2) 

落下高さ 

:H(mm) 

輸送物の 

落下エネルギー 

:EK(N･mm) 

数値 1.344×105 9.80665 9000 1.187×1010 

 

(3) 各落下方向解析モデル 

各落下方向の解析モデルは(ﾛ)-第 A.23図～(ﾛ)-第 A.27図に示したとおりである。 

 

 

2. 落下時の緩衝体の変形量と衝撃加速度 

落下エネルギーEKに対応する変形量δと衝撃加速度 Gは(ﾛ)-第 A.37表に示すようになる。 

なお、衝撃加速度 Gは次式で求めている。 

m

F
G =  

ここで、 

F  ：解析で求めた衝撃力 (N) 

m  ：輸送物質量 (kg) 

 

(ﾛ)-第 A.37表に示すとおり、9 m落下試験時において輸送物の緩衝体に圧潰変形が生じる。 
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(ﾛ)-第 A.37表 9 m落下試験時の衝撃加速度と緩衝体の変形量 

落下姿勢 
衝撃力 

：F(N) 

衝撃加速度：

G(m/s2) 

設計加速度 (注 1) 

(m/s2) 

緩衝体の 

変形量 

δ(mm) 

設計基準 

変形量 (注 2) 

δmax(mm) 

垂直 

落下 

頭部 7.449×107 555 600 262 684 

底部 6.472×107 482 500 302 608 

水平落下 9.299×107 692 710 273 374.5 

コーナー 

落下 

頭部 6.130×107 457 480 760 826 

底部 6.057×107 451 － 754 827 

(注 1)設計加速度とは、得られた衝撃加速度に裕度を考慮した値である。 

(注 2)設計基準変形量とは、それぞれの落下方向において衝撃力を急激に上昇させないための設

計上の基準値である。 
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A.6.1.1 垂直落下 

9 m 垂直落下時の衝撃力に対して、容器本体は十分な強度で密封性を保持し、かつ、

遮蔽評価に影響を及ぼすような塑性変形が生じないことを示す。また、胴内のバスケッ

トは破損しないことを示す。 

 

1. 容器本体 

垂直落下時の衝撃力に対する容器本体の解析を有限要素法による ABAQUS コードにより行

う。また、落下方向は頭部及び底部落下とする。 

(1) 解析モデル 

A.5.3.2と同様に、三次元有限要素を用いた(ﾛ)-第 A.16図に示す三次元 180 °対称モ

デルを用いる。 

 

(2) 荷重条件及び境界条件 

a. 荷重条件 

頭部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・容器本体には、衝撃加速度（600 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・下部緩衝体の自重による慣性力が底板外面に働く。 

・一次蓋内面には、衝撃加速度（600 m/s2）に加速度割増係数として 2.617)を乗じた

加速度による内部収納物等（バスケット及び燃料集合体）の慣性力が働く。 

・落下時の上部緩衝体反力が蓋部に働く。 

底部垂直落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・容器本体には、衝撃加速度（500 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・上部緩衝体の自重による慣性力が三次蓋外面に働く。 

・胴底部内面には、衝撃加速度（500 m/s2）に加速度割増係数として 2.617)を乗じた

加速度による内部収納物等（バスケット及び燃料集合体）の慣性力が働く。 

b. 境界条件 

境界条件は緩衝体の衝撃力を受ける面の節点の軸方向変位及び対称面上の節点の法

線方向変位を拘束し、他は変位自由とした。 

 

それぞれの落下方向に対する荷重条件及び境界条件を(ﾛ)-第 A.40図及び(ﾛ)-第 A.41図

に示す。 
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A.6.1.2 水平落下 

9 m 水平落下時の衝撃力に対して、容器本体は十分な強度で密封性を保持し、かつ、

遮蔽評価に影響を及ぼすような塑性変形が生じないことを示す。また、胴内のバスケッ

トは破損しないことを示す。 

 

1. 容器本体 

水平落下時の衝撃力に対する容器本体の解析を有限要素法による ABAQUS コードにより行

う。 

 

(1) 解析モデル 

A.5.3.2と同様に、三次元有限要素を用いた(ﾛ)-第 A.16図に示す三次元 180 °対称モ

デルを用いる。 

 

(2) 荷重条件及び境界条件 

a. 荷重条件 

水平落下時に作用する荷重は次のとおりである。 

・容器本体には、衝撃加速度（710 m/s2）による自重の慣性力が落下方向に働く。 

・胴内面には、衝撃加速度（710 m/s2）に加速度割増係数として 1.217)を乗じた加速

度による内部収納物等（バスケット及び燃料集合体）の慣性力が働く。 

・落下時の上・下部緩衝体木材反力が胴フランジ面及び底板へ働く。 

b. 境界条件 

上・下部緩衝体が取り付く面（反力を受ける面）の上・下 1箇所の X方向変位を拘束

した。また、0 °－180 °面の対称面において Y方向の変位を拘束した。 

 

水平落下時に作用する荷重条件及び境界条件を(ﾛ)-第 A.42図に示す。 
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A.6.1.5 結果の要約 

1. 結果の要約 

9 m 落下試験の衝撃加速度と緩衝体変形量の要約は(ﾛ)-第 A.37 表のとおりである。なお、

緩衝体変形量は設計基準変形量以下であり、容器本体に発生する衝撃加速度が急激に上昇す

ることはない。 

また、本試験では、緩衝体は変形するが、緩衝体は容器本体からはずれることはない。 

 

2. 結果の検討 

9 m 落下試験による塑性変形は、緩衝体に生じるが、容器本体及びバスケットの構造上の

健全性が損なわれることはない。 

以上の解析及び評価は周囲温度 38 ℃の高温側の環境下に対して行った。低温側の環境下

に対しては、A.4.2 に示すように低温になっても材料は脆化等がなく、機械的性質が低下す

ることがないので、輸送物の構造上の健全性は維持される。 

 

A.6.2 強度試験・落下試験Ⅱ（1 m落下時） 

本項では、9 m 落下試験に引き続いて 1 m 貫通試験が起こるとして輸送物が 1 m 高さか

ら直径 150 mm の軟鋼棒へ落下した場合に対して、輸送物の構造の健全性を解析によって

示す。 

1 m 貫通試験は、輸送物が最大破損をうけるよう垂直及び水平方向に落下し、衝突時に

輸送物の重心の真下に軟鋼棒があるとして解析した。 

これ以外の落下は、落下エネルギーが回転モーメントとして作用するので輸送物に対し

て上記落下より大きな破損を生じることはない。 

解析は垂直方向落下において蓋部及び底部について行う。また、水平方向落下において

は胴について行う。 

なお、三次蓋のリリーフバルブカバープレート上への垂直方向落下、及び三次蓋シール

部への垂直方向落下又は水平方向落下では、過大な圧縮力により塑性変形が生じ、O リン

グと三次蓋又は胴フランジのシール面との間に生じた隙間が原因で密封性能を損なう恐

れがあるが、MSF-24P 型輸送容器のプロトタイプである MSF キャスクの落下試験モデルの

緩衝体は、A.10.1 に示すとおり当該部への直接的な荷重入力を防止するために緩衝体内部

のカバープレートの剛性を高める設計としており、1m貫通試験で密封性能が維持されるこ

とを確認している。MSF-24P型の緩衝体は落下試験モデルと同じ構造であり、かつ、A.10.3

に示すとおり MSF-24P型は落下試験モデルに比べ高い密封性能を有しているため、密封性

能が損なわれることはない。 
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1. 垂直落下 

(1) 蓋部の貫通強度 

蓋部については、三次蓋が貫通しないことを示す。 

落下時に軟鋼棒が圧潰することにより輸送容器に加わる最大荷重 Fbar(N)は以下のとお

り求められる。 

AσF ubar =  

ここで、 

σu ：軟鋼棒の設計引張強さ (MPa) 

A  ：軟鋼棒の断面積 (mm2) 

2d
4

π
A =  

d  ：軟鋼棒の直径 (mm) 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 A.49表に示す。 

 

(ﾛ)-第 A.49 表 輸送容器に加わる最大荷重計算条件及び計算結果 

項目 
軟鋼棒直径 

：d(mm) 

軟鋼棒の設計引張強さ 

：σu(MPa) 

最大荷重 

：Fbar(N) 

数値 150 400 7.068×106 

 

押抜きせん断によって板にせん断破壊を引き起すのに必要な力 F(N)は、次式で表わさ

れる。 

πdtSF =  

ここで、 

d ：軟鋼棒直径 (mm) 

t ：板厚 (mm) 

S ：せん断強さ (MPa) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第A.50表に示す。三次蓋が貫通されることはない。したがっ

て、これらに覆われる二次蓋、これに付属するモニタリングポートカバープレート、二

次蓋に覆われる一次蓋及びバルブカバープレートは貫通されることなく健全性は担保さ

れる。また、三次蓋は胴フランジ部に押付けられ、Oリング取り付け位置での口開きは生

じない。 
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2. 破損の要約 

特別の試験条件における輸送物の主な破損の要約を(ﾛ)-第 A.58表に示す。 

各解析で考慮するこれらの影響の具体的評価は、(ﾛ)章各項で検討する。 

 

(ﾛ)-第 A.58表 特別の試験条件における輸送物破損の評価 

（備考）○印は破損有り,－印は破損無し 

部位 

試験 
本
体 

緩
衝
体 

バ
ス
ケ
ッ
ト 

備考 

9 m落下試験 － ○ － 

・緩衝体が塑性変形する。最大変形は頭部コーナー

落下時に上部緩衝体に生じ、最大760 mm圧潰す

る。緩衝体は変形するが、容器本体からはずれる

ことはない。 

1 m貫通試験 ○ ○ － ・緩衝体及び外筒には貫通または変形が生じる。 

熱的試験 － － － － 

浸漬試験 － － － － 
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A.8 放射性収納物 

本輸送物の放射性収納物は、PWR使用済燃料集合体であり、PWR燃料集合体の構造図を(ｲ)-

第 D.1図に示す。 

各収納物の構造的特徴及び仕様は(ｲ)章 D.に示すとおりである。 

燃料集合体の強度解析については、一般の試験条件である 0.3 m落下時に輸送容器と等し

く落下衝撃を受けるものとして行っている。その結果、燃料被覆管の強度上の余裕は十分あ

り、燃料被覆管内の核分裂生成物は、外部に放散されることはない。 

なお、特別の試験条件において、燃料集合体の強度評価は行っていないが、9 m 落下時に

は上・下部ノズル及び燃料棒の変形が想定される 18) ことから、特別の試験条件では各安全

解析における燃料集合体の状態を(ﾛ)-第 A.62 表に示すように設定して評価を行う。 

 

(ﾛ)-第 A.62表 各安全解析における燃料集合体の設定 

解析項目 解析における燃料集合体の設定 

熱解析 

燃料棒ピッチの変化及び上下部ノズルの変形が輸送容器及び燃

料棒の温度に与える影響は小さいので、変形を無視する。ただし、

保守的に全ての燃料棒の密封機能が失われたと仮定し、容器内部

のガスの熱伝導率に核分裂生成ガスの影響を考慮する。 

密封解析 全燃料棒の密封性が失われたと仮定する。 

遮蔽解析 

燃料棒ピッチの変化や燃料有効部の移動の可能性があるが、線量

当量率の最大値は 1 m 貫通落下による側部中性子遮蔽材の損傷に

より本体側部に生じ、これらの燃料の変形等が影響を与えないた

め、考慮しない。 
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A.9 核分裂性輸送物 

本輸送物は核分裂性輸送物に該当する。したがって、本項では、(ﾛ)章 E.臨界解析におい

て想定する輸送物の損傷状態を、以下の試験条件に対して評価する。 

なお、本輸送物は周囲温度-20 ℃以上で使用し、A.4.2に示すとおり、周囲温度-20～38 ℃

の温度条件でき裂、破損等の生じるおそれはない。 

 

A.9.1 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件 

核分裂性輸送物に係る一般の試験条件は、告示により次の 3種類が定められており、(ⅰ)

については連続条件となる。 

(ⅰ) 落下試験 

① 水噴霧 

② 0.3 m自由落下 

(ⅱ) 積み重ね試験 

(ⅲ) 6 kg棒貫通試験 

(ﾛ)章 E.の臨界解析における評価方法を考慮して、影響する輸送物の損傷状態を A.5 の

解析結果をもとに評価すると次のようになる。 

 

1. 落下試験 

(1) 水噴霧 

A.5.2と同一であり、輸送物に損傷はない。 

 

(2) 0.3 m自由落下 

A.5.3と同一であり、緩衝体に変形が生じるがそれ以外の部位に損傷はない。 

 

2. 積み重ね試験 

A.5.4と同一であり、輸送容器に損傷はない。 

 

3. 6 kg棒貫通試験 

A.5.5と同一であり、軟鋼棒は緩衝体カバープレートを貫通しない。 

 

以上の結果より、核分裂性輸送物に係る一般の試験条件における輸送物の損傷状態は(ﾛ)-

第 A.63表のようにまとめられる。本輸送物は、(ﾛ)-第 A.64表に示すように、核分裂性輸送

物に係る一般の試験条件において、規則及び告示に定められている核分裂性輸送物としての

要件を満足する。 
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(ﾛ)-第 A.63表 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件における輸送物の損傷状態 

試験条件 輸送物の損傷状態 備考 

落下

試験 

水噴霧 損傷なし － 

0.3 m落下 緩衝体の変形 緩衝体は臨界解析では無視する。 

積み重ね 緩衝体の変形 緩衝体は臨界解析では無視する。 

6 kg棒貫通 損傷なし － 

 

(ﾛ)-第 A.64表 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件における適合性評価 

核分裂性輸送物としての要件 評価 

構造部に一辺10 cmの立方体を包含す

るようなくぼみが生じないこと。 

緩衝体が変形するが、一辺が10 cmの立方体を

包含するようなくぼみが生じるような変形で

はない。 
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A.9.2 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件 

A.9.1の一般の試験条件に続いて 15 m浸漬試験が実施される場合には、A.6.4に示すよ

うに本輸送物の損傷が拡大することはないので、本輸送物に関する核分裂性輸送物に係る

特別の試験条件は最大破損条件となる以下の順序で実施する。 

① A.9.1の一般の試験条件 

② 9 m落下試験 

③ 1 m貫通試験 

④ 熱的試験（火災） 

⑤ 0.9 m浸漬試験 

ここで、核分裂性輸送物に係る一般の試験条件としては(ﾛ)-第 A.63 表に示すように損

傷がある落下試験を採用する。 

(ﾛ)章 E.臨界解析における評価方法を考慮して、影響する輸送物の損傷状態を評価する

と次のようになる。 

 

1. 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件のうち落下試験 

本試験条件における輸送物の損傷状態は(ﾛ)-第 A.63表に示すとおりである。 

 

2. 9 m 落下試験 

(1) 落下姿勢と落下試験の順序 

(ﾛ)-第 A.46 図に落下姿勢と落下試験の順序を示す。 

A.9.1の 0.3 m落下と 9 m落下の落下方向が同一の場合に緩衝体の変形量が最大になる

と考えられるので、この場合について検討を行う。 
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(ﾛ)-第 A.46図 落下姿勢と試験の順序 

 

（垂直）           （水平）          （コーナー） 

0.3 m落下 

（垂直）           （水平）          （コーナー） 

9 m落下 
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(2) 9 m落下試験時の変形量と衝撃加速度 

落下高さとしては、0.3 m落下と 9 m落下の合計 9.3 mを与える。A.6.1 の 1.と同様に、

落下エネルギーEKは与えられる。計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 A.65表に示す。 

 

(ﾛ)-第 A.65表 輸送物落下エネルギー計算条件及び計算結果 

項目 

輸送物 

最大総重量 

：m(kg) 

重力加速度 

：g(m/s2) 

落下高さ 

：H(mm) 

輸送物の 

落下エネルギー 

：EK(N・mm) 

数値 1.344×105 9.80665 9300 1.226×1010 

 

A.6.1 の 1.に示す手法を用いて、変形量δ及び衝撃加速度 G を求める。評価結果の緩

衝体の累積変形量及び最大衝撃加速度は(ﾛ)-第 A.66表に示すとおりである。 

 

(ﾛ)-第 A.66 表 9 m落下試験における緩衝体の累積変形量と衝撃加速度 

落下姿勢 

緩衝体の 

累積変形量 

(mm) 

設計基準 

変形量(注1) 

(mm) 

衝撃加速度

（A） 

(m/s2) 

9 m落下試験時 

設計加速度（B） 

(m/s2) 

加速度の 

比 

（A/B） 

垂直 頭部 268 684 568 600 0.95 

落下 底部 309 608 490 500 0.98 

水平落下 279 374.5 704 710 0.99 

コーナー 頭部 766 826 469 480 0.98 

落下 底部 760 827 464 － － 

(注 1)設計基準変形量とは、それぞれの落下方向において衝撃力を急激に上昇させないための

設計上の基準値である。 

 

(3) 容器本体及びバスケットの構造健全性評価 

本落下試験時の衝撃加速度は(ﾛ)-第 A.66表に示すように A.6.1の設計加速度と比較し

て 1以下であり、A.6.1の評価より小さい。また、累積変形量は、設計基準変形量以下で

あるので、本落下試験においても容器本体及びバスケットの構造健全性は維持される。 
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(4) 三次蓋 Oリングの密封性能の評価（歪レベルの評価） 

(ﾛ)-第 A.57 表に示したように、9 m落下試験の Oリング位置での蓋とキャスク本体と

の相対口開き変形量は基準値に対して十分な余裕を有しており、本試験条件においても

密封性能が損なわれることはない。 

 

(5) 二次蓋防水機能の評価 

(ﾛ)-第 A.67表に示すように、特別の試験条件における二次蓋金属ガスケットの横ずれ

量は基準値に対して十分な余裕を有しており、また二次蓋ボルトに生じる応力は Sy以下

で締付力は維持されており二次蓋の残留口開きは生じないため、本試験条件においても

防水機能が損なわれることはない。なお、二次蓋貫通孔のモニタリングポートカバープ

レートはOリングで密封されており、本落下試験条件においても防水機能が維持される。 

 

(ﾛ)-第 A.67表 特別の試験条件における二次蓋部金属ガスケットの密封性能の評価 

条件 
二次蓋ガスケットの 

横ずれ量(mm) 

密封性能（5×10-3 ref cm3/s）

を維持する基準値(mm) 17)、19) 

9 m 

落下 

垂直落下 0.66 3 

水平落下 0.34 3 

熱的試験 0.46 3 

 

3. 1 m 貫通試験 

1.及び 2.の落下試験において緩衝体が変形するが、これらは A.6.2 に示すように 1m 貫通

試験に対する評価において関係しない。したがって、本試験における輸送物の損傷状態は

A.6.2の結果（A.6.5 に示す要約参照）と同一である。 

 

4. 熱的試験 

1.及び 2.の落下試験における緩衝体の累積変形量は、A.6.1に示す 9 m落下試験の各落下

試験時の変形量に対して若干増加しているが、特別の試験条件の熱解析モデルに考慮する緩

衝体変形量（B.5.2 参照）は、1.及び 2.の落下試験における緩衝体の累積変形量を包絡した

値としている。したがって、本熱的試験における輸送物の損傷評価は A.6.5 の 2.と同一とな

る。 

 

5. 0.9 m浸漬試験 

0.9m 浸漬試験の条件及び評価結果は、A.6.4 に示す 15 m 浸漬試験の条件及び評価結果に

包絡されるため、0.9 m浸漬試験において輸送物は損傷が拡大することはない。 
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6. 輸送物の損傷状態の要約 

(ﾛ)-第 A.68 表に特別の試験条件における輸送物の損傷状態の要約を示す。なお、特別の

試験条件において燃料集合体の強度評価は行っていないが、9 m 落下時には、上・下部ノズ

ルの変形及び燃料棒の変形が想定される 18) ことから、燃料集合体については、臨界解析に

おいて(ﾛ)-第 A.69表に示すように条件を設定する。 

 

(ﾛ)-第 A.68表 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下の輸送物の損傷状態 

条件 輸送物の損傷状態 備考 

9 m落下 緩衝体の変形 緩衝体は臨界解析では無視。 

1 m貫通 
緩衝体、外筒及び中性子遮蔽材の

変形 

緩衝体及び中性子遮蔽材は臨界解析で

は無視。 

熱的試験 

（火災時） 

中性子遮蔽材の一部焼損 

各部位の温度が上昇 

臨界解析上は中性子遮蔽材を無視し、燃

料温度を20 ℃としている。 

0.9 m浸漬 損傷なし 
密封装置及び二次蓋の密封性が健全で

あるので、胴内に浸水することはない。 

 

(ﾛ)-第 A.69表 臨界解析における燃料集合体の設定 

解析項目 解析における燃料集合体の設定 

臨界解析 
支持格子1スパン間の燃料棒ピッチの拡大及び縮小を仮定

する。 
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A.10 付属書類 

A.10.1 MSF キャスクの落下試験 

1. 試験目的 

本試験は、MSF-24P 型輸送容器のプロトタイプである MSF キャスクの落下試験モデル

を用いて 9.3 m 落下試験（垂直及び傾斜）を実施し、容器の胴及び蓋に取り付けた加速

度計によりデータを取得するとともに、落下後の緩衝体の変形量等を測定した。 

 

2. 試験項目 

(1) 頭部垂直落下 

9.3 m の高さから落下試験モデル頭部を下側にして、垂直姿勢にて落下させた。 

 

(2) 傾斜落下 

9.3 m の高さから 10 °傾斜させた状態で水平方向に落下させる。なお、底部側が

一次衝突、頭部側が二次衝突するよう傾斜させ、落下させた。 

 

3. 試験装置 

(1) 落下試験モデル 

落下試験モデルは、BWR 燃料集合体を 69 体収納する設計である。本体は、胴（鍛

造材）、中性子遮蔽材及び外筒（炭素鋼）から構成され、胴と外筒の間には銅製の伝

熱フィンが溶接されている。 

蓋部は、一次蓋と二次蓋の二重構造とし、本体胴フランジに、金属ガスケットを取

り付けた一次蓋及び二次蓋をボルトにより締結することで密封性を維持する構造と

している。 

バスケットはアルミニウム合金の角パイプからなる構造とし、キャビティ内におい

て燃料集合体を分散・集合させないように支持する構造としている。落下試験時には、

独立した 69 個のバスケットセルに燃料集合体を模擬した重量体を挿入した。 

材質は基本的に実機と同じ又は相当材である。また、胴内、一二次蓋間は計装配線

の関係から開放されており、大気圧である。 

落下試験モデルの概要図を(ﾛ)-第 A.47 図～(ﾛ)-第 A.51 図に示す。 

 

 













三菱 Rev.1a 

(ﾛ)-A-184 

(2) 測定項目及び測定方法 

a. 測定項目 

落下試験モデルを用いた落下試験において測定した主な測定項目と測定部位及び

測定器等について(ﾛ)-第 A.70 表に示す。また、加速度計及びひずみゲージの取付位

置を(ﾛ)-第 A.52 図に示す。 

 

(ﾛ)-第 A.70表 落下試験における主な測定項目 

測定項目 測定部位 測定器等 

緩衝体変形量 上部・下部緩衝体 スケール 

加速度 胴、一次蓋、二次蓋 加速度計 

ひずみ 
（参考値） 

一次蓋ボルト、二次蓋ボルト ひずみゲージ 

蓋の横ずれ 
（参考値） 

一次蓋、二次蓋 
隙間ゲージ 

デプスゲージ 
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4. 試験結果 

(1) 頭部 9.3 m 垂直落下 

(ﾛ)-第 A.53 図に頭部 9.3 m 垂直落下試験前後の落下試験モデルの写真を示す。以

下に頭部 9.3 m 垂直落下試験結果の概要を示す。 

 

a. 緩衝体変形量 

(ﾛ)-第 A.71 表に緩衝体変形量を示す。緩衝体変形量は、許容変形量を満足してい

る。 

 

b. 加速度履歴 

(ﾛ)-第 A.54 図に胴中央の加速度履歴を示す。(ﾛ)-第 A.72 表に各部位の最大加速

度を示す。 

 

c. 蓋の横ずれ量（参考値） 

(ﾛ)-第 A.73 表に各蓋の横ずれ量を示す。一次蓋については蓋の横ずれが確認され、

横ずれ量は最大 0.24 mm であった。二次蓋については、蓋の横ずれは生じなかった。 

 

d. ボルトに作用する応力（参考値） 

(ﾛ)-第 A.74 表に各ボルトに作用する最大応力を示す。なお、応力は、落下衝撃負

荷時にボルトに生じたひずみから算出した。一次蓋ボルト、二次蓋ボルトともに、

基準値に対して十分に余裕があった。 

 

e. 落下試験前後の漏えい率（参考値） 

(ﾛ)-第 A.75 表に落下試験前後の一次蓋及び二次蓋の漏えい率を示す。一次蓋の落

下試験後の漏えい率は、落下試験前に比べ 2～3 桁程度増加したが、密封性能を維持

する基準値(5×10-4 Pa m3/s[=5×10-3 ref cm3/s])を満足した。また、二次蓋の漏え

い率は落下試験前後で同程度であった。 
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(ﾛ)-第 A.74表 9.3 m頭部垂直落下時の最大応力（参考値） 

部位 位置 応力成分 
最大応力 (注 1) 

(MPa) 

基準値 (注 2) 

(MPa) 

一次蓋ボルト 

0 °側 
膜 468 890 

曲げ 164 890 

90 °側 
膜 508 890 

曲げ 216 890 

180 °側 
膜 413 890 

曲げ 201 890 

二次蓋ボルト 

0 °側 
膜 －29 890 

曲げ 14 890 

90 °側 
膜 －27 890 

曲げ 11 890 

180 °側 
膜 －50 890 

曲げ 32 890 

(注 1)膜応力の符号は、引張を＋、圧縮を－として示す。 

(注 2)一次蓋ボルト及び二次蓋ボルトの基準値は、Sy(RT)とした。 

 

(ﾛ)-第 A.75表 9.3 m頭部垂直落下時の落下試験前後の漏えい率（参考値） 

部位 
落下試験前 

(Pa m3/s) 

落下試験後 

(Pa m3/s) 

一次蓋 1.0×10-8 3.9×10-6 

二次蓋 2.0×10-11 1.7×10-11 
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(1) 落下試験前 

 

(2) 落下試験後 

 

(ﾛ)-第 A.53 図 9.3 m頭部垂直落下試験時の落下試験モデル写真 
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(ﾛ)-第 A.54図 9.3 m頭部垂直落下時の落下方向加速度履歴 
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(2) 9.3 m 傾斜落下 

(ﾛ)-第 A.55 図に 9.3 m 傾斜落下試験前後の落下試験モデルの写真を示す。以下に

9.3 m 傾斜落下試験結果の概要を示す。 

 

a. 緩衝体変形量 

(ﾛ)-第 A.76 表に各緩衝体変形量を示す。緩衝体変形量は、許容変形量を満足して

いる。 

 

b. 加速度履歴 

(ﾛ)-第 A.56 図に胴上部、胴中央及び胴下部の加速度履歴を示す。(ﾛ)-第 A.77 表

に各部位の最大加速度を示す。 

 

c. 蓋の横ずれ量（参考値） 

(ﾛ)-第 A.78 表に各蓋の横ずれ量を示す。一次蓋及び二次蓋ともに落下側及び反落

下側のずれ量が大きく、最大の横ずれ量は一次蓋の落下側の 0.81 mm であった。 

 

d. ボルトに作用する応力（参考値） 

(ﾛ)-第 A.79 表に各ボルトに作用する最大応力を示す。なお、応力は、落下衝撃負

荷時にボルトに生じたひずみから算出した。一次蓋ボルト、二次蓋ボルトともに、

基準値に対して十分に余裕があった。 

 

e. 落下試験前後の漏えい率（参考値） 

(ﾛ)-第 A.80 表に落下試験前後の一次蓋及び二次蓋の漏えい率を示す。一次蓋の漏

えい率は落下試験前後で同程度であった。二次蓋の落下試験後の漏えい率は、落下

試験前に比べ 2～3 桁程度増加したが、密封性能を維持する基準値(5×10-4 Pa 

m3/s[=5×10-3 ref cm3/s])を満足した。 
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(ﾛ)-第 A.79 表 9.3 m傾斜落下時の最大応力（参考値） 

部位 位置 応力成分 
最大応力 (注 1) 

(MPa) 

基準値 (注 2) 

(MPa) 

一次蓋ボルト 

反落下側 
膜 －5 890 

曲げ 4 890 

側面 
膜 3 890 

曲げ 21 890 

落下側 
膜 74 890 

曲げ 82 890 

二次蓋ボルト 

反落下側 
膜 －14 890 

曲げ 141 890 

側面 
膜 －18 890 

曲げ 181 890 

落下側 
膜 178 890 

曲げ 243 890 

(注 1)膜応力の符号は、引張を＋、圧縮を－として示す。 

(注 2)一次蓋ボルト及び二次蓋ボルトの基準値は、Sy(RT)とした。 

 

(ﾛ)-第 A.80 表 9.3 m傾斜落下時の落下試験前後の漏えい率（参考値） 

部位 
落下試験前 

(Pa m3/s) 

落下試験後 

(Pa m3/s) 

一次蓋 < 1×10-11 < 1×10-11 

二次蓋 7.4×10-9 1.6×10-6 
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(1) 落下試験前 

 

(2) 落下試験後 

 

(ﾛ)-第 A.55図 9.3 m傾斜落下試験時の落下試験モデル写真 
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(ﾛ)-第 A.56図 9.3 m傾斜落下時の落下方向加速度履歴 

  

二次衝突 一次衝突 三次衝突 

胴上部(0°) 

胴中央   

胴下部   
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A.10.2 CRUSH 及び ABAQUS 解析による評価手法の検証 

MSF-24P 型輸送容器の構造設計は、緩衝体性能及び密封性能の維持の観点から、落

下試験モデルをベースに、基本構造が同様となるよう設計している。 

本項では、上述の落下試験で得られた試験結果（A.10.1 4.参照）に基づき、MSF-24P

型輸送容器の落下解析で使用している CRUSH及び ABAQUS解析による評価手法の妥当性

を確認した。 

 

1. CRUSH 解析手法の検証 

落下試験モデルの落下試験結果（A.10.1 4.参照）と CRUSH 解析の結果を比較し、CRUSH

解析による評価手法の妥当性を確認した。比較結果を(ﾛ)-第 A.81 表及び(ﾛ)-第 A.82 表

に示す。CRUSH による加速度及び緩衝体変形量の解析結果は落下試験と同等であり、

CRUSH 解析による評価手法の妥当性を確認した。 

 

(ﾛ)-第 A.81 表 落下試験結果と CRUSH コードの比較(最大衝撃加速度) 

試験条件 
最大衝撃加速度 (m/s2) 

落下試験 (注1) CRUSH 

9.3 m頭部垂直落下 598（61G） 618（63G） 

9.3 m傾斜落下 1451（148G） 1510（154G） 

(注1)落下試験での計測結果 (A.10.1 4.参照) 

・9.3 m頭部垂直落下 ：胴上部の落下方向加速度の平均値 

・9.3 m傾斜落下   ：二次蓋の落下方向加速度 

 

(ﾛ)-第 A.82表 落下試験結果と CRUSH コードの比較(緩衝体変形量) 

試験条件 
緩衝体変形量 (mm) 

落下試験 (注1) CRUSH 

9.3 m頭部垂直落下 259 308 

9.3 m傾斜落下 253 314 

(注1)落下試験での計測結果 (A.10.1 4.参照) 
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2. ABAQUS 解析手法の検証 

落下試験で計測された蓋部のひずみを基に、MSF-24P 型と落下試験モデルの寸法差等

を考慮して算出した MSF-24P 型輸送容器に発生する応力と、A.6.1 に記載される ABAQUS

解析結果とを比較し、ABAQUS 解析による評価手法の妥当性を検証した。 

 

(1) 検証手順 

以下に ABAQUS による解析手法の検証手順を示す。（(ﾛ)-第 A.57 図参照） 

a. MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの蓋部を構成する各部位の寸法を抽出する。 

b. 各部位の設計条件（材質、設計温度、縦弾性係数）を抽出する。 

c. 抽出した寸法及び設計条件を基に、MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの各部位

の強度比を算出する。 

d. 落下衝撃力を決定する設計条件（キャスク重量、落下時の衝撃加速度）を抽出し、

MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの落下時に作用する荷重比を算出する。 

e. 荷重比、各部位の強度比および落下試験モデルの各部位に作用した応力（落下試験

で計測したひずみから算出）を用いて、MSF-24P 型輸送容器の各部位に作用する応

力を算出する。 

f. e.で算出した応力と、解析結果を比較し、ABAQUS による解析手法を検証する。 

 

(2) 評価結果及びまとめ 

9 m 頭部垂直落下時及び 9 m 水平落下時に MSF-24P 型輸送容器に発生する応力につ

いて、落下試験結果より算出した結果と解析結果の比較を(ﾛ)-第 A.83 表及び(ﾛ)-第

A.84 表に示す。 

9 m 頭部垂直落下時及び 9 m 水平落下時の各蓋ボルトの応力は、落下試験結果より

算出した応力が解析結果より小さく、ABAQUS 解析による評価手法は妥当である。 
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(ﾛ)-第 A.83表 9.3 m頭部垂直落下時の各蓋ボルトの応力評価結果 

部位 変形モード 

試験結果より

算出した応力 

(MPa) 

ABAQUS 

解析結果 (注 1) 

(MPa) 

評価基準 

(MPa) 

二次蓋ボルト 引張＋曲げ 47 201 848 

三次蓋ボルト 引張＋曲げ 51 53 848 

(注 1) 落下試験結果のひずみ測定位置が蓋ボルトの中央位置（軸方向）であるた

め、解析結果に記載する応力も蓋ボルトの中央位置（軸方向）の応力とし

た。また、落下試験結果は、蓋ボルト締付後のひずみを 0 として測定して

いるが、ABAQUS 解析結果には初期締付力が含まれているため、記載する値

は解析結果と初期締付力の差とした。 

 

(ﾛ)-第 A.84表 9.3 m水平落下時の各蓋ボルトの応力評価結果 

部位 変形モード 

試験結果より

算出した応力 

(MPa) 

ABAQUS 

解析結果 (注 1) 

(MPa) 

評価基準 

(MPa) 

二次蓋ボルト 引張＋曲げ 92 181 848 

三次蓋ボルト 引張＋曲げ 273 368 848 

(注 1)落下試験結果のひずみ測定位置が蓋ボルトの中央位置（軸方向）であるため、

解析結果に記載する応力も蓋ボルトの中央位置（軸方向）の応力とした。ま

た、落下試験結果は、蓋ボルト締付後のひずみを 0 として測定しているが、

ABAQUS 解析結果には初期締付力が含まれているため、記載する値は解析結果

と初期締付力の差とした。 
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(ﾛ)-第 A.57図 ABAQUS解析手法の検証手順 

  

荷重 

(重量・加速度) 

各部位の強度 

(寸法・縦弾性係数) 

強度比 

(※)にて算出した応力と

ABAQUS 解析結果を比較 

落下試験モデル MSF-24P 型輸送容器 

荷重 

(重量・加速度) 

各部位の強度 

(寸法・縦弾性係数) 

荷重比 

応力算出 

MSF-24P 型輸送容器に作用する応力(※) 

落下衝撃負荷時のひずみ（参考値） 

（落下試験モデルの落下試験結果） 

ABAQUS 解析結果 

落下衝撃負荷時に作用した応力（参考値） 

（落下試験モデル） 
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A.10.3 MSF-24P 型輸送容器の落下試験結果に基づく密封性能の検証 

MSF-24P 型輸送容器の 9.3 m 傾斜落下条件下における密封性能について落下試験結

果に基づき評価・検証を行った。 

 

 

1. MSF-24P 型輸送容器の密封設計 

落下試験結果に基づき落下時の蓋密封部挙動について考察し、蓋密封部の漏えいメカ

ニズムを分析した。それら結果に基づき、MSF-24P 型輸送容器の蓋密封部設計に反映し

た項目を(ﾛ)-第 A.85 表に示す。また、(ﾛ)-第 A.58 図に MSF-24P 型輸送容器及び落下試

験モデルの蓋部構造の比較を示す。 

 

 

2. MSF-24P 型輸送容器の密封性能評価 

9.3 m 傾斜落下において、MSF-24P 型輸送容器の密封性能が維持することを、落下試験

により密封性能が維持することが実証されている落下試験モデル及びその落下試験結果

を用いて検証する。 

落下後の漏えい率の増加は蓋に取り付けられた金属ガスケットまたはゴム O リングと

胴フランジ面との口開き量の増加、金属ガスケットの相対横ずれ量の増加、金属ガスケ

ットまたはゴム O リングの圧縮量の増加及び蓋ボルトの締付力の低下に起因するリーク

パスの発生とガスケット線力の低下が原因である。したがって、蓋部の変形量を抑える

ことが密封性能の維持につながる。そこで、MSF-24P 型輸送容器の蓋、胴フランジ及び

蓋ボルトの変形量が落下試験モデルに比べて小さいことを示すことにより、MSF-24P 型

輸送容器の密封性能を検証する。 

また、MSF-24P 型輸送容器の三次蓋構造に対して落下試験モデルは二次蓋構造である

が、荷重の伝達経路と蓋密封部の構造について、MSF-24P 型輸送容器の三次蓋周辺部（最

外の蓋）と落下試験モデルの二次蓋周辺部（最外の蓋）は同様であり、MSF-24P 型輸送

容器の二次蓋周辺部及び一次蓋周辺部（内側の蓋）と落下試験モデルの一次蓋周辺部（内

側の蓋）で同様である。したがって、MSF-24P 型輸送容器の蓋密封部（三次蓋）は落下

試験モデルの蓋密封部（二次蓋）と、MSF-24P 型輸送容器の蓋密封部（二次蓋及び一次

蓋）は落下試験モデルの蓋密封部（一次蓋）と比較する。 
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(1) 評価手順 

密封性能評価方法の手順を以下に示す。（(ﾛ)-第 A.59 図参照） 

a. MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの蓋部を構成する各部位(胴フランジ、一次

蓋、一次蓋ボルト、二次蓋、二次蓋ボルト、三次蓋、三次蓋ボルト)の各変形モー

ド(曲げ、圧縮、引張、オーバル変形)の剛性に影響する寸法を抽出する。 

b. 各部位の剛性に影響する設計条件（材質、設計温度、縦弾性係数）を抽出する。 

c. 抽出した寸法及び設計条件を基に、MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの各部位

の剛性比を算出する。 

d. 落下衝撃力を決定する設計条件（キャスク重量、落下時の衝撃加速度）を抽出し、

MSF-24P 型輸送容器と落下試験モデルの落下時に作用する荷重比を算出する。 

e. 各部位の剛性比と落下時に作用する荷重比から、落下衝撃負荷時の変形量比を算出

する。 

f. e.で算出した変形量比が 1 以下(MSF-24P 型輸送容器の方が小さい)であれば、落下

試験モデルに比べて、より高い密封性能を有していることが示される。 
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(ﾛ)-第 A.85 表 MSF-24P 型輸送容器の蓋密封部設計に反映した項目 

部位 落下試験等の結果 蓋密封部設計に反映した項目 

蓋密封部 (1)落下衝撃荷重が胴フランジ及

び蓋側面に作用し、胴フラン

ジ、二次蓋及び二次蓋ボルトが

曲げ及び引張変形し、蓋の横ず

れ及び口開きが生じた。 

(2)上記(1)により、落下試験では、

二次蓋(最外蓋)の 9.3m 落下試

験後の漏えい率は基準値を満

足したものの、試験前より 2～3

桁程度増加した。 

以下に示す反映により、落下試験モデ

ルよりも密封性能を向上させる。 

(1)胴フランジ、一次蓋及び二次蓋の剛

性を落下試験モデルよりも高める

ことで蓋密封部の変形量を低減さ

せる。 

(2)落下試験モデルの二次蓋（最外蓋）

に加えて三次蓋（最外蓋）を追加し、

密封機能の向上を図る。 

緩衝体 (1)緩衝体の厚肉内鋼板構造によ

る木材保持機能が有効に機能

したため、緩衝体の変形量は許

容量以下であることを確認し

た（但し、許容変形量に対する

余裕は小さい）。 

(1)緩衝体の厚肉内鋼板構造による木

材保持機能を維持するため、輸送容

器の緩衝体構造は、落下試験により

検証された基本構造を採用する。 

(2)緩衝材高温時の強度低下を考慮し

た上で、比較的固い木材を適用した

上で、外形制限寸法内の範囲内で緩

衝体を径方向に大型化し、緩衝性能

を向上させる。 

 

 

  





 

(ﾛ)-A-204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-第 A.59図 密封性能評価手順 

MSF-24P 型輸送容器の方が 

密封性能は高い 

荷重 

(重量・加速度) 

各部位の剛性 

(寸法・縦弾性係数) 

剛性比 

MSF-24P 型輸送容器の方が 

変形量は小 

落下試験モデル MSF-24P 型輸送容器 

荷重 

(重量・加速度) 

各部位の剛性 

(寸法・縦弾性係数) 

荷重比 

比較検証 

変形量比 

（MSF-24P 型輸送容器 

／落下試験モデル） 

変形量比＜1 



 

(ﾛ)-A-205 

(2) 評価結果及びまとめ 

9 m 傾斜落下において、MSF-24P 型輸送容器の密封性能が維持されていることを落

下試験結果を用いて検証した。検証結果を以下に示す。 

a. 9 m 傾斜落下 

9 m 傾斜落下時の蓋部の変形量比較結果を(ﾛ)-第 A.86 表に示す。全ての評価部位

において変形量比は 1 以下であり、MSF-24P 型輸送容器の蓋部の変形量は落下試験

モデルに比べ小さい。したがって、MSF-24P 型輸送容器は、落下試験モデルに比べ

て高い密封性能を有している。 

 

(ﾛ)-第 A.86表 9 m傾斜落下時の蓋部の変形量評価結果 

部位 (注 1) 変形モード 荷重比 (注 2) 剛性比 (注 2) 変形量比 (注 2) 

一次蓋 曲げ 0.57 1.58 0.36 

一次蓋ボルト 
引張 0.57 0.98 0.58 

曲げ 0.57 0.98 0.58 

二次蓋 曲げ 0.46 3.86 0.12 

二次蓋ボルト 
引張 0.46 0.86 0.53 

曲げ 0.46 0.86 0.53 

三次蓋 曲げ 0.52 0.53 0.98 

三次蓋ボルト 
引張 0.52 1.00 0.52 

曲げ 0.52 1.41 0.37 

胴フランジ 

(二次蓋側) 
曲げ 0.83 1.16 0.71 

胴フランジ 

(三次蓋側) 
曲げ 0.83 1.25 0.66 

(注 1)部位は、MSF-24P 型輸送容器の各部位を示す。 

(注 2)荷重比、剛性比及び変形量比は全て、落下試験モデルに対する MSF-24P 型輸

送容器の比を示す。 
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(ﾛ)-第 A.88表 0.3m落下時の衝撃加速度計算結果 

落下姿勢 
木材 

温度 

衝撃加速度（m/s2） 

計算 

結果(注 1) 

(A) 

設計 

加速度(注 1) 

(B) 

(A)/(B) 

頭部垂直 
常温 265 

270 
0.99 

低温 299 1.11 

底部垂直 
常温 255 

260 
0.99 

低温 288 1.11 

水平 
常温 200 

210 
0.96 

低温 220 1.05 

頭部ｺｰﾅｰ 
常温 35 

－ 
－ 

低温 37 － 

底部ｺｰﾅｰ 
常温 32 

－ 
－ 

低温 34 － 

（注 1）計算結果（常温）と設計加速度は、(ﾛ)-第 A.19 表に記載する値。 

 

(ﾛ)-第 A.89 表 9m落下時の衝撃加速度計算結果 

落下姿勢 
木材 

温度 

衝撃加速度（m/s2） 

計算 

結果(注 1) 

(A) 

設計 

加速度(注 1) 

(B) 

(A)/(B) 

頭部垂直 
常温 568 

600 
0.95 

低温 617 1.03 

底部垂直 
常温 490 

500 
0.98 

低温 548 1.10 

水平 
常温 704 

710 
1.00 

低温 762 1.08 

頭部ｺｰﾅｰ 
常温 469 

480 
0.98 

低温 481 1.01 

底部ｺｰﾅｰ 
常温 464 

－ 
－ 

低温 473 － 

（注 1）計算結果（常温）と設計加速度は、(ﾛ)-第 A.66 表に記載する値（落下高さを 0.3m 落

下と 9m 落下の合計 9.3m とした場合の解析結果）。また、計算結果（低温）は、落下高

さを 0.3m 落下と 9m 落下の合計 9.3m とした場合の解析結果。 
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3. 衝撃加速度の上昇が構造評価に与える影響 

木材常温時に対する木材低温時における衝撃加速度の上昇が構造評価に与える影響に

ついて以下に示す。 

(ﾛ)-第 A.88 表及び(ﾛ)-第 A.89 表に示すとおり、木材低温時の衝撃加速度は、(ﾛ)-第

A.19 表及び(ﾛ)-第 A.37 表に示す設計加速度（構造評価に入力する加速度）から増加す

る。ここで、余裕率が最も小さい部位について、木材低温時の衝撃加速度において発生

する応力を評価する。評価式を以下に示す。 

( ) 1
1 2

2

- × +
ｆ ｆ

α
σ＝ σ σ σ

α
 (蓋ボルトの評価式) 

1
1 2

2

×
α

σ＝σ
α

 (蓋ボルト以外の評価式) 

ここで、 

σ1：木材低温時の 0.3m 又は 9m 落下時に評価部位に発生する応力（MPa） 

σ2：0.3m 又は 9m 落下時の設計加速度において評価部位に発生する応力（MPa） 

σf：二次蓋ボルト又は三次蓋ボルトの初期締付応力（MPa） 

α1：木材低温時の衝撃加速度(m/s2) 

α2：0.3m 又は 9m 落下時の設計加速度(m/s2) 

 

評価条件及び評価結果を(ﾛ)-第 A.90 表及び(ﾛ)-第 A.91 表に示す。(ﾛ)-第 A.90 表及び

(ﾛ)-第 A.91 表に示すとおり余裕率が最も小さい部位へ発生する応力は評価基準を満足

する。 
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A.10.5 MSF-24P 型輸送容器のバスケットプレート用材料 

アルミニウム合金（MB-A3004-H112）に関する説明書 

 

1. 概要 

本書は、MSF-24P 型輸送容器のバスケットプレートに適用するアルミニウム合金

（MB-A3004-H112）の材料規定及び製造管理規定について説明するものである。 

 

2. 適用範囲 

本材料を MSF-24P 型のバスケットプレートに適用するにあたり、本材料及びこれを使

用するバスケットは以下の事項に適合すること。 

(1) 供用期間は 60 年以下であること。 

(2) バスケットが収納されるキャスク本体内部には、ヘリウムガスを封入し、不活性ガ

ス雰囲気が維持されていること。 

(3) バスケットは耐圧構造でないこと。 

(4) バスケットは溶接部がない構造とすること。 

(5) 本材料はボルト材として使用しないこと。 

(6) 供用状態によらずバスケットプレートの発生応力は、弾性範囲内であること。 

(7) 供用状態によらずバスケットは長期間にわたる熱応力を生じない構造とすること。 

 

3. 材料規定 

本規定は、設計評価に適用する材料規定である。なお、本規定を適用する材料は、4.

に示す製造管理規定を満足しなければならない。 

(1) 材料名称 

材料の規定名称は(ﾛ)-第 A.92 表に示すものであること。 

 

(2) 化学成分 

化学成分は(ﾛ)-第 A.93 表に示す百分率の値の範囲内にあること。 

 

(3) 設計応力強さ 

設計応力強さは(ﾛ)-第 A.94 表の規定によること。 

 

(4) 許容引張応力 

許容引張応力は(ﾛ)-第 A.95 表の規定によること。 
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(5) 設計降伏点 

設計降伏点は(ﾛ)-第 A.96 表の規定によること。 

 

(6) 設計引張強さ 

設計引張強さは(ﾛ)-第 A.97 表の規定によること。 

 

(7) 縦弾性係数 

縦弾性係数は(ﾛ)-第 A.98 表の規定によること。 

 

(8) 熱膨張係数 

熱膨張係数は(ﾛ)-第 A.99 表の規定によること。 

 

4. 製造管理規定 

本規定は、製造管理に係る規定である。 

(1) 化学成分は、(ﾛ)-第 A.93 表に示す百分率の値の範囲内にあること。この場合におい

て、化学成分は溶湯成分分析によること。化学成分の分析試験は、JIS H 4100「ア

ルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」（以下「JIS H 4100」という。）によ

ること。 

(2) 材料の製造は、(ﾛ)-第 A.63 図に示す製造フローに従い、熱間押出成形加工されたも

のであること。 

(3) 材料は、熱間押出成形加工後、熱処理は行わず、空冷されたものであること。熱間

加工によって得られるか又はごくわずかな冷間加工を加えただけの状態であること。

質別 H112 は、JIS H 0001「アルミニウム、マグネシウム及びそれらの合金－質別記

号」によること。 

(4) 機械的性質は、(ﾛ)-第 A.100 表に示す値に適合すること。 

(5) 製品の寸法の許容差は、以下及び JIS H 4100 によること。これを逸脱する寸法を適

用する場合、機械的性質が(ﾛ)-第 A.100 表を満足することを確認すること。 

・肉厚 ：16mm 以下 

・押出比（注１） ：10 以上 

（注１）ビレットの押出方向に垂直な断面積と押出材の押出方向に垂直な断面積の比 

(6) 本材料は、耐食性向上等を目的として表面処理を行う場合がある。表面処理を行う

場合、機械的性質が(ﾛ)-第 A.100 表を満足することを確認すること。 

(7) 本材料は、(ﾛ)-第 A.63 図の製造フローの各段階において、(ﾛ)-第 A.101 表に示す品

質管理を行う。 
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(8) 上記規定以外の規定については、JIS H 4100 又は EN 755-1「Aluminium and aluminium 

alloys- Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 1: Technical conditions for 

inspection and delivery」によること。 

 

 

(ﾛ)-第 A.92表 材料の規定名称 

材料の名称 記号 質別 

バスケットプレート用材料 

アルミニウム合金（MB-A3004-H112） 
MB-A3004 H112 

 

 

(ﾛ)-第 A.93表 化学成分規定 

記号 

化学成分 （mass％） 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn 
Ga,V,Ni, 

B,Zr など 
Ti 

その他 
Al 

個々 合計 

MB-A3004 
0.30 

以下 

0.7 

以下 

0.25 

以下 

1.1 

以上 

1.5 

以下 

1.0 

以上 

1.3 

以下 

― 
0.25 

以下 
― ― 

0.05 
以下 

0.15 
以下 

残部 
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(ﾛ)-第 A.94表  材料の各温度における設計応力強さ Sm (注 1)(注 2) 

単位：MPa 

記号 

温  度（℃） 

-40 
～40 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

MB-A3004 37 37 37 37 37 37 36 31 25 21 17 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

(注 2)時効による強度低下を考慮した値である。 

 

(ﾛ)-第 A.95表  材料の各温度における許容引張応力 S (注 1)(注 2) 

単位：MPa 

記号 

温  度（℃） 

-40 
～40 

75 100 125 150 175 200 225 250 

MB-A3004 37 37 37 37 29 21 15 11 8 
 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

(注 2)時効による強度低下を考慮した値である。 

 

(ﾛ)-第 A.96表  材料の各温度における設計降伏点 Sy (注 1)(注 2) 

単位：MPa 

記号 

温  度（℃） 

-40 
～40 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

MB-A3004 56 56 56 56 56 56 56 52 46 38 30 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

(注 2)時効による強度低下を考慮した値である。 

 

(ﾛ)-第 A.97表  材料の各温度における設計引張強さ Su (注 1)(注 2) 

単位：MPa 

記号 

温  度（℃） 

-40 
～40 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

MB-A3004 153 153 153 151 140 126 110 93 77 63 52 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

(注 2)時効による強度低下を考慮した値である。 
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(ﾛ)-第 A.98表 材料の各温度における縦弾性係数 (注 1) 

単位：MPa 

記号 
温  度（℃） 

20 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

MB-A3004 73900 73300 72800 72100 71400 70600 69800 68900 67900 66900 65800 64600 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

 

 

(ﾛ)-第 A.99表  材料の各温度における熱膨張係数 (注 1) 

単位：×10-6 mm／mm･℃ 

記号 
区分
(注 2) 

温 度 （℃） 

20 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

MB-A3004 
A 22.75 23.52 24.02 24.42 24.76 25.05 25.35 25.68 26.06 26.54 27.14 27.91 

B 22.61 23.14 23.48 23.76 23.99 24.17 24.33 24.48 24.63 24.79 24.99 25.24 

(注 1)温度の中間における値は、比例法によって計算する。 

(注 2)区分 A は瞬時熱膨張係数、区分 B は常温から当該温度までの平均熱膨張係数を表す。 
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(ﾛ)-第 A.100表 機械的性質 (注 1) 

記号 

引張試験 

（試験温度：常温） 

シャルピー衝撃試験 (注 2) 

（試験温度：-40 ℃） 

引張強さ（MPa） 耐力（MPa） 伸び（％） 吸収エネルギー（Ｊ） 

MB-A3004 185以上 85以上 15以上 41以上 

(注 1)時効による強度低下を考慮しない供用開始前の製造管理値である。 

(注 2)吸収エネルギーの規定は JIS Z 2242 の V ノッチ試験で得られる押出方向に平行な

L 方向及び垂直な T 方向各 3 試験片の個々の値である。 

 

 

(ﾛ)-第 A.101表 管理程度表 

製造工程 (注 1) 管理項目 
材料保証 

（規定） 

製造管理 

（参考） 

①合金の溶解 

材料特性 

（初期材） 

化学成分（溶湯） ○ ― 

⑤検査 

引張強度特性 ― ○ 

シャルピー 

衝撃特性 
― ○ 

組織観察 ― ○ 

③熱間押出 製造条件 

押出比 ○ ― 

押出条件 ― ○ 

押出冷却条件 ― ○ 

整直条件 ― ○ 

質別 ○ ― 

 (注 1)製造工程は(ﾛ)-第 A.63 図の製造フローに対応する。 
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① 合 金 の 溶 解 

 ↓ 

② ビ レ ッ ト 成 型 

（ 鋳 造 ） 

 ↓ 

③ 熱 間 押 出 

 ↓ 

④ 切 断 ・ 加 工 

 ↓ 

⑤ 検 査 

 

(ﾛ)-第 A.63図 製造フロー 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)章 B  熱 解 析 
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B. 熱解析 

B.1 概要 

1. 輸送物の熱設計 

本輸送物の熱放散システムは次のとおりであり、自然冷却にて使用済燃料の崩壊熱を除熱

している。 

・胴内に収納された使用済燃料より発生する崩壊熱は、主に胴内に充填されたヘリウムの

熱伝導と放射によりバスケットに伝えられる。 

・バスケットに伝えられた熱は主に熱伝導によってバスケット外面に伝わり、ヘリウムの

熱伝導と放射により胴内面に伝えられる。 

・胴内面に伝えられた熱は、熱伝導によって胴外面に伝えられる。 

・胴外面に伝えられた熱は、主に胴と外筒の間に設けられた銅製の伝熱フィンの熱伝導に

よって外筒に伝えられる。 

・外筒に伝えられた熱は、放射と空気の自然対流により大気に放散される。 

 

(ﾛ)章 B 熱解析では、一般の試験条件における輸送物各部の温度を求め、構成部品の温度

が使用可能温度を超えないことを示すとともに、他の解析への条件を示す。また、一般の試

験条件において人の近づきうる表面の最高温度が 85 ℃以下であることを示す。 

さらに、特別の試験条件における輸送物各部の温度を求め、構成部品の健全性に与える影

響を示すとともに、他の解析への条件を示す。 

上記に加え、一般及び特別の試験条件における輸送物各部の圧力を求め、他の解析への条

件を示す。 

 

2. 熱解析の条件 

熱解析は、(ﾛ)-第 B.1表に示す条件で行う。 

輸送物の最大崩壊熱量は、(ｲ)-第 A.1表に示したように 15.8 kW以下であるが、熱解析で

はこれに余裕をみた設計崩壊熱量とする。 
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(ﾛ)-第 B.1表 熱解析の主な条件及び方法 

条件 

項目 

一般の試験条件 特別の試験条件 

最高温度評価条件 
人の近づきうる表面

の最高温度評価条件 
最低温度評価条件 火災前 火災時 火災後 

設計崩壊熱量 18.1 kW 18.1 kW 0 kW 18.1 kW 18.1 kW 18.1 kW 

環境条件 

周囲温度 静止空気 38 ℃ 静止空気 38 ℃ 静止空気-20 ℃ 静止空気 38 ℃ 
火災 30分間

800 ℃ 
静止空気 38 ℃ 

太陽熱放射 あり なし なし あり あり あり 

周囲吸収率 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 (注) 1.0 

計算モデル 
輸 送 物 三次元 180 °対称全体モデル（燃料領域は均質化領域としてモデル化） 

燃料集合体 燃料集合体モデル 

温度分布計算 

プログラム 
ABAQUS 1) コード 

   (注)火炎の放射率を示す。 
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(ﾛ)-第 B.4表 材料の熱的性質（その他） 

材料 放射率 2) 

(－) 

吸収率 10) 

(－) 

塗装面 0.8 0.5 
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B.3 構成要素の仕様 

1. 三次蓋 Oリング 

EPDM 

使用可能温度 ： -60 ℃～150 ℃ 11）/一般の試験条件 

          ： -60 ℃～300 ℃ 12）/特別の試験条件 

   

2. 一次蓋及び二次蓋金属ガスケット 

アルミニウム、ニッケル基合金 

使用可能温度 ： 130 ℃ 13）/一般の試験条件 

          ： 190 ℃ 14）/特別の試験条件 

 

3. 中性子遮蔽材 

レジン 

使用可能温度 ： 149 ℃ 7）/一般の試験条件 

          ： 180 ℃ 15）/特別の試験条件 
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B.4 一般の試験条件 

B.4.1 熱解析モデル 

B.4.1.1 解析モデル 

輸送物の熱解析は、ABAQUSコードを用いた有限要素法により行った。解析に用いるモデ

ル及び解析条件を以下に示す。 

 

1. 解析に用いる各モデル 

一般の試験条件における本輸送物の各部位の温度を算出するために、解析モデルとして以

下の 2種類のモデルを適用した。 

・三次元 180°対称全体モデル（以下「全体モデル」という。） 

・燃料集合体モデル 

 

各解析モデルにおける温度算出部位は次のとおりである。 

全体モデル ････････････上・下部緩衝体表面、胴、外筒、下部端板、一次蓋、二次蓋、

三次蓋、一次蓋金属ガスケット、二次蓋金属ガスケット、三

次蓋 Oリング、一次蓋ボルト、二次蓋ボルト、三次蓋ボルト、

蓋部中性子遮蔽材、底部中性子遮蔽材、側部中性子遮蔽材、

蓋部中性子遮蔽材カバー、底部中性子遮蔽材カバー、バスケッ

ト (注) 、伝熱フィン、トラニオン 

燃料集合体モデル ･･････ 燃料集合体 

 

(注)バスケットは、アルミニウム合金製のバスケットプレート、ほう素添加アルミニウム合

金製の中性子吸収材、アルミニウム合金製のバスケットサポートで構成される。本評価

におけるバスケットの最高温度は、これらの構成部材の最高温度とする。 

 

全体モデルでは、バスケット格子の内側の領域（以下「燃料集合体領域」という。）を燃

料集合体構成部材（ジルカロイ、二酸化ウラン、ステンレス鋼、インコネル）及び充填気体

（ヘリウム）の均質化領域としてモデル化する。燃料集合体領域の平均密度及び軸方向の平

均熱伝導率は体積平均値とし、平均比熱は重量平均値とする。また、径方向の平均熱伝導率

については、燃料有効部のみ燃料集合体モデルの解析結果を基に設定した等価熱伝導率とし、

それ以外の領域においては体積平均値とする。 
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全体モデルに入力する崩壊熱量は、軸方向の燃焼度分布を考慮する。 

燃料集合体の最高温度については、燃料集合体モデルで算出する。燃料集合体モデルでは、

燃料棒の領域を構成部材（二酸化ウラン、ジルカロイ）及び封入されていた気体（ヘリウム）

の均質化領域としてモデル化する。燃料棒の均質化領域における平均熱伝導率は体積平均値

とする。また、制御棒案内シンブル及び炉内計装用案内シンブルについては、燃料棒と同じ

ように均質化領域としてモデル化する。制御棒案内シンブル及び炉内計装用案内シンブルは、

燃料棒と同じ形状及び物性値を入力しているが、崩壊熱量は入力しない。 

一般の試験条件のうち、水噴霧試験では輸送物は変形しないが、自由落下試験、積み重ね

試験及び貫通試験では緩衝体に変形が生じる。ただし、一般の試験条件では、緩衝体が変形

しないものとする方が収納物の温度及び緩衝体最高温度を高く評価できることを確認した

ことから、一般の試験条件の熱解析では、輸送物の変形は考慮しない。 

各解析モデルの形状及び要素分割図を (ﾛ)-第 B.1図～(ﾛ)-第 B.4図に示す。 
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2. 解析条件 

一般の試験条件における解析条件を(ﾛ)-第 B.5 表に示す。また、太陽熱放射を(ﾛ)-第 B.6

表に示す。各モデルにおいて考慮した解析条件は次のとおりである。 

・全体モデルにおいては、燃料集合体の軸方向の発熱分布を考慮するために、燃料有効部

の範囲を 48 領域に分割した。燃料集合体 24体あたりの燃料有効部における軸方向崩壊

熱量分布を(ﾛ)-第 B.5図に示す。 

・全体モデルにおいては、中央領域 12 体に最高燃焼度の崩壊熱量を入力した。一方、外

周部 12 体には、キャスクに収納する 24 体の崩壊熱量が平均燃焼度の崩壊熱量 24 体分

となるように調整した崩壊熱量を入力した。径方向の崩壊熱量設定を(ﾛ)-第 B.6図に示

す。 

・全体モデルにおいては、周囲温度を境界条件として、自然対流熱伝達と放射による放熱

を考慮した。 

・燃料集合体モデルにおいては、全体モデルで算出したバスケット内面温度を境界温度と

した。また、崩壊熱量については、燃料棒における単位体積あたりの崩壊熱量を設定し

た。 
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(ﾛ)-第 B.6図 径方向の崩壊熱量設定 

 

  

：最高燃焼度の崩壊熱量(中央部 12 体) 

：平均燃焼度の崩壊熱量（24 体分）から中央部の最高燃焼度の崩

壊熱量（12体分）を差し引き、外周部の収納体数（12体）で

平均化した崩壊熱量 

  (外周部 12 体) 
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B.4.1.2 試験モデル 

該当なし。 

 

B.4.2 最高温度 

一般の試験条件における、B.4.1 に記載した解析モデル及び条件に基づいて求めた輸送

物各部の最高温度を(ﾛ)-第 B.7表に示す。 

また、一般の試験条件において太陽熱放射のある場合の輸送物とその収納物の各部の温

度分布を(ﾛ)-第 B.7図及び(ﾛ)-第 B.8図に示す。さらに、太陽熱放射のない場合の輸送物

各部の温度分布を(ﾛ)-第 B.9図に示す。 

一般の試験条件において、各部の温度は B.3に示す使用可能温度を超えることはない。 

一方、太陽熱放射のない場合に人が容易に近づきうる表面としては、(ﾛ)-第 B.7表に示す

ように緩衝体表面は 82 ℃であり、基準値の 85 ℃以下であるが、外筒外面及びトラニオン

温度はそれぞれ 90℃及び 103 ℃であり 85 ℃を超える。ただし、外筒及びトラニオン部に

は必要に応じ近接防止金網（66℃以下（B.6.3 参照））を取り付けて輸送するため (注)、

人が容易に近づきうる表面の温度は全て 85 ℃以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)輸送中の衝撃等により近接防止金網の脱落等が生じた場合、再取付けをする等の対策を施した

上で、輸送に供するものとする。 
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(ﾛ)-第 B.7表 一般の試験条件における最高温度 （単位：℃） 

部位 
最高温度評価条件 
（太陽熱放射あり） 

人の近づきうる表面の
最高温度評価条件 
（太陽熱放射なし） 

緩衝体表面 99 82 

外筒 114    90 (注） 

下部端板 115 99 

伝熱フィン 115 100 

側部中性子遮蔽材 117 102 

蓋部中性子遮蔽材 110 94 

底部中性子遮蔽材 127 111 

胴（底板） 133 118 

胴（本体部） 121 106 

胴（フランジ部） 111 95 

一次蓋 110 94 

二次蓋 105 89 

三次蓋 103 87 

一次蓋ボルト 109 94 

二次蓋ボルト 105 89 

三次蓋ボルト 103 87 

一次蓋金属ガスケット 109 93 

二次蓋金属ガスケット 105 89 

三次蓋 Oリング 103 86 

蓋部中性子遮蔽材カバー 108 92 

底部中性子遮蔽材カバー 117 101 

トラニオン 118 103 

バスケット 177 163 

燃料集合体 206 193 

(注)外筒外面の最高温度 
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B.4.3 最低温度 

本輸送物の最低温度評価条件は、(ﾛ)-第 B.5表で示したとおり、周囲温度が-20 ℃であ

り、また、太陽熱放射がなく崩壊熱量が 0 kW であるため、輸送物の全部位が-20 ℃に達

するが、輸送物の健全性に問題はない。また、本輸送物は乾式であり、胴内はヘリウムが

充填されるため凍結することはない。 

 

B.4.4 最大内圧 

一般の試験条件において輸送物に最大内圧が生じる条件は、(ﾛ)-第 B.5表で示した最高

温度評価条件であり、この条件における一次蓋と胴で構成される空間の圧力（以下「胴内

圧」という。）、一次蓋と二次蓋で構成される空間の圧力（以下「一二次蓋間圧力」とい

う。）、二次蓋と三次蓋で構成される空間の圧力（以下「二三次蓋間圧力」という。）、

及び三次蓋と胴で構成される密封装置の圧力（以下「三次蓋－胴内圧力」という。）の計

算方法及び計算結果を以下に示す。 

なお、A.5 にて述べたように、燃料棒は一般の試験条件において破損しないため、燃料

棒の破損による圧力上昇はない。 

 

1. 胴内圧 

輸送物の内部には、輸送に先立ち燃料集合体を収納した後、所定の圧力となるまでヘリウ

ムが充填される。一般の試験条件におけるヘリウムの温度を保守側に燃料集合体最高温度と

すると、胴内圧は以下のとおり求められる。 

c0

0nor
c00

T

T
PP =  

ここで、 

P0  ：一般の試験条件における胴内圧 (MPa) 

Pc0  ：胴内ヘリウムの初期充填圧力 (MPa) 

T0nor ：一般の試験条件における胴内ヘリウムの温度（燃料集合体最高温度） (K) 

Tc0  ：胴内ヘリウムの初期温度 (K) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 B.8表に示す。なお、設計評価期間における一二次蓋間ヘリ

ウムの胴内への漏えいは十分に小さいため、漏えいを考慮しても胴内圧は負圧が維持される。 
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(ﾛ)-第 B.8表 一般の試験条件における胴内圧計算条件及び計算結果 

項目 記号 単位 数値等 

胴内ヘリウムの初期充填圧力 Pc0 MPa 0.0477 

一般の試験条件における胴内ヘリウムの温度 T0nor K 479.15 (206 ℃) 

胴内ヘリウムの初期温度 Tc0 K 293.15 (20 ℃) 

一般の試験条件における胴内圧 P0 MPa     0.0780 (-0.0233 MPaG) 

 

2. 一二次蓋間圧力 

一次蓋と二次蓋の間には、二次蓋取付け後、所定の圧力となるまでヘリウムが充填される。

一般の試験条件におけるヘリウムの温度を保守側に一二次蓋間ヘリウムの最高温度とする

と、一二次蓋間圧力は以下のとおり求められる。 

10

1nor
101

T

T
PP =  

ここで、 

P1  ：一般の試験条件における一二次蓋間圧力 (MPa) 

P10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期充填圧力 (MPa) 

T1nor ：一般の試験条件における一二次蓋間ヘリウムの温度 

（一二次蓋間ヘリウムの最高温度）(K) 

T10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期温度 (K) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 B.9表に示す。 

 

(ﾛ)-第 B.9表 一般の試験条件における一二次蓋間圧力計算条件及び計算結果 

項目 記号 単位 数値等 

一二次蓋間ヘリウムの初期充填圧力 P10 MPa 0.300                 

一般の試験条件における一二次蓋間 

ヘリウムの温度 
T1nor K 381.15 (108 ℃)       

一二次蓋間ヘリウムの初期温度 T10 K 293.15 (20 ℃)        

一般の試験条件における一二次蓋間圧力 P1 MPa 0.390 (0.289 MPaG)    
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4. 三次蓋－胴内圧力 

保守側に一次蓋及び二次蓋の密封性が失われ、一二次蓋間に充填されたヘリウム及び二三

次蓋間空気が胴内に漏えいすると仮定すると、三次蓋－胴内圧力は、以下のとおり求められ

る。 

c21

c0

0nor
cc0

20

0nor
220

10

0nor
110

3
VVV

T

T
VP

T

T
VP

T

T
VP

P
++

++

=  

ここで、 

P3  ：一般の試験条件における三次蓋－胴内圧力 (MPa) 

P10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期充填圧力 (MPa) 

P20  ：二三次蓋間空気の初期圧力（大気圧） (MPa) 

Pc0  ：胴内ヘリウムの初期充填圧力 (MPa) 

V1  ：一二次蓋間体積 (m3) 

V2  ：二三次蓋間体積 (m3) 

Vc  ：胴内体積 (m3) 

T0nor ：一般の試験条件における胴内ヘリウムの温度(燃料集合体最高温度) (K) 

T10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期温度 (K) 

T20  ：三次蓋取付け時における二三次蓋間空気の初期温度 (K) 

Tc0  ：胴内ヘリウムの初期温度 (K) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 B.11表に示す。 
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B.4.6 結果の要約及びその評価 

一般の試験条件における熱解析結果の要約及びその評価を(ﾛ)-第 B.12 表に示す。本輸

送物は以下のとおり一般の試験条件の基準を満足している。 

・最高温度評価条件において、三次蓋 O リングの最高温度は 103 ℃であり、使用可能温

度 150 ℃を超えることはない。 

・最高温度評価条件において、一次蓋金属ガスケット及び二次蓋金属ガスケットの最高

温度はそれぞれ 110 ℃及び 105 ℃であり、使用可能温度 130 ℃を超えることはない。 

・最高温度評価条件において、側部中性子遮蔽材、蓋部中性子遮蔽材、及び底部中性子

遮蔽材の最高温度は127 ℃であり、使用可能温度である149 ℃を超えることはない。 

・最高温度評価条件において、上記を除く構成材料についても、健全性に悪影響を及ぼ

すような温度には到達しない。 

・人が近づきうる表面の最高温度評価条件において、容易に人が近づきうる部位として

の緩衝体表面の最高温度は 82 ℃であり、基準値の 85 ℃を超えることはない。一方、

外筒外面及びトラニオン温度はそれぞれ 90 ℃及び 103 ℃であり 85 ℃を超えている

が、外筒及びトラニオン部には必要に応じ近接防止金網を取り付けて輸送するため、

人が容易に近づきうる表面の温度は 85 ℃以下である。 

・最低温度評価条件において、周囲温度が-20 ℃で、太陽熱放射がなく崩壊熱量が 0 kW

であるため、すべての部位が-20 ℃に達するが、輸送物の健全性に問題はない。 
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(ﾛ)-第 B.12 表 一般の試験条件の熱解析結果の要約及びその評価（2/2） 

項目 
結果 

[MPa] 

基準値 

[MPa] 
評価 他の解析への条件 

最大内圧     

胴内圧 0.0780 

(-0.0233 MPaG) 

－ 設計評価期間中の

ヘリウムの内部へ

の漏えいを考慮し

ても 0.097 MPa(注)

未満 

構造解析では 

-0.101325 MPaGを

使用 

一二次蓋間圧力 0.390 

(0.289 MPaG) 

－ － 構造解析では 

0.31 MPaGを使用 

二三次蓋間圧力 0.253 

(0.152 MPaG) 

－ － 構造解析では 

0.19 MPaGを使用 

三次蓋－胴内圧力 0.0822 

(-0.0191 MPaG) 

－ 設計評価期間中の

ヘリウムの内部へ

の漏えいを考慮し

ても 0.097 MPa(注)

未満 

－ 

 (注)気象変化による圧力変動(±0.004 MPa)を考慮した大気圧。 
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B.5 特別の試験条件 

B.5.1 熱解析モデル 

輸送物の熱解析は、ABAQUSコードを用いた有限要素法により行った。以下に解析に用い

るモデル及び解析条件について示す。 

 

B.5.1.1 解析モデル 

1. 解析に用いる各モデル 

一般の試験条件と同様に、本輸送物の各部位の温度を算出するために、解析モデルとして

以下の 2種類のモデルを適用した。 

・全体モデル 

・燃料集合体モデル 

 

各解析モデルにおける温度算出部位は次のとおりである。 

全体モデル ････････････ 上・下部緩衝体表面、胴、外筒、下部端板、一次蓋、二次蓋、

三次蓋、一次蓋金属ガスケット、二次蓋金属ガスケット、三

次蓋 Oリング、一次蓋ボルト、二次蓋ボルト、三次蓋ボルト、

蓋部中性子遮蔽材、底部中性子遮蔽材、側部中性子遮蔽材、

蓋部中性子遮蔽材カバー、底部中性子遮蔽材カバー、バス

ケット (注) 、伝熱フィン、トラニオン 

燃料集合体モデル ･･････ 燃料集合体 

 

(注)バスケットは、アルミニウム合金製のバスケットプレート、ほう素添加アルミニウム合

金製の中性子吸収材、アルミニウム合金製のバスケットサポートで構成される。本評価

におけるバスケットの最高温度は、これらの構成部材の最高温度とする。 
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特別の試験条件の熱解析は、輸送物が強度試験（9 m 落下試験及び 1 m 貫通試験）条件に

引き続いて、火災事故条件下におかれるものとし、落下試験等の影響を以下のように考慮し

た。 

・ 9 m落下試験により緩衝体が変形するため、変形後の形状をモデルに考慮した。 

・ 1 m 貫通試験における輸送物の変形は外筒、側部中性子遮蔽材及び緩衝体に生じ

る変形である。外筒及び側部中性子遮蔽材には直径 150 mmの範囲の変形が生じ

るが、熱解析結果への影響は無視しうるものであることから、解析モデルでは外

筒及び側部中性子遮蔽材が変形しないものとした。また、緩衝体に穴があく可能

性があるが、局所的であり断熱効果への影響は無視しうるものであることから、

解析モデルでは緩衝体が変形しないものとした。 

・ 9 m落下試験により全燃料棒からヘリウム及び FP ガスが放出されるものと仮定

し、胴内ガスの熱伝導率の低下を考慮した。 

 

以上の条件を考慮した特別の試験条件における、全体モデルの形状及び要素分割図を 

(ﾛ)-第 B.10図及び(ﾛ)-第 B.11図にそれぞれ示す。また、燃料集合体モデルの形状及び要素

分割図を(ﾛ)-第 B.3図及び(ﾛ)-第 B.4図にそれぞれ示す。なお、燃料集合体モデルにおける

バスケットセル内の充填気体は、全体モデルと同様にヘリウムと FP ガスの混合気体である。 
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B.5.3 輸送物温度 

特別の試験条件における B.5.1 に記載した解析モデル及び条件に基づいて求めた輸送

物各部の最高温度、及び火災事故発生時を基準とした最高温度算出時間を(ﾛ)-第 B.15 表

に示す。 

火災事故発生から 30 分後の輸送物各部の温度分布を(ﾛ)-第 B.12 図に示す。また、燃料

集合体温度が最も高くなる火災事故発生から 25.1 時間後における温度分布を(ﾛ)-第 B.13

図及び(ﾛ)-第 B.14図に、さらに、時刻歴温度変化を(ﾛ)-第 B.15図に示す。 
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(ﾛ)-第 B.15表 特別の試験条件における最高温度 

部位 温度(℃) 最高温度算出時間(h)（注） 

緩衝体表面 783 0.500 

外筒 714 0.500 

下部端板 655 0.500 

伝熱フィン 491 0.502 

側部中性子遮蔽材 701 0.502 

蓋部中性子遮蔽材 138 31.1 

底部中性子遮蔽材 160  3.92 

胴（底板） 175 2.22 

胴（本体部） 206 0.559 

胴（フランジ部） 224 0.524 

一次蓋 139 31.1 

二次蓋 137 5.35 

三次蓋 186 1.32 

一次蓋ボルト 139 13.3 

二次蓋ボルト 137 5.35 

三次蓋ボルト 153 3.11 

一次蓋金属ガスケット 137 19.1 

二次蓋金属ガスケット 135 7.73 

三次蓋 Oリング 149 3.56 

蓋部中性子遮蔽材カバー 137 22.1 

底部中性子遮蔽材カバー 161 3.83 

トラニオン 742 0.500 

バスケット 218 22.1 

燃料集合体 254 25.1 

（注）火災事故発生時を基準とした最高温度算出時間である。 
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(ﾛ)-第 B.15図 特別の試験条件の時刻歴温度変化 

 

外筒 

燃料集合体 
バスケット 

三次蓋 Oリング 

胴 
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B.5.4 最大内圧 

輸送物の熱解析から、特別の試験条件における輸送物の胴内圧は、胴内のヘリウム及び

FP ガスの温度が最高となる時、つまり燃料集合体の温度が最高となる火災事故発生から

25.1時間後に最大となる。また、一二次蓋間圧力は、一二次蓋間ヘリウムの温度が最高と

なる火災発生時から 5.87 時間後に最大となる。さらに、二三次蓋間圧力は、二三次蓋間

空気の温度が最高となる火災発生時から 3.56 時間後に最大となる。胴内圧、一二次蓋間

圧力、二三次蓋間圧力及び三次蓋－胴内圧力の計算方法及び計算結果を以下に示す。 

 

1. 胴内圧 

胴内圧の算出には、全燃料棒の密封機能が失われたと仮定して、燃料棒内に封入されてい

たヘリウム及び FP ガス放出による圧力上昇を考慮する。特別の試験条件におけるヘリウム

及び FP ガスの温度を保守側に燃料集合体最高温度とすると、胴内圧は、以下のとおり求め

られる。 

FP
pc

0nor

0acc
c0

0 P
VV

T

T
VP

'P +
+

=  

ここで、 

P0’ ：特別の試験条件における胴内圧力 (MPa) 

P0   ：一般の試験条件における胴内圧力 (MPa) 

PFP  ：胴内に放出されたヘリウム及び FPガス圧力 (MPa) 

Vc  ：胴内体積 (m3) 

Vp  ：全燃料棒内部の体積 (m3) 

T0acc ：特別の試験条件における胴内ガス温度（燃料集合体最高温度） (K) 

T0nor ：一般の試験条件における胴内ガス温度（燃料集合体最高温度） (K) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 B.16表に示す。 
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4. 三次蓋－胴内圧力 

密封解析に使用する三次蓋－胴内圧力は、設計評価期間中の一次蓋の漏えいを考慮して一

般の試験条件の胴内圧を 0.0970 MPa と仮定し、また、全燃料棒の密封機能が失われたと仮

定して、燃料棒内に封入されていたヘリウム及び FP ガス放出による圧力上昇を考慮する。

さらに、一次蓋及び二次蓋の密封性が失われたと仮定し、特別の試験条件における胴内ガス

の温度上昇に伴う圧力上昇を考慮すると、三次蓋－胴内圧力は、以下のとおり求められる。 

( )

pc21

pcFP
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ここで、 

P3’ ：特別の試験条件における三次蓋－胴内圧力 (MPa) 

P10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期充填圧力 (MPa) 

P20  ：二三次蓋間空気の初期圧力（大気圧） (MPa) 

Pc  ：設計評価期間中の一次蓋の漏えいを考慮した一般の試験条件の胴内圧 (MPa) 

PFP  ：胴内に放出されたヘリウム及び FPガス圧力 (MPa) 

V1  ：一二次蓋間体積 (m3) 

V2  ：二三次蓋間体積 (m3) 

Vc  ：胴内体積 (m3) 

Vp  ：全燃料棒内部の体積 (m3) 

T0acc ：特別の試験条件における胴内ヘリウム及び FPガスの温度  

（燃料集合体最高温度） (K) 

T0nor ：一般の試験条件における胴内ヘリウムの温度（燃料集合体最高温度） (K) 

T10  ：一二次蓋間ヘリウムの初期温度 (K) 

T20  ：三次蓋取付け時における二三次蓋間空気の初期温度 (K) 

 

計算条件と計算結果を(ﾛ)-第 B.19表に示す。 
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B.5.6 結果の要約及びその評価 

特別の試験条件における熱解析結果の要約及びその評価を(ﾛ)-第 B.20 表に示す。本輸

送物の状態は以下のとおりであり、損傷については他の解析に反映している。 

・密封境界となる三次蓋 Oリングの最高温度は 186 ℃であり、使用限度 48 時間におけ

る使用可能温度である 300 ℃を超えることはない。したがって、特別の試験条件にお

いて密封性能が失われることはない。 

・蓋部中性子遮蔽材及び底部中性子遮蔽材の最高温度はそれぞれ 138 ℃及び 160 ℃で

あり、使用可能温度 180 ℃を超えることはない。一方、側部中性子遮蔽材の最高温度

は 701 ℃であり、使用可能温度を超えるが全て失われることはない。 

・遮蔽解析においては、中性子遮蔽材の欠損を密度減少量として考慮する。なお、側部

中性子遮蔽材だけでなく、蓋部中性子遮蔽材及び底部中性子遮蔽材についても密度減

少を考慮している。 

・臨界解析においては、外筒までをモデル化し、中性子遮蔽材は全て失われるとしてモ

デル化しないことにより、中性子吸収効果を無視し、保守側の解析を行う。 

・その他の構成材料については、輸送物の健全性に対し悪影響を及ぼす温度には到達し

ない。 
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(ﾛ)-第 B.20表 特別の試験条件における熱解析結果の要約及びその評価（2/2） 

項目 
結果 

[MPa] 

基準値 

[MPa] 
評価 他の解析への条件 

最大内圧     

胴内圧 0.307 

(0.206 MPaG) 

－ － 構造解析では 

0.250 MPaGを使用 

一二次蓋間圧力 0.420 

(0.319 MPaG) 

－ － 構造解析では 

0.340 MPaGを使用 

二三次蓋間圧力 0.272 

(0.171 MPaG) 

－ － 構造解析では 

0.270 MPaGを使用 

三次蓋-胴内圧力 0.330 

(0.229 MPaG) 

－ － 密封解析では 

0.330 MPaを使用 
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B.6 付属書類 

B.6.1 解析に用いた対流熱伝達率について  

B.6.1.1 全体モデルに用いた対流熱伝達率  

1. 輸送物表面と周囲の熱伝達率  

(1) 外筒表面の自然対流熱伝達率  

外筒表面の自然対流熱伝達率は、水平円筒表面の自然対流熱伝達率を表わす次の

Schutzの式 2) を用いる。  

31

r2
P

ν

gβΔt
0.1λh 








=  

ただし、 

h  ：熱伝達率 (W/(m2・K)) 

λ  ：熱伝導率 (W/(m・K)) 

g  ：重力加速度 (9.80665 m/s2) 

β  ：体積膨張係数 (K-1) 

ν  ：動粘性係数 (m2/s) 

Pr  ：プラントル数 

Δt ：温度差 (K) 

各温度に対して求めた熱伝達率を(ﾛ)-第 B.付 1表に示す。 

ここで、実際に用いた熱伝達率としては、(ﾛ)-第 B.付 1 図に示される水平円筒外表面

の周方向分布を考慮して、0 °～180 °の平均値に対する割合のうち、90 °～180 °の

割合を平均化して算出した係数（0.87）を(ﾛ)-第 B.付 1 表の値に乗じた値を保守側に設

定した。ただし、火災時に対しては入熱が多くなるよう(ﾛ)-第 B.付 1表の値を設定した。 

 

(ﾛ)-第 B.付 1表 外筒表面の自然対流熱伝達率  

温度(℃) 熱伝達率(W/(m2・K)) 

-20 1.33Δt1/3  

0 1.26Δt1/3  

20 1.20Δt1/3  

100 1.02Δt1/3  

200 0.863Δt1/3 

300 0.760Δt1/3 

400 0.682Δt1/3 

600 0.577Δt1/3 

800 0.500Δt1/3 
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(ﾛ)-第 B.付 1図 外表面における自然対流熱伝達率の周方向分布 22） 

θ 

0° 

90° 

180° 

270° 
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(2) 緩衝体円筒表面の自然対流熱伝達率  

緩衝体円筒面に対しては外筒表面の自然対流熱伝達率にて使用した Schutzの式を用い

る。(ﾛ)-第 B.付 1表に示す値に周方向分布を考慮した係数 0.87を乗じて保守的な値を設

定した。ただし、火災時に対しては入熱が多くなるように(ﾛ)-第 B.付 1 表の値を設定し

た。  

 

(3) 緩衝体垂直面の自然対流熱伝達率  

緩衝体垂直表面の自然対流熱伝達率は、垂直平板に対する次のJakobの式 23) を用いる。  

31

r2
P

ν

gβΔt
0.129λh 








=  

ただし、  

h  ：熱伝達率 (W/(m2・K))  

λ  ：熱伝導率 (W/(m・K))  

g  ：重力加速度 (9.80665 m/s2)  

β  ：体積膨張係数 (K-1)  

ν  ：動粘性係数 (m2/s)  

Pr  ：プラントル数  

Δt ：温度差 (K)  

 

各温度に対して求めた熱伝達率を(ﾛ)-第 B.付 2表に示す。  

 

(ﾛ)-第 B.付 2表 垂直面の自然対流熱伝達率  

温度(℃) 熱伝達率(W/(m2・K)) 

-20 1.72Δt1/3  

0 1.63Δt1/3  

20 1.55Δt1/3  

100 1.31Δt1/3  

200 1.11Δt1/3  

300 0.980Δt1/3 

400 0.880Δt1/3 

600 0.744Δt1/3 

800 0.645Δt1/3 
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(4) 緩衝体と輸送容器本体との間の熱伝達  

緩衝体と輸送容器本体との間には取合いの関係上ギャップがあり、この間の熱伝達は

空気の熱伝導及び放射によるものとした。 

 

B.6.2 混合気体の熱伝導率の計算式について 

特別の試験条件における胴内ガスの熱伝導率は、ヘリウム及び FP ガス放出後の胴内の

ヘリウム及び FP ガスのモル分率を考慮して、混合気体の熱伝導率の計算式 2) を用いて算

出する。なお、FPガスは生成量の多いキセノンとした。 
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ここで、 

λm  ：混合ガスの熱伝導率 (W/m/K) 

λ1  ：ヘリウムの熱伝導率 (W/m/K) 

λ2  ：核分裂生成ガスの熱伝導率 (W/m/K) 

x1  ：ヘリウムの分圧 (MPa abs) 

x2  ：核分裂生成ガスの分圧 (MPa abs) 

η1  ：ヘリウムの粘性率 (Pa･s) 

η2  ：核分裂生成ガスの粘性率 (Pa･s) 

M1  ：ヘリウムの分子量 (-) 

M2  ：核分裂生成ガスの分子量 (-) 

S   ：Sutherland定数 

 

計算条件及び計算結果を(ﾛ)-第 B.付 3 表に示す。 
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(ﾛ)-第 B.付 3表 胴内ガスの熱伝導率計算条件及び計算結果 

項目 記号 単位 
T：温度(K) 

300 400 500 600 

熱伝導率 
ヘリウム λ1 W/(m･K) 0.1527  0.1882  0.2212  0.2523  

キセノン λ2 W/(m･K) 0.00562 0.00728 0.00881 0.01025 

モル分率 
ヘリウム x1 - 0.840    

キセノン x2 - 0.160    

粘性係数 
ヘリウム η1 μPa･s 19.93    24.29    28.36    32.21    

キセノン η2 μPa･s 23.30    30.29    36.80    42.81    

分子量 
ヘリウム M1 g/mol 4.002602 

キセノン M2 g/mol 131.293    

標準沸点 
ヘリウム Tb1 K 4.21     

キセノン Tb2 K 164.1      

混合気体の熱伝導率 λm W/(m･K) 0.0937 0.115 0.134 0.153 
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B.6.3 近接防止金網の温度評価について 

以下の考え方に基づき近接防止金網の温度を評価した。（(ﾛ)-第 B.付 2図参照） 

①近接防止金網温度に対応する規則要件は 38℃の日陰における近接可能な容器表面最高

温度を 85℃以下とすることであるから、太陽熱放射を考慮しない。 

②近接防止金網は、当該輸送容器を架台上に設置した際に近接可能な外筒領域及びトラニ

オン領域を覆うように取り付けられている。 

③近接防止金網は容器周りに垂直平板状に設けられているため、厚さを持たない板として

考える｡ 

④近接防止金網は輸送容器と周囲の自然対流を阻害しない形状とすることにより熱伝達を

干渉しないものと仮定する。したがって、近接防止金網温度を求めるために使用する輸

送容器表面の温度は一般の試験条件（人の近づきうる表面の最高評価条件）で得られた

結果を用いる。 

⑤温度を求めるに当たっては、自然対流と放射を考慮する。自然対流熱伝達率は垂直平板

の自然対流熱伝達率を用いて評価する。これらを考慮して、容器から近接防止金網への

入熱量と近接防止金網から大気への放熱量がつりあうように近接防止金網温度を定め

る｡ 

⑥容器と近接防止金網間にある空気の自然対流の評価において、容器と近接防止金網の間

の空気の温度は近接防止金網温度と容器表面温度の平均温度であるとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-第 B.付 2図  近接防止金網周りの伝熱モデル 

  

Ta 

Tave T1 

T0 

(キャスク本体) 

自然対流 

放射 放射 

自然対流 

(近接防止金網) (周囲) 
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以上より、キャスク本体から近接防止金網への入熱量 Qin及び近接防止金網から大気への放熱

量 Qoutは、それぞれ以下の式で表わされ、近接防止金網温度 Taは、Qin＝Qoutを満たす Taを求める。 

 

Qin＝h1(Tave－Ta)＋σFε{(T1＋273)4－(Ta＋273)4} 

Qout＝h0(Ta－T0)＋σε2{ (Ta＋273)4－(T0＋273)4} 

Fε＝1/{(1/ε1)＋(1/ε2)－1} 

ただし、 

Qin ：近接防止金網への入熱量 (W/m2) 

Qout ：近接防止金網から大気への放熱量 (W/m2) 

h1 ：入熱の境界膜温度における垂直平板の自然対流熱伝達率 (W/(m2・K)) 

     ((ﾛ)-第 B.付 4表参照) 

h0 ：放熱の境界膜温度における垂直平板の自然対流熱伝達率 (W/(m2・K)) 

     ((ﾛ)-第 B.付 4表参照) 

T1  ：キャスク本体外表面温度 (103 ℃) 

(キャスク本体外表面において最も温度が高いトラニオンの温度) 

Tave ：キャスク本体外表面と近接防止金網の平均温度 (℃) 

Ta  ：近接防止金網温度 (℃) 

T0 ：周囲温度 (38 ℃) 

σ ：ステファン・ボルツマン定数 (5.670367×10-8 W/(m2・K4)) 

Fε ：形態係数 

ε1 ：キャスク本体外表面の放射率 (0.8) 

ε2 ：近接防止金網の放射率 (0.33：アルミニウムの酸化面) 

 

(ﾛ)-第 B.付 4表  垂直平板の自然対流熱伝達率 

 

 

 

 

          入熱の境界膜温度：Tave 

          放熱の境界膜温度：(Ta＋T0)/2 

境界膜温度 

(℃) 

垂直平板の自然対流熱伝達率 

(W/(m2・K)) 

20 1.55ΔT1/3 

100 1.31ΔT1/3 

200 1.11ΔT1/3 
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容器表面各部位近傍に設けられた近接防止金網温度を(ﾛ)-第 B.付 5表に示す。容器表面に設

けられた近接防止金網の温度は基準値(85℃)より低い。 

 

(ﾛ)-第 B.付 5表  近接防止金網の温度評価結果 

評 価 条 件 (℃) 評価結果 (℃) 

キャスク本体外表面温度 (T1) 周囲温度 (T0) 近接防止金網温度 (Ta) 

103 38 66 
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2. 一般の試験条件におけるガス漏えい率 

一般の試験条件におけるガス漏えい率は、漏えい試験における許容漏えい率 LRt に基づい

て求める。 

(1) 漏えい試験における許容漏えい率 

密封解析の設計基準として設定した許容漏えい率 LRtは、輸送容器の三次蓋の被検査部

の漏えい率として(ﾛ)-第 C.2 表に示す値とする。なお、表中の各項目の添え字の 0 は、

漏えい試験条件を示す。 

 

(ﾛ)-第 C.2表 許容漏えい率及び漏えい試験条件 

項目 
密封境界 

（三次蓋及びリリーフバルブカバープレート） 

LRt：許容漏えい率(ref cm3/s) 2×10-3          

圧力条件 
Pu,0：上流側圧力(MPa･abs) 0.760           

Pd,0：下流側圧力(MPa･abs) 0.101（大気圧） 

T0：温度(K) 298.15           

Lu,0：漏えい試験時のガス漏えい率 

(cm3/s at Pu,0、T0) 
     2.66×10-4 

 

(2) 一般の試験条件におけるガス漏えい率 

密封装置の漏えい孔径は、許容漏えい率に基づいて、以下の漏えい計算式により求め

る。なお、(1)～(6)式中の添え字の i は試験条件を表し、i=0：漏えい試験条件、i=1：

一般の試験条件を表す。 

  















iu,

ia,
id,iu,im,ic,u

P

P
PPFFL

i,
 2) ・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 

ここで、 

Lu,i  ：圧力 Pu,iにおける漏えい率 (cm3/s at Pu,i、Ti) 

Fc,i  ：連続流の流動伝導係数 (cm3/(MPa・s)) 

ii

4
i

ic,
μa

D

128

π
F   2)3)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 

Fm,i  ：自由分子流の流動伝導係数 (cm3/(MPa・s)) 

i,ai

i3
i

0
im,

Pa

M

T
D

6

2πR
F   2)3)  ・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 

Pu,i  ：上流側の圧力 (MPa) 

Pd,i  ：下流側の圧力 (MPa) 
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 id,iu,ia, PP
2

1
P    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4) 

Pa,i  ：流れの平均圧力 (MPa) 

ただし、 

Di  ：漏えい孔径 (cm) 

ai  ：漏えい孔長 (cm) 

μi ：粘性係数 (MPa・s) 

R0  ：気体定数 (8.3144598×107 erg/(mol・K)) 4) 

Ti  ：流体の温度 (K) 

M  ：流体の分子量 

また、漏えい試験条件において、Lu,i は次式で与えられる。 
















siu,

is
RTu

TP

TP
LL i,  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 

ここで、 

LRt ：許容漏えい率(2箇所) (ref cm3/s) 

Ps  ：基準圧力 (0.101 MPa) 

Ts  ：基準温度 (298.15 K) 

 

一般の試験条件におけるガス漏えい率は、漏えい孔が漏えい試験時の漏えい孔径を維

持するとして、上記の漏えい計算式により求める。 

また、次式により上記のガス漏えい率（Lu,i）を 25 ℃、0.101 MPa（1 atm）の標準状

態における漏えい率 Lx,iに換算する。 













is

siu,
iu,ix,

TP

TP
LL   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(6) 

 

一般の試験条件におけるガス漏えい率を(ﾛ)-第 C.3表に示す。 
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C.5 結果の要約及びその評価 

密封解析の評価結果は以下に示すとおりであり、輸送容器の密封性能は規則及び告示に定

められる BM型輸送物に係る技術上の基準に適合する。 

 

1. 密封装置 

輸送容器の主な密封装置は、胴、三次蓋及びリリーフバルブカバープレートで構成されて

いる。この密封装置は、一般及び特別の試験条件に対して十分な強度を有し、また、ガスケッ

トの密封機能が損なわれることはない。 

 

2. 一般の試験条件 

(1) 放射性物質の漏えい 

輸送物は一般の試験条件では負圧を維持するため、放射性物質の環境への漏えいはな

いが、三次蓋－胴内圧力が大気圧上限値まで上昇し、その後大気圧下限値の環境下に置

かれたとしても、一般の試験条件における放射性物質の漏えい率と基準値との比率の合

計は最大 9.68×10-5であり、放射性物質の漏えい率は基準値 A2値×10-6/hを満足する。 

 

(2) 密封装置の加圧 

密封装置の加圧は、主に密封装置の内部ガスの温度上昇による。A.5に示したようにこ

の加圧により密封機能が損なわれるような変形は生じない。 

 

3. 特別の試験条件 

特別の試験条件における放射性物質の漏えい率と基準値との比率の合計は最大 2.45×10-5

であり、放射性物質の漏えい率は基準値 A2値/weekを満足する。 
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D. 遮蔽解析 

D.1 概要 

本輸送容器の主要なガンマ線遮蔽材は、(ｲ)-第 C.5図及び(ｲ)-第 C.6図に示すとおり、

側部方向には胴及び外筒の炭素鋼であり、軸方向には胴（底部）及び蓋の炭素鋼等であ

る。主要な中性子遮蔽材は、側部方向の胴と外筒間のレジンであり、軸方向の底部及び

蓋部のレジンである。また、側部方向の胴及び外筒の炭素鋼、軸方向の胴（底部）及び

蓋の炭素鋼等もその役目をする。 

線源としては核分裂生成物、アクチノイドによる線源及び構造材の放射化による線源

を考えた。線源強度は、ORIGEN2.2UPJ コード 1) 及び放射化計算式により連続照射を仮定

して求めた。また、ORIGEN2.2UPJ コードによる線源強度計算で用いるライブラリは、

ORIGEN2.2UPJ コード内蔵の PWRU50 及び PWRU のデータを使用した。 

一般の試験条件下及び特別の試験条件下においては、想定される輸送容器及び収納物

の状態を考慮して線量当量率を評価した。 

線量当量率の計算には、DOT3.5 コード 2) を用いた。また、線量当量率評価で用いる断

面積ライブラリは、JENDL-3.3 に基づく断面積ライブラリ MATXSLIB-J33（以下、

「MATXSLIB-J33」という。）のデータ 3) を使用した。 

これらの計算から得られた線量当量率は、規則及び告示で定められた基準を満足する。 

 

D.2 線源仕様 

線源強度の計算に用いる燃焼度、照射日数、初期濃縮度及び冷却日数を(ﾛ)-第 D.1 表

に示す。 

線源強度の計算は(ﾛ)-第 D.1 表に示した平均比出力で連続照射したものとして行っ

た｡ 

なお、バーナブルポイズン集合体は中央部 12 体に挿入されているものとした。 

(ﾛ)-第 D.2 表に燃料集合体の種類と型式ごとの線源強度を示す｡(ﾛ)-第 D.2 表より、燃

料有効部ガンマ線源強度及び燃料有効部中性子源強度が高い 17×17 燃料 48,000MWd/t

型（Ａ型）を収納した場合を対象として遮蔽解析を実施した。 
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D.2.1 ガンマ線源 

1. 燃料有効部のガンマ線源 

燃料有効部のガンマ線源は、核分裂生成物及びアクチノイドによるものである。ガン

マ線源強度の計算は、ORIGEN2.2UPJ コードを用いて行った。計算においては、付属書類

D.6.1 に示す軸方向の燃焼度分布を考慮した。 

燃料有効部のエネルギーごとのガンマ線源強度を(ﾛ)-第 D.3 表に示す。 
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(ﾛ)-第 D.3表 燃料有効部のエネルギーごとのガンマ線源強度 

（輸送物 1 基当たり） 

エネルギー 

群数 

平均エネルギー 

（MeV） 

燃料有効部 （photons/s） 

中央部 外周部 合計 

1 0.01 1.433×1016 1.337×1016 2.770×1016 

2 0.025 2.888×1015 2.710×1015 5.599×1015 

3 0.0375 3.729×1015 3.445×1015 7.174×1015 

4 0.0575 2.903×1015 2.725×1015 5.628×1015 

5 0.085 1.636×1015 1.528×1015 3.165×1015 

6 0.125 1.581×1015 1.445×1015 3.027×1015 

7 0.225 1.363×1015 1.275×1015 2.637×1015 

8 0.375 5.802×1014 5.452×1014 1.125×1015 

9 0.575 2.481×1016 2.278×1016 4.759×1016 

10 0.85 1.142×1015 1.003×1015 2.145×1015 

11 1.25 7.743×1014 6.784×1014 1.453×1015 

12 1.75 2.373×1013 2.089×1013 4.463×1013 

13 2.25 1.395×1010 1.289×1010 2.684×1010 

14 2.75 6.962×109 5.818×109 1.278×1010 

15 3.5 6.777×108 5.046×108 1.182×109 

16 5.0 2.157×108 1.477×108 3.634×108 

17 7.0 2.487×107 1.703×107 4.190×107 

18 9.5 2.857×106 1.957×106 4.814×106 

合計 5.576×1016 5.152×1016 1.073×1017 
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2. 放射化線源 

燃料集合体構造材の放射化によるガンマ線源のうち、容器外部の線量当量率に寄与す

るものは、構造材中に含まれる 59Co の（n,γ）反応により生じる 60Co が大部分である。 

60Co の放射化線源強度は次式を用いて求めた。 

A＝Noσφ{1-exp(-λT1)}×exp(-λT2) 

ここで､ 

A :放射化核種（60Co）の放射能（Bq） 

No :ターゲット核種（59Co）の個数（atoms） 

σ :2200 m/s の中性子による 59Co の（n,γ）反応断面積（cm2） 

    （37.2 barn＝37.2×10-24 cm2） 4) 

φ :炉内照射熱中性子束（n/（cm2･s））(注) 

λ :60Co の崩壊定数（3.6001×10-4/日） 

T1 :照射日数（日） 

T2 :冷却日数（日） 

線源強度の計算にあたって、燃料集合体構造材のガンマ線源強度は、上部ノズル部、

上部プレナム部、燃料有効部、下部プレナム部及び下部ノズル部の 5 領域に分けて求め

る。 

60Co の放射化線源強度計算結果を(ﾛ)-第 D.4 表に示す。 

なお、60Coは 1崩壊で 1.17MeVと 1.33MeVのガンマ線を 1個ずつ放出するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)炉設計コードによる炉心計算で求められた軸方向炉内中性子束分布の典型例により放射化

評価部位での熱中性子束を求めた。 
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(ﾛ)-第 D.4表 燃料集合体構造材の放射化によるガンマ線源強度 

（輸送物 1 基当たり） 

モデル化領域 
燃料集合体構造材の線源強度（60Co TBq） 

中央部 (注) 外周部 合計 

上部ノズル部 
9.676×100 

（5.339×100） 

4.046×100 

 

1.372×101 

（5.339×100） 

上部プレナム部 
4.126×101 

（6.583×100） 

3.235×101 

 

7.361×101 

（6.583×100） 

燃料有効部 
3.356×102 

（1.939×102） 

1.322×102 

 

4.678×102 

（1.939×102） 

下部プレナム部 6.278×100 5.857×100 1.214×101 

下部ノズル部 1.288×101 1.201×101 2.489×101 

(注)燃料集合体構造材及びバーナブルポイズン集合体の放射化によるガンマ

線源強度の合計値（（ ）内はバーナブルポイズン集合体の放射化によるガ

ンマ線源強度） 
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D.2.2 中性子源 

燃料中には中性子源となるアクチノイドが生成される。これらの核種から中性子が発

生する反応は、自発核分裂及び（α,n）反応である。一次中性子源強度の計算は、

ORIGEN2.2UPJ コードを用いて行った。計算においては、付属書類 D.6.1 に示す軸方向の

燃焼度分布を考慮した。 

体系の増倍効果を考慮した全中性子源強度（Ns）は次式で求めた。 

Ns＝No/(1-keff) 

ここで、 

No ：輸送物 1 基当りの一次中性子源強度 

keff ：使用済燃料を収納した場合の輸送物の実効増倍率 

ここでは乾燥状態において使用済燃料を収納した場合の輸送物の keff を考慮した。 

解析に用いた中性子源強度を(ﾛ)-第 D.5 表に示す。 

上記の中性子源強度のうち大部分は、244Cm の自発核分裂線源及び増倍による 235U 及び

239Pu の核分裂線源であり、（α,n）反応による線源はわずかである。 

そこで、計算に用いる線源のエネルギースペクトルは、線源強度に支配的な核分裂線

源のうち最もスペクトルが硬い 239Pu の核分裂スペクトルとした。計算に使用する 239Pu

の核分裂スペクトルを(ﾛ)-第 D.6 表に示す。 

 

(ﾛ)-第 D.5表 中性子源強度 

（輸送物 1 基当たり） 

 
燃料有効部 

中央部 外周部 合計 

一次中性子源強度 

No 

（n/s） 

（α,n）反応 9.369×107 7.472×107 1.684×108 

自発核分裂 4.909×109 3.360×109 8.269×109 

合計 5.003×109 3.435×109 8.437×109 

輸 送 物 の 実 効 増 倍 率                

keff (注) 
0.30 

全 中 性 子 源 強 度                

Ns（n/s） 
7.147×109 4.907×109 1.205×1010 

 

(注)ORIGEN2.2UPJ コードにより、燃焼に伴う核分裂性物質の減少及びポイズンとなる核分

裂生成物の生成量を求め、これらを考慮した核種組成を用いて臨界解析に示す手法と

同一手法（KENO-Ⅵコード）により評価して得られた値である。 
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(ﾛ)-第 D.6表 中性子源スペクトル（1/5） 

エネルギー群数 上限エネルギー（eV） スペクトル (注) 

1 1.964×107 0.0 

2 1.733×107 7.107×10—6 

3 1.691×107 7.117×10—6 

4 1.649×107 2.368×10—5 

5 1.568×107 3.835×10—5 

6 1.492×107 2.686×10—5 

7 1.455×107 3.351×10—5 

8 1.419×107 4.165×10—5 

9 1.384×107 5.111×10—5 

10 1.350×107 1.392×10—4 

11 1.284×107 1.018×10—4 

12 1.252×107 1.017×10—4 

13 1.221×107 2.917×10—4 

14 1.162×107 4.082×10—4 

15 1.105×107 5.613×10—4 

16 1.051×107 7.571×10—4 

17 1.000×107 1.002×10—3 

18 9.512×106 1.303×10—3 

19 9.048×106 1.668×10—3 

20 8.607×106 2.101×10—3 

21 8.187×106 2.608×10—3 

22 7.788×106 3.191×10—3 

23 7.408×106 3.853×10—3 

24 7.047×106 4.592×10—3 

25 6.703×106 1.708×10—3 

26 6.592×106 3.698×10—3 

27 6.376×106 6.293×10—3 

28 6.065×106 7.243×10—3 

29 5.770×106 8.251×10—3 

30 5.488×106 9.302×10—3 

31 5.221×106 1.039×10—2 

32 4.966×106 1.151×10—2 

33 4.724×106 1.263×10—2 

34 4.493×106 2.859×10—2 

35 4.066×106 3.286×10—2 

(注)239Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 の中性子 175 群構造に 

振り分けたものである。 
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(ﾛ)-第 D.6表 中性子源スペクトル（2/5） 

エネルギー群数 上限エネルギー（eV） スペクトル (注) 

36 3.679×106 3.674×10—2 

37 3.329×106 1.965×10—2 

38 3.166×106 2.042×10—2 

39 3.012×106 2.108×10—2 

40 2.865×106 2.165×10—2 

41 2.725×106 2.214×10—2 

42 2.592×106 2.252×10—2 

43 2.466×106 1.517×10—2 

44 2.385×106 3.833×10—3 

45 2.365×106 3.812×10—3 

46 2.346×106 7.657×10—3 

47 2.307×106 1.535×10—2 

48 2.231×106 2.310×10—2 

49 2.123×106 2.312×10—2 

50 2.019×106 2.305×10—2 

51 1.921×106 2.290×10—2 

52 1.827×106 2.267×10—2 

53 1.738×106 2.236×10—2 

54 1.653×106 2.200×10—2 

55 1.572×106 2.160×10—2 

56 1.496×106 2.115×10—2 

57 1.423×106 2.059×10—2 

58 1.353×106 2.010×10—2 

59 1.287×106 1.947×10—2 

60 1.225×106 1.892×10—2 

61 1.165×106 1.827×10—2 

62 1.108×106 3.460×10—2 

63 1.003×106 1.367×10—2 

64 9.616×105 1.834×10—2 

65 9.072×105 1.502×10—2 

66 8.629×105 1.437×10—2 

67 8.209×105 1.372×10—2 

68 7.808×105 1.309×10—2 

69 7.427×105 1.247×10—2 

70 7.065×105 1.186×10—2 

(注)239Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 の中性子 175 群構造に 

振り分けたものである。 
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(ﾛ)-第 D.6表 中性子源スペクトル（3/5） 

エネルギー群数 上限エネルギー（eV） スペクトル (注) 

71 6.721×105 1.127×10—2 

72 6.393×105 1.070×10—2 

73 6.081×105 1.014×10—2 

74 5.784×105 9.605×10—3 

75 5.502×105 9.086×10—3 

76 5.234×105 8.591×10—3 

77 4.979×105 1.576×10—2 

78 4.505×105 1.401×10—2 

79 4.076×105 6.397×10—3 

80 3.877×105 6.017×10—3 

81 3.688×105 1.097×10—2 

82 3.337×105 9.670×10—3 

83 3.020×105 1.040×10—3 

84 2.985×105 3.887×10—4 

85 2.972×105 7.998×10—4 

86 2.945×105 2.159×10—3 

87 2.873×105 4.115×10—3 

88 2.732×105 7.463×10—3 

89 2.472×105 3.378×10—3 

90 2.352×105 3.160×10—3 

91 2.237×105 2.955×10—3 

92 2.128×105 2.763×10—3 

93 2.024×105 2.581×10—3 

94 1.926×105 2.411×10—3 

95 1.832×105 2.254×10—3 

96 1.742×105 2.100×10—3 

97 1.657×105 1.964×10—3 

98 1.576×105 1.828×10—3 

99 1.500×105 1.709×10—3 

100 1.426×105 1.590×10—3 

101 1.357×105 1.485×10—3 

102 1.291×105 1.384×10—3 

103 1.228×105 1.287×10—3 

104 1.168×105 1.202×10—3 

105 1.111×105 2.653×10—3 

(注)239Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 の中性子 175 群構造に 

振り分けたものである。 
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(ﾛ)-第 D.6表 中性子源スペクトル（4/5） 

エネルギー群数 上限エネルギー（eV） スペクトル (注) 

106 9.804×104 2.219×10—3 

107 8.652×104 7.446×10—4 

108 8.250×104 5.458×10—4 

109 7.950×104 1.324×10—3 

110 7.200×104 7.861×10—4 

111 6.738×104 1.744×10—3 

112 5.656×104 6.216×10—4 

113 5.248×104 8.958×10—4 

114 4.631×104 7.457×10—4 

115 4.087×104 8.384×10—4 

116 3.431×104 2.982×10—4 

117 3.183×104 3.831×10—4 

118 2.850×104 1.659×10—4 

119 2.700×104 1.020×10—4 

120 2.606×104 1.347×10—4 

121 2.479×104 6.373×10—5 

122 2.418×104 6.142×10—5 

123 2.358×104 1.712×10—4 

124 2.188×104 2.461×10—4 

125 1.931×104 3.741×10—4 

126 1.503×104 2.577×10—4 

127 1.171×104 7.100×10—5 

128 1.060×104 1.066×10—4 

129 9.119×103 1.222×10—4 

130 7.102×103 8.411×10—5 

131 5.531×103 5.787×10—5 

132 4.307×103 2.564×10—5 

133 3.707×103 1.416×10—5 

134 3.355×103 1.219×10—5 

135 3.035×103 1.050×10—5 

136 2.747×103 4.685×10—6 

137 2.613×103 4.348×10—6 

138 2.485×103 7.778×10—6 

139 2.249×103 6.696×10—6 

140 2.035×103 1.294×10—5 

(注)239Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 の中性子 175 群構造に 

振り分けたものである。 
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(ﾛ)-第 D.6表 中性子源スペクトル（5/5） 

エネルギー群数 上限エネルギー（eV） スペクトル (注) 

141 1.585×103 8.896×10—6 

142 1.234×103 6.116×10—6 

143 9.611×102 4.204×10—6 

144 7.485×102 2.890×10—6 

145 5.830×102 1.986×10—6 

146 4.540×102 1.365×10—6 

147 3.536×102 9.385×10—7 

148 2.754×102 6.450×10—7 

149 2.145×102 4.433×10—7 

150 1.670×102 3.047×10—7 

151 1.301×102 2.094×10—7 

152 1.013×102 1.439×10—7 

153 7.889×101 9.893×10—8 

154 6.144×101 6.799×10—8 

155 4.785×101 4.673×10—8 

156 3.727×101 3.201×10—8 

157 2.902×101 2.218×10—8 

158 2.260×101 1.517×10—8 

159 1.760×101 1.043×10—8 

160 1.371×101 7.168×10—9 

161 1.068×101 4.925×10—9 

162 8.315×100 3.385×10—9 

163 6.476×100 2.327×10—9 

164 5.044×100 1.599×10—9 

165 3.928×100 1.099×10—9 

166 3.059×100 7.657×10—10 

167 2.382×100 5.087×10—10 

168 1.855×100 3.568×10—10 

169 1.445×100 2.452×10—10 

170 1.125×100 1.686×10—10 

171 8.764×10—1 1.158×10—10 

172 6.826×10—1 7.961×10—11 

173 5.316×10—1 5.472×10—11 

174 4.140×10—1 1.060×10—10 

175 1.000×10—1 1.427×10—11 

(注)239Pu の核分裂スペクトルを MATXSLIB-J33 の中性子 175 群構造に 

振り分けたものである。 
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D.3 モデル仕様 

D.3.1 解析モデル 

遮蔽解析モデルは二次元（R-Z）モデルとし、トラニオンのない方向の断面をモデル

化した。 

各試験条件下におけるモデル化は以下に示す条件を考慮した。 

 

1. 通常輸送時及び一般の試験条件下 

通常輸送時及び一般の試験条件下の解析モデルは、一般の試験条件下において 0.3 m

落下における緩衝体の変形を考慮すること以外は同一とし、以下の条件とした。 

解析モデルを(ﾛ)-第 D.1 図に示す。 

① 胴内での燃料集合体の軸方向の移動を考慮し、安全側に蓋方向、底部方向に移動し

たモデルとした。 

② 緩衝体は、安全側に空気に置き換え、距離のみ考慮した。 

③ 各部寸法はノミナル値とし、寸法公差は密度係数として考慮した。 

④ 蓋部中性子遮蔽材、側部中性子遮蔽材及び底部中性子遮蔽材については保守側の仮

定として、中性子遮蔽材の 2.5 ％の質量減損を考慮した。 

⑤ 燃料はバスケットと均質化した。ただし、上部ノズル部の上側についてはバスケッ

ト上端より露出するため、バスケットと均質化しない。 

⑥ バスケットの外周部は均質化した。 

⑦ バーナブルポイズン集合体の物性値は安全側に考慮しないモデルとした。 

 

本輸送容器では、上部、下部トラニオンが燃料有効部近傍にあり、中性子ストリーミ

ング箇所となっている。この箇所は上述のモデルに含まれないため、頭部及び底部モデ

ルの当該部近傍の線束を用いて、トラニオン部を模擬したモデルとの線束接続計算によ

り解析を行った。トラニオン部モデルを(ﾛ)-第 D.2 図に示す。 
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2. 特別の試験条件下 

特別の試験条件下における解析モデルは一般の試験条件下の場合と次の点で異なる。

解析モデルを(ﾛ)-第 D.3 図に示す。 

 

① 熱解析の結果では耐火試験により蓋部中性子遮蔽材、側部中性子遮蔽材、底部中性

子遮蔽材及びトラニオン部中性子遮蔽材が著しく焼損することはないが、安全側に

その密度が半分に減少するものとした。 

② 1 m 貫通試験により外筒、側部中性子遮蔽材が部分的に変形することが考えられる

ので、安全側に貫通すると仮定して外筒、側部中性子遮蔽材に貫通孔を模擬した。 

③ 落下試験により緩衝体は大幅に変形するので、無視するものとした。 

 







 

(ﾛ)-D-22 

D.3.2 解析モデル各領域における原子個数密度 

遮蔽解析に用いた均質化領域の構成物質体積比を(ﾛ)-第 D.7 表に示す｡また､遮蔽

解析に用いた各領域の原子個数密度を (ﾛ)-第 D.8 表に､各部位の材料密度と密度

係数を(ﾛ)-第 D.9 表に示す｡ 
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D.4 遮蔽評価 

輸送物の外部の指定場所でガンマ線線量当量率、中性子線量当量率を評価するために

使用した基本手法とコードについて以下に説明する。 

 

1. 基本手法 

遮蔽計算はガンマ線、中性子ともに DOT3.5 コードを用いて行った。 

線束から線量当量率への変換係数は ICRP Pub.74 5) の 1 cm 線量当量率変換係数に基

づく MATXSLIB-J33 の中性子 175 群、ガンマ線 42 群構造に対する値を用いた。 

 

2. 計算結果 

各モデルにおける主要部位でのガンマ線線量当量率及び中性子線量当量率の計算結果

を(ﾛ)-第 D.4 図､(ﾛ)-第 D.5 図及び(ﾛ)-第 D.10 表～(ﾛ)-第 D.12 表に示す。 

ここでは、頭部、側部及び底部の各エリアにおいて、輸送物表面及び表面から 1 m で

線量当量率が最大となる位置での線量当量率の合計値及びその内訳を記載している｡ 

また､(ﾛ)-第 D.10表及び(ﾛ)-第 D.11表に示すように一般の試験条件下に置かれた輸送

物表面の最大線量当量率は、著しく増加することはない。 
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 (ﾛ)-第 D.10表 通常輸送時の線量当量率 

（単位：μSv/h） 

(注)0.1 未満の値は 0.1 として合計に考慮した。 

評価点 

頭部 

側部 

底部 

軸方向 径方向 
径方向 

（トラニオン部） 
径方向 

径方向 

（トラニオン部） 
軸方向 

① ③a ③b ⑤ ⑦a ⑦b ⑨ 

表
面 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 ＜0.1 ＜0.1 8.0 100.7 5.9 5.4 6.0 

構造材放射化 0.2 0.6 103.0 25.9 15.0 13.4 35.9 

二次ガンマ線 0.2 1.1 5.7 25.7 4.4 4.8 4.6 

中性子 41.7 389.3 753.8 45.1 258.6 1108.3 25.2 

合計 42.2 391.1 870.5 197.4 283.9 1131.9 71.7 

評価点 ② ④a ④b ⑥ ⑧a ⑧b ⑩ 

表
面
か
ら
１
ｍ 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 ＜0.1 22.5 22.6 44.8 25.8 25.1 2.6 

構造材放射化 ＜0.1 20.1 20.9 12.5 14.6 12.8 14.8 

二次ガンマ線 ＜0.1 5.4 5.4 10.4 5.8 5.7 1.7 

中性子 20.9 24.5 34.0 18.4 15.2 26.3 15.8 

合計 21.2 72.5 82.9 86.1 61.4 69.9 34.9 
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(ﾛ)-第 D.11表 一般の試験条件下の線量当量率 

（単位：μSv/h） 

評価点 

頭部 

側部 

底部 

軸方向 径方向 
径方向 

（トラニオン部） 
径方向 

径方向 

（トラニオン部） 
軸方向 

①’ ③a ③b ⑤ ⑦a ⑦b ⑨’ 

表
面 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 0.5 ＜0.1 8.0 100.7 5.9 5.4 1.5 

構造材放射化 0.6 0.6 103.0 25.9 15.0 13.4 2.2 

二次ガンマ線 0.4 1.1 5.7 25.7 4.4 4.8 1.2 

中性子 43.3 389.3 753.8 45.1 258.6 1108.3 93.9 

合計 44.8 391.1 870.5 197.4 283.9 1131.9 98.8 

(注)0.1 未満の値は 0.1 として合計に考慮した。 
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(ﾛ)-第 D.12表 特別の試験条件下の線量当量率 

（単位：μSv/h） 

評価点 

頭部 

側部 

底部 

軸方向 径方向 
径方向 

（トラニオン部） 
径方向 

径方向 

（トラニオン部） 
軸方向 

⑪ ⑫a ⑫b ⑬ ⑭a ⑭b ⑮ 

表
面
か
ら
１
ｍ 

ガ
ン
マ
線 

燃料有効部 ＜0.1 44.1 44.3 137.1 50.6 48.8 8.3 

構造材放射化 0.3 37.9 38.2 36.5 28.5 24.1 50.1 

二次ガンマ線 0.5 12.0 11.9 21.7 13.1 12.9 6.9 

中性子 77.2 135.4 143.9 681.3 132.3 142.1 116.9 

合計 78.1 229.4 238.3 876.6 224.5 227.9 182.2 

(注)0.1 未満の値は 0.1 として合計に考慮した。 
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D.5 結果の要約及びその評価 

通常輸送時、一般及び特別の試験条件下の遮蔽解析条件の要約を(ﾛ)-第 D.13 表に示

す｡ 

また､計算から得られた最大線量当量率の要約は(ﾛ)-第 D.14 表に示すとおりであり、

規則及び告示で定められた基準を満足する。 

 

(ﾛ)-第 D.13表 遮蔽解析条件の要約 

      条件 

項目 
通常輸送時 一般の試験条件下 特別の試験条件下 

線源 
軸方向の移動を考慮し、頭部方向評価モデルでは蓋方向に、底部

方向評価モデルでは底方向に移動した状態を模擬した。 

遮 

蔽 

体 

本体 胴、蓋、外筒、中性子遮蔽材 

同左 

ただし、外筒、側部

中性子遮蔽材（レジ

ン）の貫通孔を考慮。 

また、中性子遮蔽材

密度については半分

とする。 

緩衝体 
空気に置換し、距離

のみ考慮 

変形を考慮した上で、

空気に置換し、距離の

み考慮 

無視 
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(ﾛ)-第 D.14表 最大線量当量率の要約 

      部位 

項目 

輸送物表面 

（μSv/h） 

表面から 1 m 

（μSv/h） 

頭部 
側部 

底部 頭部 
側部 

底部 

軸方向 径方向 径方向 軸方向 軸方向 径方向 径方向 軸方向 

通常輸送時           

ガンマ線 0.5 116.7 152.3 23.6 46.5 0.3 48.9 67.7 43.6 19.1 

中性子 41.7 753.8 45.1 1108.3 25.2 20.9 34.0 18.4 26.3 15.8 

合計 42.2 870.5 197.4 1131.9 71.7 21.2 82.9 86.1 69.9 34.9 

一般の試験条件下      

 
ガンマ線 1.5 116.7 152.3 23.6 4.9 

中性子 43.3 753.8 45.1 1108.3 93.9 

合計 44.8 870.5 197.4 1131.9 98.8 

特別の試験条件下 

 

     

ガンマ線 0.9 94.4 195.3 85.8 65.3 

中性子 77.2 143.9 681.3 142.1 116.9 

合計 78.1 238.3 876.6 227.9 182.2 

基準値   

通常輸送時 2000 100 

一般の試験条件下 2000 － 

特別の試験条件下 － 10000 
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D.6.2 中性子遮蔽材の構成元素の原子個数密度と製造時の確認 

(ﾛ)-第 D.8 表に記載の解析に用いる中性子遮蔽材の構成元素の原子個数密度は、中

性子遮蔽材の元素組成と、製品仕様としての中性子遮蔽材の密度、水素及び B4C 含有

量の最低値から算出した。 

製造時には、中性子遮蔽材の元素組成については、中性子遮蔽材が所定の銘柄又は

その相当品であることを確認し、中性子遮蔽材の密度、水素及び B4C 含有量について

は、サンプルによる中性子遮蔽材の密度測定記録及び成分分析記録を確認する。 
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E. 臨界解析 

E.1 概要 

本輸送容器のバスケットは、断面形状が中空状であるアルミニウム合金製のバスケット

プレートで構成された格子構造であり、個々の燃料集合体が輸送容器の所定の位置に収納

される。また、バスケットプレートと中性子吸収材を併せて配置することで臨界を防止す

る構造としている。 

本輸送容器は燃料集合体を収納後、内部水が排出され、さらに真空乾燥が行われる。ま

た、密封性能を有した複数の蓋を有しており、核分裂性輸送物に係る一般及び特別の試験

条件下においても胴内に水が浸入することはない。したがって、胴内を告示第 25 条第 1 号

のただし書きに記載されている「浸水及び漏水を防止する特別な措置が講じられた部分」

とし、胴内を水で満たさない条件で臨界解析を行うこととする。 

本臨界解析では、核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下における輸送容器及び燃料集

合体の変形を考慮し、境界条件として完全反射を仮定することにより、以下の条件より厳

しい評価とする。 

① 通常輸送時 

② 輸送物を孤立系の条件に置く場合 

③ 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いた輸送物を孤立系の条件に置く場合 

④ 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いた輸送物を孤立系の条件に置く場合 

⑤ 核分裂性輸送物に係る一般の試験条件の下に置いた輸送物を配列系の条件に置く場合 

⑥ 核分裂性輸送物に係る特別の試験条件の下に置いた輸送物を配列系の条件に置く場合 

臨界解析には、SCALE コードシステム 1) を用い、中性子実効増倍率（keff）の計算は多

群モンテカルロ法による KENO-Ⅵコード 1) を用いて行った。その結果、keffは標準偏差（σ）

の 3倍を加えても十分未臨界である。 

したがって、本輸送物は上記①～⑥のいずれの条件においても未臨界である。 

 

E.2 解析対象 

E.2.1 収納物 

本輸送容器には PWR燃料集合体を 24体収納する。 

本輸送容器に収納する燃料集合体の型式と仕様は(ｲ)-第 A.1表に示したとおりであり、

17×17 燃料を全数収納した場合の臨界解析を実施する。臨界解析の対象燃料は、中性子

実効増倍率が最も大きくなる 17×17 燃料 48,000MWd/t 型（Ａ型）とする。燃料集合体の

仕様を(ﾛ)-第 E.1表に示す。 

本輸送容器に収納する燃料集合体は照射済のものであるが、235U 濃縮度は未照射のまま

の減損していない値をとり、安全側の仮定とする。また、燃料集合体には可燃性毒物と

してガドリニウムを添加した燃料棒が含まれる場合があるが、ガドリニウムの存在を無
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視する。さらに、燃料集合体はバーナブルポイズン集合体を挿入した状態で収納される

場合があるが、バーナブルポイズン集合体を無視する。 

また、核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下における燃料集合体の変形を考慮し、

輸送容器に収納される全燃料集合体について支持格子 1スパン間の燃料棒ピッチの変化を

仮定する。燃料棒ピッチ変化の中性子実効増倍率への影響を確認するため、燃料棒ピッ

チが変形前のピッチである場合に加えて、燃料棒ピッチが最小（燃料棒直径と等しい）

の場合及び燃料棒がバスケット格子内で均一に拡がった場合について評価する。(ﾛ)-第

E.1図にピッチ変化部位の燃料モデルを示す。 

 

 

(ﾛ)-第 E.1表 臨界解析に用いる燃料集合体の仕様 

項 目 単位 

17×17燃料 

48,000MWd/t型 

Ａ型 

燃 料 材 質 ― 二酸化ウラン 

被 覆 管 材 質 ― ジルカロイ-4 

燃 料 密 度 ％理論密度 95 

燃 料 棒 直 径 cm 0.95 

ペ レ ッ ト 直 径 cm 0.819 

被 覆 管 肉 厚 cm 0.057 

燃 料 有 効 長 cm 364.8 

燃 料 棒 配 列 ― 17×17 

燃料集合体当たりの 

燃 料 棒 数 
本 264 

燃 料 棒 ピ ッ チ cm 1.26(注 1) 

燃 料 集 合 体 の 幅 cm 21.42(注 2) 

初 期 濃 縮 度 wt％ 4.2  

(注 1) 燃料棒ピッチ変化なしの場合 

(注 2)（燃料棒ピッチ）×（燃料棒配列数）を臨界解析上の集合体の幅とする。 
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(ﾛ)-第 E.1図 燃料モデル（ピッチ変化部位） 

 

 

E.2.2 輸送容器 

輸送容器の形状は､(ｲ)-第 C.2図等に示すとおりである｡ 

本輸送容器は(ﾛ)章 A.9 に示すとおり核分裂性輸送物に係る一般の試験条件下において、

臨界評価に影響する構造物の形状変化は生じない。 

また、核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下において、臨界評価に影響するものと

して、外筒が 1 m貫通試験により損傷し、熱的試験において側部中性子遮蔽材のレジンの

一部が焼損するが、臨界解析では中性子遮蔽材を無視している。 

 

E.2.3 中性子吸収材 

(ｲ)-第 C.14 図にバスケットの構造を示す。 

バスケットプレートは、アルミニウム合金製であり、ほう素添加アルミニウム合金製

の中性子吸収材が併せて配置される。ほう素添加アルミニウム合金の原子個数密度を

E.3.2に示す。 

核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下において、バスケットプレートは変形しない

ため、中性子吸収材の配置に変化はない。 

バスケット格子 

燃料棒ピッチ＝最小（燃料棒直径）   燃料棒ピッチ＝変化なし      燃料棒ピッチ＝均一拡大 
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E.3 モデル仕様 

E.3.1 解析モデル 

(ﾛ)-第 E.2図に臨界解析モデルを示す。解析モデルは安全側の評価となるよう以下の条

件を考慮した。 

・輸送物が無限に配列している体系とする。 

・中性子遮蔽材を無視する。 

・緩衝体及び三次蓋を無視する。 

・中性子実効増倍率が最大となるように、バスケットプレート板厚、バスケットプ

レート内幅、中性子吸収材板厚及びバスケット格子内のりの公差を考慮する。 

・バスケット格子内の燃料集合体は、中性子実効増倍率が最大となるように配置する。

（燃料棒ピッチを拡大しない場合） 

・支持格子 1 スパン間の燃料棒ピッチの変化を考慮する。 

・安全側に胴内には 5000 cm3の水が均一に分散していると仮定する。 

・バスケットプレート及び中性子吸収材は、中性子の吸収が小さくなるように、実在

する部分は燃料有効部に相当する部分のみと仮定し、それ以外の部分は無視する。 
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E.4 未臨界評価 

E.4.1 計算条件 

1. 収納物 

解析の対象とした(ﾛ)-第 E.1表に示す燃料仕様は E.2.1に示すとおり中性子実効増倍率が

最も大きくなる仕様である。 

核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下における燃料集合体の変形を考慮し、支持格子 1

スパン間の燃料棒ピッチを縮小及び拡大させている。 

なお、中性子実効増倍率が最大となるように、バスケット格子内の燃料集合体配置を考

慮している。（燃料棒ピッチを拡大しない場合） 

 

2. 輸送容器 

本臨界解析では、安全側に緩衝体及び三次蓋が存在しないモデルとし、輸送容器の外側

で完全反射境界条件とする。 

また、胴内には核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下においても浸水はないため水が

存在しないが、安全側に浸水量を仮定し、水は胴内に均一に存在するものとする。 

 

3. 中性子吸収材 

本臨界解析では、中性子吸収材に含まれるほう素添加量を仕様上の下限値としている。

また、胴内中性子束が小さいのでほう素添加アルミニウム合金が使用期間中に中性子を吸

収して効果を失うことはない。 

 

E.4.2 核燃料輸送物への水の浸入等 

輸送物への水の浸入等に関しては次のとおりである。 

・(ﾛ)章 A.9 に示したように核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下においても密封装

置の健全性及び二次蓋の防水性能は保たれるので、輸送物内部への水の浸入はない。

ただし、臨界解析モデルでは 15 m 浸漬における浸水量に基づいて安全側に胴内の水

量を 5000 cm3とし、この水が均一に分散していると仮定した。 

・本臨界解析では緩衝体を無視し、輸送容器の外側で完全反射境界条件としているの

で、輸送物の配列変化による接近により中性子実効増倍率がより大きくなることは

ない。 

・燃料集合体は最も中性子実効増倍率が大きくなるようにバスケット格子内に配置し

ているので、収納物の再配列により中性子実効増倍率がより大きくなることはない。 

・本臨界解析では輸送容器の外側で完全反射境界条件としているので、水中又は雪中

への浸漬によって中性子実効増倍率がより大きくなることはない。 

・本臨界解析では胴内の水量を上述のように仮定しているので、温度変化の水密度へ

の影響はなく、中性子実効増倍率への影響はない。 
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・浸水及び漏水を防止する特別な措置に係る品質管理及び取扱いについては、E.7.1 に

示す。 

 

E.4.3 計算方法 

臨界計算には、米国オークリッジ国立研究所で、原子力関連許認可評価用に開発され

た SCALE 1) （Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation）コードシス

テムを用いた。中性子実効増倍率の計算には、KENO-Ⅵコードを用いた。各領域の群定数

計算には共鳴処理コード BONAMI、CENTRM 及び PMC を用い、核データライブラリは SCALE

コードシステムの内蔵ライブラリデータの一つである ENDF/B-Ⅶに基づく 252 群断面積ラ

イブラリを用いた。計算の流れを(ﾛ)-第 E.3 図に示す。本計算コードを用い、(ﾛ)-第 E.2

図のモデルに対して臨界計算を行った。 

 

E.4.4 計算結果 

臨界解析の結果を(ﾛ)-第 E.3表に示す。本計算は通常輸送時並びに核分裂性輸送物に係

る一般及び特別の試験条件下に置かれた輸送物の孤立系及び配列系の各状態と比較して

安全側の計算であり、中性子実効増倍率（keff）は標準偏差（σ)の 3 倍を加えても十分

未臨界である。 

 

(ﾛ)-第 E.3表 臨界計算結果 

項目 keff σ keff＋3σ 

燃料棒ピッチ最小 0.38706 0.00013 0.38745 

燃料棒ピッチ変化なし 0.38666 0.00013 0.38704 

燃料棒ピッチ均一拡大 0.38646 0.00015 0.38689 
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(ﾛ)-第 E.3図 臨界計算の流れ 

 

種 類 

濃 縮 度 

燃料集合体

仕 様 

輸 送 物 仕 様 

構  造（寸法、公差） 

材  料 

燃料集合体収納体数 

中 性 子 

断 面 積 

ライブラリ 

ENDF/B-Ⅶに基づく 

252 群断面積 

ライブラリ 

輸 送 物 

臨界解析条件 

内部水密度 

燃料集合体収納配置 

輸送物配列 

共鳴計算 共鳴処理コード（BONAMI、CENTRM、PMC） 

臨界解析コード（KENO-Ⅵ） 

評価項目 中性子実効増倍率 

評 価 中性子実効増倍率 0.95 以下 

臨界解析 

解析モデル 臨界解析モデル 
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E.6 結果の要約及びその評価 

本輸送容器のバスケットは、断面形状が中空状であるアルミニウム合金製のバスケット

プレートで構成された格子構造であり、個々の燃料集合体が輸送容器内部の所定の位置に

収納される。また、バスケットプレートと中性子吸収材を併せて配置することで臨界を防

止する構造としている。 

本輸送物の臨界解析は、通常輸送時並びに核分裂性輸送物に係る一般及び特別の試験条

件下に置かれた輸送物の孤立系及び配列系のいずれの条件より厳しい条件で行い、結果は

十分未臨界であった。したがって、上記のいずれの条件においても未臨界が維持される。 
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E.7 付属書類 

E.7.1 輸送容器の品質管理及び輸送前の密封性能の確認 

本輸送容器については、保安規定に基づく品質マネジメントシステムにより品質管理

が行われ、参考に示すように、製作中及び製作完了時に十分な検査が行われる。また、

(ﾊ)章に示す保守により性能が維持される。 

輸送前には、(ﾊ)章に示すように発送前検査において三次蓋及び二次蓋の気密漏えい試

験が実施され密封性能が確認される。 

 

E.7.2 胴内の浸水量 

本輸送容器は燃料集合体を収納後、内部水が排出され、さらに真空乾燥が行われる。

また、A.9.2の 2.に示すように、核分裂性輸送物に係る特別の試験条件下においても、輸

送容器の三次蓋及び二次蓋は密封性能を維持し、二重の防水機能が維持されるため、胴

内が水で満たされることはない。しかし、ここでは仮想的に、胴内への浸水としては、

浸漬試験において胴内に浸入する水を仮定する。 

本輸送容器の防水機能である三次蓋及び二次蓋の密封性能は(ﾛ)-第 E.付 1 表に示すと

おりである。胴内への浸水量を、三次蓋の密封性を安全側に無視して、二次蓋に対して

15 m浸漬の水圧がかかったとして評価する。 

(ﾛ)章 C に示した手法により二次蓋のガスケットからの浸水率を求めた結果を(ﾛ)-第 E.

付 2表に示す。1ヶ月間の浸水量は 2000 cm3程度である。 

上記の 15 m 浸漬における浸水量に基づいて安全側に胴内の水量としては 5000 cm3を考

慮し、この水が均一に分散していると仮定した。 

 

 

(ﾛ)-第 E.付 1表 防水機能の密封性能 

部位 
漏えい率 

(ref cm3/s) 
備考 

三次蓋 1×10-3 気密漏えい試験の基準値 

二次蓋 5×10-3 

核分裂性輸送物に係る特別の試

験条件の影響を考慮した金属ガ

スケットの漏えい率 3) 
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E.7.3 取扱い時の臨界解析 

輸送物の取扱い時においては、胴内に水が満たされる。ここでは、胴内に水が満たさ

れる場合の臨界解析を行う。 

1. 解析モデル 

(ﾛ)-第 E.付 1 図に臨界解析モデルを示す。解析モデルは安全側の評価となるよう以下の

条件を考慮した。 

・輸送物が無限に配列している体系とする。 

・中性子遮蔽材を無視する。 

・緩衝体及び三次蓋を無視する。 

・中性子実効増倍率が最大となるように、バスケットプレート板厚、バスケットプ

レート内幅、中性子吸収材板厚及びバスケット格子内のりの公差を考慮する。 

・バスケット格子内の燃料集合体は、中性子実効増倍率が最大となるように配置する。 

・胴内には水が存在するものとする。 

・バスケットプレート及び中性子吸収材は、実在する部分は燃料有効部に相当する部

分のみと仮定し、それ以外の部分は水に置き換える。 

 

本臨界解析で用いた輸送物各領域の構成物質の原子個数密度を(ﾛ)-第 E.付 3表に示す。 

輸送物の中性子実効増倍率を最も大きく評価するために、胴内の水の密度は 1.O g/cm3と

した。 
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2. 計算方法 

臨界計算には、E.4.3と同様に SCALEコードシステムを用いた。 

 

3. 計算結果 

(ﾛ)-第 E.付 4 表に臨界計算の結果を示す。本計算は E.4.4 に示した臨界計算結果より中

性子実効増倍率（keff）が大きくなるが、標準偏差（σ）の 3倍を加えても十分未臨界であ

る。 

 

(ﾛ)-第 E.付 4表 臨界計算結果 

 keff σ keff＋3σ 

24体収納時 0.91053 0.00045 0.91187 
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F. 核燃料輸送物の経年変化の考慮 

本輸送容器は、使用済燃料乾式貯蔵施設における貯蔵後の輸送にも用いられる。ここで

は、使用予定期間（60 年）中の輸送容器の構成部材及び収納物の経年変化について、(ﾛ)

章の安全解析で考慮する事項について示す。 

 

F.1 考慮すべき経年変化要因 

本核燃料輸送物において想定される使用条件（使用予定期間 60 年及び使用予定回数 10

回）を踏まえ、輸送容器の構成部材及び収納物に対して考慮すべき経年変化の要因を以

下に示す。 

(1) 熱的劣化 

高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・クリープ・その他物性値

の変化及び質量減損 

(2) 放射線照射による劣化 

中性子照射による材料組成・材料組織の変化及び強度・弾性・延性・脆性・その他

物性値の変化 

(3) 化学的劣化 

全面腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学的反応及び燃料被覆管材料におけ

る水素吸収・酸化 

(4) 疲労による劣化 

繰返し荷重の作用による疲労破壊 

 

F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価 

(1) 経年変化の考慮の必要性の評価条件 

「F.1」において抽出した経年変化要因を踏まえ、経年変化の考慮の必要性について以

下の考えで評価した。 

 

a. 使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送物の各構成部材については、長

期間の貯蔵に供した後、1 回の事業所外運搬により再処理工場に輸送されるケース

と、再利用により短期間の貯蔵と輸送を最大 10 回繰り返すケースを考慮して、使

用予定期間中に想定される最大の温度、累積照射量、負荷の繰返し回数を用いて経

年変化の影響を評価した。 

 

b. 輸送時のみに使用される三次蓋・緩衝体の構成部材については、以下のとおり評価

した。なお、EPDM 製の三次蓋 O リングは、輸送の都度交換する部材であるため、

評価から除外している。 
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・ 三次蓋については、上記の使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送物

の構成部材と同様に評価した。 

・ 緩衝材については、使用済燃料の輸送実績から想定される輸送容器が通常使用

される条件での緩衝材の温度評価、及び過去に使用済燃料の輸送に供された輸

送容器から採取した木材の試験結果を基に評価した。放射線照射による劣化、化

学的劣化については、上記の使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送

物の構成部材と同様に評価した。 

 

ここで、使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送物の各構成部材に係る熱的

劣化については、(ﾛ)-第 F.1 表に示すとおり貯蔵時及び輸送時（一般の試験条件下の太

陽熱放射ありの条件）の最高温度のうち高い温度が 60年間継続する際の影響を評価する。 

 

(2) 経年変化の考慮の必要性の評価結果 

収納物の経年変化考慮の必要性を評価した結果を(ﾛ)-第 F.2 表に示す。また、輸送容

器の構成部材のうち使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送容器の構成部材で

あるキャスク本体、バスケット、一次蓋及び二次蓋の経年変化考慮の必要性を評価した

結果を(ﾛ)-第 F.3 表に、輸送時のみに使用される三次蓋及び緩衝体の経年変化考慮の必

要性を評価した結果を(ﾛ)-第 F.4 表に示す。なお、疲労による劣化については、別途(ﾛ)

章 A「構造解析」の A.4.4.2 において取扱時に荷重が負荷される上部トラニオンの、

A.5.1.4 において内圧変化による荷重が負荷される三次蓋及び三次蓋ボルトの疲労評価

を実施し、使用計画回数は許容繰返し回数を十分下回っていることを確認している。よ

って、繰返し荷重に伴う疲労による劣化の影響はない。 

 

(ﾛ)-第 F.2 表から(ﾛ)-第 F.4 表に示す評価結果に基づき、(ﾛ)章では、バスケット（ア

ルミニウム合金）、中性子遮蔽材（レジン）及び金属ガスケットの経年変化を考慮する。 
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(ﾛ)-第 F.1表  使用予定期間中（60年）継続して使用される輸送物の各構成部材における 

貯蔵時及び輸送時の最高温度の比較 

構成部材 
最高温度（℃） 

貯蔵時 輸送時 

燃料被覆管 219 206 

胴（本体部） 137 121 

胴（フランジ部） 112 111 

胴（底板） 147 133 

一次蓋 109 110 

一次蓋ボルト 110 109 

二次蓋 99 105 

二次蓋ボルト 101 105 

外筒 129 114 

下部端板 129 115 

蓋部中性子遮蔽材カバー 106 108 

底部中性子遮蔽材カバー 126 117 

トラニオン 132 118 

バスケット 191 177 

伝熱フィン 131 115 

金属ガスケット 109 109 

中性子遮蔽材（蓋部、底部、側部） 136 127 
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(ﾛ)-第 F.2 表  収納物の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（1/2） 

収納物 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

燃料被覆管 

(ジルカロイ) 

熱 クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水

素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある 1)。 

クリープひずみの進行については、予測式に基づく累積クリープひずみが 1 ％以下となるよう制限することで防

止できる 1)ことが示されており、後述する燃料被覆管中の水素化物再配向を防止する基準以内では、クリープひずみ

が 1 ％を超えることはない。 

照射硬化の回復については、国内の軽水炉で照射された PWR 燃料の燃料被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果

では、硬化の回復のしきい値は 300 ℃近傍 1)であり、しきい値以下であれば照射硬化の回復の可能性は小さく、燃

料被覆管の温度を制限することにより防止できる。 

燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉で照射された PWR 燃料の燃料被覆管を用いた水素化物

再配向試験及び機械的特性試験の結果、被覆管の周方向機械的特性が低下しない燃料被覆管の温度が 275 ℃以下、

周方向応力が 100 MPa 以下 1)と求められており、燃料被覆管温度と周方向応力を上記基準以内に制限することによ

って、機械的特性の劣化を防止できる。 

上記に示すとおり、燃料被覆管中の水素化物再配向を防止することにより、他の発生も同時に防ぐことができる。

使用予定期間中の燃料被覆管の最高温度及び最高温度における周方向応力は、219 ℃及び 86 MPa で水素化物再配向

を防止する基準以内であることから、熱による経年変化を考慮する必要はない。 
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(ﾛ)-第 F.2 表  収納物の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（2/2） 

収納物 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

燃料被覆管 

(ジルカロイ) 

照射 使用予定期間中の累積中性子照射量が 1.5×1015 n/cm2であり、炉内の中性子照射量（1021～1022 n/cm2）に対して

十分低いことから、放射線照射による影響は無視し得る 1)。 

化学 応力腐食割れについては、燃料ペレットの温度上昇による腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転

中に燃料ペレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する

化学的雰囲気となっていない 1)。なお、腐食性雰囲気の整った条件下での応力腐食割れ試験でジルコニウム合金の応

力腐食割れのしきい応力は 200 MPa であり、使用済燃料貯蔵時の応力はこれに比べて十分低い 1)。 

また、残留水分が 10 wt％以下の不活性ガス雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視し得るほど小

さい 2)ため、燃料被覆管の健全性に影響はない。 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（1/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

胴 

一次蓋 

二次蓋 

(炭素鋼) 

一次蓋ボルト 

二次蓋ボルト 

(ニッケルクロ

ムモリブデン

鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（147 ℃）は、上記の

中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（300 ℃以下）である。また、設計用強

度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要はな

い。 

照射 中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中性

子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 5.9×1014 n/cm2 であることから照射脆

化の影響はない。 

化学 輸送容器の使用済燃料を閉じ込める空間は、使用済燃料収納時にその空間を真空乾燥するとともに、不活性ガスで

あるヘリウムを適切に封入し、使用済燃料を貯蔵する設計としている。一方で、炭素鋼は、淡水に完全に浸漬した条

件においても腐食速度は十分に小さいことが示されている 6)。したがって、残留水分（10 wt％）を考慮しても腐食

の影響はない。また、使用済燃料貯蔵時の温度条件において、仮に燃料破損率 1 ％相当の燃料棒内ガスの存在を考

慮しても、腐食の影響はない 7)。 

一次蓋と二次蓋の間の空間部（以下「蓋間空間」という。）には不活性ガスであるヘリウムを適切に封入し、不活

性雰囲気が維持されるため、腐食の影響はない。また、中性子遮蔽材（レジン）に接する部材には中性子遮蔽材の熱

的劣化により水分が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため腐食の影

響はない。なお、大気に触れる部分については、塗装等の防錆措置により腐食を防止する。 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（2/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

バスケットプ

レート 

バスケットサ

ポート 

(アルミニウム

合金) 

中性子吸収材 

（ほう素添加

アルミニウム

合金） 

熱 アルミニウム合金は、高温環境下では組織変化による強度低下（過時効の効果含む）が考えられる。加えて、高温

環境下で応力が長期作用する場合はクリープによる変形が考えられる。このため、上記影響を考慮することとし、貯

蔵開始時の温度（191 ℃）が 60 年間継続する際の材料特性を反映した設計用強度・物性値 8) を基に、構造解析を実

施する。なお、貯蔵時にバスケットプレートに発生する応力は 1 MPa 未満と小さく、使用予定期間中のバスケットプ

レートのクリープ変形量は無視し得る。 

照射 アルミニウム合金は、中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 8)ことが示

されており、最も中性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1.5×1015 n/cm2

であることから照射脆化の影響はない。また、ほう素添加アルミニウム合金については、中性子吸収材中のほう素の

使用予定期間中の減損割合は 10-5程度であり、無視し得るほど小さいため、臨界防止機能への影響はない。 

化学 バスケットが置かれた空間は、使用済燃料収納時にその空間を真空乾燥するとともに、不活性ガスであるヘリウム

を適切に封入する設計としている。したがって、不活性雰囲気が維持されるため、残留水分（10 wt％）を考慮して

も腐食の影響はない 2)、7)。 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（3/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

トラニオン 

(析出硬化系ス

テンレス鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（132 ℃）は、上記の

中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（280 ℃以下）である。また、設計用強

度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要はな

い。 

照射 中性子照射量が 1017 n/cm2 オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中

性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 5.9×1014 n/cm2であることから照射

脆化の影響はない。 

化学 トラニオンの内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱的劣化により水分が生じる。ここで、

淡水中におけるステンレス鋼は不動態膜を形成するため、全面腐食の程度が不動態膜のない炭素鋼と比較して小さ

く、また、塩化物を含む環境であれば局部腐食が問題となるが 10)、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素

及び塩化物が連続的に供給されないため腐食の影響はない。 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（4/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

外筒及び蓋部

中性子遮蔽材

カバー 

(炭素鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（129 ℃）は、上記の

中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（300 ℃以下）である。また、設計用強

度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要はな

い。 

照射 中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中性

子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は外筒では 3.3×1012 n/cm2、また、蓋部

中性子遮蔽材カバ―では 5.9×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

化学 外筒の内面及び蓋部中性子遮蔽材カバーの内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱的劣化

により水分が生じる。一方、炭素鋼の腐食速度は、水中に溶存した酸素濃度に比例して増大するが 10)、中性子遮蔽

材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため腐食の影響はない。また、蓋間空間には不活性ガス

であるヘリウムを封入し、蓋部中性子遮蔽材カバーの外面は不活性雰囲気が維持されるため、腐食の影響はない。 

なお、外筒の外面については、塗装等の防錆措置により腐食を防止する。 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（5/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

下部端板 

底部中性子遮

蔽材カバー 

(ステ ンレ ス

鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（129 ℃）は、上記の

中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（280 ℃以下）である。また、設計用強

度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要はな

い。 

照射 中性子照射量が 1017 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中性

子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 8.2×1013 n/cm2 であることから照射脆

化の影響はない。 

化学 内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱的劣化により水分が生じる。ここで、淡水中にお

けるステンレス鋼は不動態膜を形成するため、全面腐食の程度が不動態膜のない炭素鋼と比較して小さく、また、塩

化物を含む環境であれば局部腐食が問題となるが 10)、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供

給されないため腐食の影響はない。 

中性子遮蔽材 

(レジン) 

熱 高温環境下では含有する水分が放出されることによる質量減損が生じることが考えられる。このため、上記影響を

考慮することとし、貯蔵開始時の温度（136 ℃）が 60 年間継続する際の質量減損量を基に遮蔽解析を実施する。 

照射 中性子照射量が 1015 n/cm2オーダーまでは、顕著な質量減損は見られないことが示されており 11)、12)、最も中性子

照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1.6×1014 n/cm2であることから照射脆化

の影響はない。 

化学 熱的影響に併せて記載 
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(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価（7/7） 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

伝熱フィン 

(銅) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（131 ℃）は、上記の

中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（170 ℃以下）である。また、設計用強

度・物性値が規定 18)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

照射 中性子照射量が 1016 n/cm2 オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 19)ことが示されており、最も中

性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1.6×1014 n/cm2であることから照射

脆化の影響はない。 

化学 銅の電極電位は炭素鋼に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である 10) ことから、銅は腐食することはなく、炭

素鋼が選択的に腐食される。また、中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱的劣化により水分が生

じるが、酸化鉄の生成により酸素の拡散障壁が形成されること、及び中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素

が連続的に供給されないことから、腐食の影響はない。 

伝熱フィン並びに胴及び外筒の接合部において、異種金属接触により胴及び外筒の腐食が促進される可能性があ

るが、閉鎖環境かつ淡水環境では、銅が接続された鋼の腐食速度が鋼単独の場合と同程度になる 20) ことが示されて

いる。また、中性子遮蔽材の熱的劣化により生じる水分量は限定的であることに加え、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖

環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、異種金属接触による接合部への腐食促進の影響は小さく、腐食の影

響はない。 
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(ﾛ)-第 F.4 表  輸送時のみに使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価(1/2) 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

三次蓋 

(ス テ ン レ ス

鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（103 ℃）は、上記

の中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（280 ℃以下）である。また、設計用

強度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要は

ない。 

照射 中性子照射量が 1017 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中

性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1×1014 n/cm2 を下回ることから照射

脆化の影響はない。 

化学 耐食性に優れたステンレス鋼を使用するため、実用上問題となる腐食は生じない。 

三次蓋ボルト 

緩衝体ボルト 

(ニッケルクロ

ムモリブデン

鋼) 

熱 高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによる変形が考えられるが、最高温度（103 ℃）は、上記

の中で最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のない範囲（300 ℃以下）である。また、設計用

強度・物性値が規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認しているため、熱的劣化を考慮する必要は

ない。 

照射 中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中

性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1×1014 n/cm2 を下回ることから照射

脆化の影響はない。 

化学 メッキ処理等の防錆措置を実施するため、実用上問題となる腐食は生じない。 
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(ﾛ)-第 F.4 表  輸送時のみに使用される輸送容器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価(2/2) 

構成部材 

（材料） 

経年変化

要因 

経年変化の考慮の必要性の評価 

緩衝材 

(木材) 

熱 高温環境下では熱による強度低下が考えられ、木材温度が 200 ℃に達すると木材の熱分解が進む 21)との文献が確

認できたものの、直接参照できる文献は乏しい状況にある。一方で、緩衝材として木材が広く使用されていること

を踏まえ、本輸送容器を含め現在国内事業者が使用又は使用予定の輸送容器について、これまでの実輸送時の条件

をもとに収納物による設計上の最大入熱を考慮した輸送容器の緩衝材の平均温度を評価した結果、約 40～70 ℃程

度であること、使用済燃料輸送実績のある輸送容器を廃棄する際に採取した木材の圧潰強度及び密度測定の結果、

木材の衝撃吸収性能は健全であり、性能劣化はなかったことから、これまでの実績と同様の使用環境であれば、木

材の熱的劣化は生じないと考えられる（注）。 

なお、輸送に際しては、都度、輸送容器の使用履歴を蓄積し、輸送前に、輸送容器の使用履歴、収納物の発熱量

及び輸送時に想定される環境温度を踏まえ、木材温度が、概ね実績のある温度の範囲内であることを確認した後に

輸送を行う。 

照射 中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特性変化は見られない 22)ことが示されており、最も中

性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照射量は 1×1013 n/cm2を下回ることから照射

脆化の影響はない。 

化学 緩衝材の充填空間はステンレス鋼製のカバープレートに覆われた閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されない

ため、腐朽しない。 

（注）参考資料：第 12 回輸送容器及び使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器に関する審査会合（令和 4 年 4 月 25 日） 資料１別紙「緩衝材（木材）

の熱的劣化について」 
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PG  ：温度 t の空気の分圧（MPa） 

V

R0
0G

V

VV

273.1520

273.15t
PP







  

P0  ：大気圧（0.101325 MPa） 

t  ：一般または特別の試験条件における中性子遮蔽材温度（℃） 

V  ：中性子遮蔽材部の全容積（m3） 

VR0  ：初期の中性子遮蔽材の体積（m3） 

VV  ：温度ｔの空気の体積（m3） 

  3R0V 20tα1VVV   

α  ：温度ｔの中性子遮蔽材の熱膨張係数（m/m℃） 

一般の試験条件及び特別の試験条件における中性子遮蔽材部圧力の計算条件及

び計算結果を(ﾛ)-第 F.5 表に示す。なお、特別の試験条件において、側部中性子遮

蔽材部の圧力は可溶栓によって開放される。 
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b. 遮蔽解析における質量減損 

使用予定期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率の評価を行い、経年劣化を考慮

した原子個数密度を遮蔽解析に用いている。 

質量減損率は、劣化パラメータにより次式で表される。 

19.2E105.69Δw p
-4 

 11) 

ここで、 

Δw：中性子遮蔽材の質量減損率（％） 

Ep  ：劣化パラメータ 

  tln77.6TEp   

T  ：中性子遮蔽材温度（K） 

t  ：中性子遮蔽材加熱時間（h） 

 

貯蔵中は、使用済燃料の崩壊熱量の低下に伴い、中性子遮蔽材の温度も低下する

が、使用予定期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率算定においては、保守的に貯

蔵開始直後の中性子遮蔽材の最高温度が使用予定期間にわたり一定として質量減

損率を算定する。使用予定期間初期の中性子遮蔽材の最高温度を(ﾛ)-第 F.6 表に示

す。 

上記を基にすれば、使用予定期間経過後の劣化パラメータは、温度の高い底部中

性子遮蔽材で約 38000 となり、質量減損率は約 2.0 ％と算定される。遮蔽解析で

はこれを切り上げて 2.5 ％の質量減損があるとして評価する。 

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は水が支配的であり、水よりも水素含有

率が高いガス成分はわずかである 12)、23)～25)。したがって、遮蔽解析においては、

中性子の遮蔽性能を安全側に設定するため、中性子遮蔽材の質量減損の成分を全て

水とし、この質量減損分を遮蔽体として無視している。 

 

(ﾛ)-第 F.6表 使用予定期間初期の中性子遮蔽材の最高温度(注) 

蓋部（℃） 側部（℃） 底部（℃） 

109 133 136 

(注)最高温度の主な算出条件を以下に示す。 

  ・キャスクの貯蔵方式：縦置き貯蔵 

  ・環境温度：50℃ 

  ・キャスクのピッチ：3.5 m 
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(3) 金属ガスケット 

a. 金属ガスケットの横ずれ／口開き量と漏洩率の関係性 

高温で長期間使用する金属ガスケットについては、構造解析において、これまで

の知見に基づき経年変化を考慮した金属ガスケットの横ずれ基準値を設定する。 

金属ガスケットについては、貯蔵後の輸送時密封性能に関する要素試験として、

静的口開き試験、静的横ずれ試験、動的口開き試験、動的横ずれ試験が実施されて

いる。当試験では静的口開きと横ずれが同時に発生した場合に、(ﾛ)-第 F.1 図に示

す輸送時の基準漏えい率を確保するための横ずれ量と有効復元量（許容口開き量）

の相関関係が得られている 7) 。また、落下試験を想定した動的横ずれと漏えい率

の関係についてまとめられ、(ﾛ)-第 F.2 図に示す統計誤差を考慮した安全側の評価

線が示されている 26) 。 

本輸送容器で使用する金属ガスケットは上述の試験に用いられたものと、外被、

内被及びコイルスプリングの材料は同等であり、断面径も 10 mm と等しい。また、

貯蔵終了時（使用予定期間（60 年））のラーソン・ミラー・パラメータ（LMP）は

7340 であり、上述の試験に用いられた試験体の LMP 7375 を下回っているので、上

述の試験以上の密封性能が期待できる。ただし、本輸送容器で使用する金属ガスケ

ットのフープ径は上述の試験の約 10 倍であるので、漏えい率は試験における漏え

い率の 10 倍として評価する。 

上述の試験に基づき、核分裂性輸送物に係る特別の試験条件に対しては、十分な

防水機能が得られる密封性能（5×10-3 ref cm3/s）となるよう、構造解析の基準値

を、横ずれ量と有効復元量（許容口開き量）の関係より静的横ずれに対して 3 mm、

動的横ずれと漏えい率の関係より動的横ずれに対して 3 mm と設定した。 

 

b. 漏水量評価に使用する二次蓋金属ガスケットの密封性能 

構造解析において、a.で定めた基準を満たすことを確認できたことから、核分裂

性輸送物に係る特別の試験条件における二次蓋金属ガスケットの密封性能を

5×10-3 ref cm3/s と設定し、ロ章 E 臨界解析 E.7 にて胴内の浸水量を評価した。 



 

(ﾛ)-F-20 

 

 

(ﾛ)-第 F.1図 静的横ずれ変位と口開き変位が同時に起こった場合の許容量推定図 7) 

（基準漏えい率に対する有効復元量） 

 



 

 

(ﾛ)
-F-21 

 

(注 1)試験データのばらつき（3σ）を考慮して設定した漏えい率評価のための上限 

(注 2)元図に横ずれ 3 mm のときの漏えい率読み取り補助線等を追記 

 

(ﾛ)-第 F.2図 金属ガスケット動的横ずれの整理 26) 

 

(注 1) (注 2) 

5×10-5 
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(ﾛ)章 G    外運搬規則及び外運搬告示に対する適合性の評価 
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規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 3 条 

  第 2 項 

 

  第 3 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

該当しない｡ 

 

輸送容器の構成部材及び収納物の経年変化を以

下のとおり考慮した上で、第 6 条の技術上の基準

に適合していることを確認している。 

a. 本輸送物に想定される使用状況及びそれに

伴い考慮すべき経年変化の要因は以下のとお

り。 

(1) 使用状況 

構内輸送、貯蔵（保管）、再処理工場への輸送

の用途で、使用予定年数を 60 年、使用予定回

数を 10 回と想定する。 

(2) 経年変化の要因 

熱的劣化、放射線照射による劣化、化学的劣化

及び疲労による劣化とする。 

 

b. 「a.」を踏まえ、経年変化の考慮の必要性及

び考慮の方法について、以下のとおり評価し

た。 

(1) 熱的劣化については、貯蔵又は輸送時にお

ける除熱解析結果（最高温度評価結果）を基

に評価した結果、安全解析において以下の構

成部材の熱的劣化を考慮することとした。 

・バスケット（アルミニウム合金）については、

高温環境下では組織変化による強度低下（過

時効の効果含む）が考えられるため、貯蔵開

始時の温度が 60 年間継続する際の材料特性

を反映した設計用強度・物性値を基に強度評

価を行う。 

・中性子遮蔽材（レジン）については、高温環

境下では含有する水分が放出されることに

よる質量減損が考えられるため、貯蔵開始時

の温度が 60 年間継続する際の質量減損量を

評価した結果、約 2.0％となったことから、

遮蔽解析では、保守的に 2.5％の質量減損を

考慮する。 

 

 

 

(ﾛ)-F 
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規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 3 条 

  第 3項 

 

 

 

・金属ガスケット（アルミニウム／ニッケル基

合金）については、高温環境下ではリラクゼ

ーションによる落下時の密封性能低下が考

えられるため、貯蔵開始時の温度が 60 年間

継続する際の密封性能の低下を考慮しても

保証できる漏えい率を用いて 15 m 浸漬にお

ける 1 か月間の浸水量を評価した結果、約 2

リットルとなったことから、臨界解析では、

保守的に 5 リットルの浸水を考慮する。 

また、緩衝材として用いる木材については、実

輸送時における緩衝材の温度及び使用済燃料

輸送実績のある輸送容器を廃棄する際に採取

した木材の試験結果より、これまでの実績と同

様の使用環境であれば、木材の熱的劣化は生じ

ないと考えられる。 

その他の部材については、最高温度がクリープ

による変形を考慮する必要のない温度以下で

ある等の理由により安全解析において考慮す

べき経年変化は生じない。 

(2) 放射線照射による劣化については、中性子

照射による強度、弾性、脆化等の機械的性質

への影響が考えられるが、使用予定期間中の

累積照射量が機械的特性変化を考慮する必要

のない照射量に比べて小さい等の理由により

安全解析において考慮すべき経年変化は生じ

ない。 

(3) 化学的劣化に関しては、腐食による強度の

低下が考えられるが、不活性ガス雰囲気下に

ある、又は酸素が連続的に供給されない閉鎖

環境下にある等の理由により安全解析におい

て考慮すべき経年変化は生じない。 

(4) 疲労による劣化に関しては、繰返し荷重の

作用による疲労破壊が考えられるが、荷重の

作用回数が許容繰返し回数を大きく下回るた

め安全解析において考慮すべき経年変化は生

じない。 
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規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

 

 

 

(BM 型輸送物に

係る技術上の

基準) 

第 6 条第 1 号 

 

 

 

（第 5 条第 1 号） 

 

 

（第 4 条第 1 号） 

 

 c. 以上より、安全解析においては、上記で抽出

されたバスケット（アルミニウム合金）、中性

子遮蔽材（レジン）及び金属ガスケットの熱的

劣化による影響を考慮した評価を実施し、第 6

条の技術上の基準に適合していることを確認

した。 

 

 

 

後述のとおり第 5条第 1号～第 8号までに定める

基準に適合している｡ただし､第 6 号に定められ

る要件は該当しない｡ 

 

後述のとおり第 4 条第 1 号～第 5 号、第 8 号及び

第 10 号に定める基準に適合している｡ 

 

本輸送物は､以下に示すように容易に､かつ、安全

に取扱うことができる｡ 

 a. 輸送物は､キャスク本体にトラニオンがあ

り､吊上げ､吊下しは専用吊具を用い､クレー

ンを使用して容易に行える｡また､輸送物は

専用の輸送架台を用いて車輌又は船舶に強

固に積付けられる等､安全に取り扱えるもの

である｡ 

 b. 輸送物の吊上装置であるトラニオンは、公式

を用いた計算により、取扱時を考慮して安全

係数を 3 とし、収納物の最大収納体数を考慮

した輸送物の吊上げ荷重の負荷時にも設計

降伏点を下回るよう設計しており､急激な吊

上げに耐えられるものである｡ 

 c. 輸送物には、トラニオンを除いて輸送物を吊

上げるおそれのある吊手はない｡ 

また､輸送物は、専用吊具によって容易に､

かつ､安全に取り扱うことができる｡ 

d. 輸送物の表面は滑らかに仕上げており、雨水

が溜らない構造となっている。 
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規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

（第 4 条第 2 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本輸送物は、以下に示すように運搬中に予想され

る温度（-20℃～38℃）及び内圧の変化､振動等に

より､き裂､破損等の生じるおそれはない｡ 

a. 運搬中に予想される輸送物各部の最低温度

は一律-20℃とし、最高温度は一般の試験条

件の熱的試験と同様に周囲温度 38 ℃及び

太陽放射熱を保守的に連続で負荷した条件

の下で、軸方向燃焼度分布を考慮した上で、

収納物の崩壊熱量の最大値に裕度を見た

18.1 kW として輸送物各部の温度を ABAQUS

コードを用いて解析評価している。収納物

の最高温度は 206 ℃であり､制限温度 275℃

より低いため、燃料被覆管の機械的特性に

影響はない｡ 

本輸送物の主要な中性子遮蔽材であるレジ

ンの温度は 127 ℃であり､使用可能温度

149 ℃より低いため､遮蔽性能が低下する

ことはない｡また､二次蓋金属ガスケット温

度は 105 ℃であり､金属ガスケットの使用

可能温度 130 ℃より低く、三次蓋 O リング

温度は 103℃であり、O リングの使用可能温

度 150℃より低いため､密封性能が低下する

ことはない｡ 

b. 運搬中に予想される温度の変化に対して、輸

送物は周囲温度-20℃～38℃の温度の範囲に

おいて、各部品の熱膨張に伴う寸法変化は十

分小さく、部品同士の干渉が生じないため、

き裂、破損等の生じるおそれはない。また、

発生する熱応力に対しても、耐える強度をも

つことから、構造健全性は維持される。 

c. 運搬中に予想される内圧の変化に対して、輸

送物の運搬中に予想される最大内圧は胴内

圧が 0.078MPa、一二次蓋間が 0.39MPa、二三

次蓋間が 0.253MPa であり、構造解析ではそ

の圧力条件を上回る差圧を胴内、一二次蓋空

間及び二三次蓋空間に設定した条件で、熱応 
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規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

（第 4 条第 2 号） 

 

 力を含めた各部の応力を ABAQUS コードを用

いて解析評価している。また、中性子遮蔽材

充填空間においても温度上昇に伴う圧力上

昇を考慮している。運搬中の温度変化により

予想される容器本体各部の温度差による熱応

力や内圧の変化による荷重が負荷されても各

部が設計応力強さ等基準値を下回り、構造健

全性が維持され、き裂、破損等の生じるおそ

れはない｡また、三次蓋の口開き変形量は Oリ

ングの初期締め付け代より小さく、密封性を

損なうことはない。 

 d. 本輸送物の胴内は､真空置換によりヘリウム

を充填するため残留水はなく､水の放射線分

解によってガスが発生しないため､内圧を高

めることはなく､密封性を損なうことはな

い｡ 

 e. 三次蓋は輸送時の振動等により緩まないよ

う､三次蓋ボルトにより強固に締付けられて

おり､運搬中の温度及び内圧の変化を考慮し

ても､開くことはない｡また､輸送物のキャス

ク本体と三次蓋の接合部の密封境界には O

リングを設けており､密封を保っている｡ 

 f. 固縛装置であるトラニオンは､公式を用いた

計算により、輸送物最大重量を考慮したうえ

で、輸送中発生する上下及び前後方向加速度

2 g 並びに左右方向加速度 1 g の負荷時にも

設計降伏点を下回るように設計されている

ため、構造健全性は維持される｡また､本輸送

物は固有振動数(215 Hz)と輸送による振動

数(10 Hz)の差が大きく､励振力による輸送

物の応答増幅の影響はなく、輸送中の振動に

よる荷重は 0.3m 落下事象に包絡される。よ

って、輸送物は予想される振動等によって、

き裂、破損等の生じるおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-B.4.4 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.4.7､ 

(ﾛ)-A.5.1､ 

(ﾛ)-C.2.4 

 

 

 

(ﾛ)-A.4.5､ 

(ﾛ)-A.4.7 

 

 



 

(ﾛ)-G-7 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

（第 4 条第 3 号） 

 

 

 

 

 

（第 4 条第 4 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 4 条第 5 号） 

 

 

 

 

（第 4 条第 6 号） 

 

（第 4 条第 7 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送物表面には､取扱い時に使用するトラニオン

以外には不要な突起物がなく､また､輸送物表面

はステンレス鋼もしくは塗装を施した炭素鋼面

であり、滑らかに仕上げていることから､除染は

容易である｡ 

 

本輸送物には､炭素鋼、ステンレス鋼等化学的に

安定した材料を使用しており、以下に示すように

各々の材料相互の間及び収納物との間では､危険

な物理的作用又は化学反応を起こすおそれはな

い｡ 

a. 構成部品同士の熱膨張による干渉はないこ

とから、材料相互の接触による、き裂、破損

等を生じるおそれはない。 

b. レジンを外筒等に密閉する、また、胴内をヘ

リウム雰囲気にする等、材料相互で腐食等が

生じない設計としている。 

c. レジン及び Oリングは金属と接触しても化学

反応を起こすおそれはない。 

d. 伝熱フィンと胴及び外筒の接合部は、異種金

属接触による電気的な腐食促進の影響は小さ

い。 

 

三次蓋に設置されるリリーフバルブにはリリー

フバルブカバープレートを設け、運搬中は覆われ

る設計としており、誤って操作されることはな

い。 

 

該当しない｡ 

 

該当しない｡ 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.5.1.2 

 

 

(ﾛ)-A.4.1 

 

 

(ﾛ)-A.4.1 

 

(ﾛ)-A.4.1 

 

 

 

(ﾛ)-A.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-8 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

（第 4 条第 8 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 4 条第 9 号） 

 

（第 4 条第 10

号） 

 

 

 

(表面密度限度) 

第 9 条 

本輸送物の表面の放射性物質の密度は､発送前に

表面密度限度以下であることを確認したうえで､

発送される｡ 

 

 

 

 

 

 

該当しない｡ 

 

本輸送物には、収納物以外のものが収納されてい

ないことを確認したうえで蓋をするので､本輸送

物の安全性を損なうおそれのあるものを収納す

ることはない｡ 

(ﾊ)-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ)-A 

 

 

放射性物質の区分 
密  度 

（Bq/cm2） 

アルファ線を放出

する放射性物質 
0.4 

アルファ線を放出

しない放射性物質 
4 

 





 

(ﾛ)-G-10 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

（第 5 条第 7 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 5 条第 8 号） 

 

 

 

 

（第 5 条第 9 号） 

 

（第 5 条第 10

号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本輸送物は、以下を考慮して保守的な条件を設定

し、DOT3.5 コードにて解析した結果､通常輸送時

の輸送物表面の最大線量当量率は 1131.9 μSv/h

であり､基準値の 2 mSv/h を超えることはない｡ 

a. 線源として保守的に中央部に全てバーナブ

ルポイズン集合体を装荷した最高燃焼度の

燃料 12 体を、外周部に全て平均燃焼度の燃

料 12 体を収納するとしている。 

b. 燃料の燃焼条件を包絡する軸方向燃焼度分

布を考慮している。 

c. 燃料集合体及びバーナブルポイズン集合体

の放射化を考慮している。 

d. 解析モデルについては遮蔽材の最小寸法を

使用し、中性子遮蔽材については規則第 3

条第 3 項の技術上の基準に対する適合性に

おいて説明のとおり、熱的劣化を考慮し、そ

の質量が 2.5 ％減損したとしている。 

 

本輸送物は、上記と同じ条件にて解析した結果､

通常輸送時の輸送物の表面から 1 m離れた位置に

おける最大線量当量率は 86.1 μSv/h であり､基

準値の 100 μSv/h を超えることはない｡ 

 

該当しない｡ 

 

該当しない｡ 

 

(ﾛ)-D.4､ 

(ﾛ)-D.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-D.4､ 

(ﾛ)-D.5 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-11 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

第 6 条第 2 号 

 

(BM 型輸送物に係

る一般の試験条

件) 

第 14 条 

別記第 4 第 1 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        第 2 号 

 

 

別記第 3 第 1 号 

 

 

 

 

一般の試験条件の下での本輸送物の各部温度評

価として､規則第 4 条第 2 号 a.の熱解析におい

て、周囲温度 38 ℃及び太陽放射熱を保守的に連

続で負荷した条件にて定常状態に達した温度を

評価し、各部が使用可能温度を超えないことを確

認している。続いて、上記で評価した各部の温度

分布を引き継いだ ABAQUS コードによる構造解析

において、各部が設計応力強さ等基準値を下回る

ことを確認しているため、輸送物の構造健全性及

び密封性を損なうことはない｡ 

 

以下のとおり別記第 3第 1号の条件の下に置いて

評価している｡ 

 

一般の試験条件 

ｲ. 水噴霧試験 

本輸送物の表面はステンレス鋼もしくは塗装

を施した炭素鋼面であり､水切りは極めてよ

く､本試験の実施によっても輸送物の構造健

全性及び密封性を損なうことはない｡ 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-B.4.1.1､

(ﾛ)-A.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.5.2 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-12 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 6 条第 2 号 

 

第 14 条 

別記第 3 第 1 号 

 

 

ﾛ.(1) 自由落下 

本輸送物の重量は 134.4 トン以下であるた

め､落下高さは 0.3 m であり､落下時に輸送物

が最大損傷を受けるよう､垂直､水平及びコー

ナーの各姿勢について CRUSH コードを用い

て、緩衝体を除いた輸送物と落下試験台を剛

体とし、緩衝体の変形量及び落下試験との比

較検証結果を踏まえ保守的に設定した負荷係

数 1.2 を考慮して衝撃荷重を解析し、保守的

な設計加速度を設定している｡緩衝体の最大

変形量は底部コーナー落下時における 324 mm

である。 

また､この時の容器本体各部の応力を ABAQUS

コードを用いて解析評価し、バスケット及び

燃料被覆管については公式を用いた計算によ

り評価している。ここで、バスケットについ

ては規則第 3 条第 3 項の技術上の基準に対す

る適合性において説明のとおり、熱的劣化を

考慮した設計用強度・物性値を基に評価して

いる。容器本体、バスケット及び燃料被覆管は､

自由落下による衝撃力が負荷されても各部に

生じる応力が設計応力強さ等基準値を下回る

ことから、容器本体、バスケット及び燃料被

覆管の構造健全性並びに容器本体の密封性を

損なうことはない｡ 

  (2) 該当しない｡ 

  (3) 積み重ね試験 

自重の 5 倍に相当する荷重は 6.591×106 N で

あり､鉛直投影面積に 13 kPa を乗じて得た値

に相当する荷重より大きいので､これを解析

している｡ 

解析は、公式を用いた計算により、輸送物の

垂直方向の圧縮強度及び水平方向の曲げ強度

について行っており､本試験の実施によって

も設計降伏点を下回り、容器本体の構造健全 

 

(ﾛ)-A.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.5.4 

 



 

(ﾛ)-G-13 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 6 条第 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ｲ 

 

 

 

 

第 14 条 

別記第 3 第 1 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        第 2 号 

 

性を損なうことはなく、密封部の健全性が維

持される｡ 

なお、輸送物を積み重ねた場合、緩衝体部分

が積み重なるので、外筒や蓋部及び底部中性

子遮蔽材カバーには荷重が作用しないため、

遮蔽解析に影響する破損は生じない。 

一方、緩衝体は最大 20 mm 程度変形する可能

性があるが、ロ章 D の遮蔽解析で考慮してい

る 0.3 m 落下で想定される変形量には包絡さ

れる。 

  (4) 貫通試験 

貫通試験は重量 6 kg､直径 3.2 cm の棒を輸送

物の最も弱い部分に 1 m の高さから落下させ

たとしている｡試験棒は軟鋼とし、衝撃荷重は

輸送物が受け持つものとして公式を用いた計

算を行った結果､本試験の実施によっても棒

の落下エネルギーは本輸送物外表面で最も板

厚の薄い緩衝体カバープレートのせん断エネ

ルギーよりも小さいため、容器本体の構造健

全性を損なうことはない｡ 

また、遮蔽解析に影響する破損も生じない。 

 

該当しない｡ 

 

本輸送物を一般の試験条件下に置いた場合、緩衝

体に変形が生じることを踏まえ、第 5 条第 7 号の

通常輸送時の評価条件に基づき、CRUSH コードに

より得られた緩衝体の各落下方向の変形を重畳

させた保守的なモデルを用いて、DOT3.5 コード

にて解析した結果、一般の試験条件下の輸送物表

面の最大線量当量率は 1131.9 μSv/h であり､基

準値の 2 mSv/h を超えることはない｡ 

なお､この緩衝体の変形を考慮しても、通常輸送

時に比べ本輸送物の最大線量当量率の著しい増

加はない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-D.4､ 

(ﾛ)-D.5 



 

(ﾛ)-G-14 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 6 条第 2 号 

 

 

 

            ﾛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ﾊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BM 型輸送物に係

る一般の試験条

件の下における

漏えい量) 

第 15 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本輸送物は、一般の試験条件下に置いた場合でも

規則第 6 条第 2 号の ABAQUS コードを用いた熱解

析で三次蓋 O リングの健全性を、また、同号の構

造解析で蓋密封部の健全性が確認されており、密

封性を損なうことはない｡本輸送物は、一般の試験

条件下では負圧を維持するため､放射性物質の環

境への漏えいはないが､全燃料棒の 0.1 ％の燃料

棒の密封性が失われ、核分裂生成ガスが胴内に放

出されたうえで、胴内圧が大気圧上限値まで上昇

し､その後大気圧下限値の環境下に置かれたと仮

定して公式を用いた放射性物質（3H及び 85Kr）の漏

えい計算をしても､1 時間当りの漏えい量と各核種

の基準値 A2×10-6 Bq/hとの比率の合計は､9.68×10-5

で､1より小さく､基準値 A2×10-6 Bq/hを超えること

はない｡ 

 

本輸送物は、専用積載として運搬する。収納物の

最大崩壊熱量に余裕をみた 18.1 kWを収納したと

して、一般の試験条件下に置いた場合の輸送物の

温度を高く評価する条件のもとで周囲温度 38 ℃

の日陰に置いた場合の輸送物の表面温度を

ABAQUS コードを用いて解析した結果、外筒外面

及びトラニオン温度が 85 ℃を超えるが､必要に

応じて近接防止金網を取り付けて輸送するとと

もに、上記を除いた部位の最高表面温度は緩衝体

表面の 82 ℃となることから､輸送中に人が容易

に接近し得る部分の最高温度は日陰において基

準値の温度 85 ℃を超えることはない｡（近接防

止金網の温度は 66 ℃以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-C.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-B.4.1､ 

(ﾛ)-B.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-15 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 6 条第 2 号 

            ﾆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第 3 号 

 

第 9 条 

 

 

 

 

 

 

(BM 型輸送物に係

る特別の試験条

件) 

第 16 条 

別記第 5 第 1 号 

本輸送物は、一般の試験条件下に置いた場合でも

密封性を損なうことはないことを規則第 6 条第 2

号の ABAQUS コード等を用いた構造解析の結果よ

り確認している。また、輸送物表面の放射性物質

の密度を発送前検査においても測定により確認す

るため、表面密度限度を超えることはない｡ 

 

 

 

 

 

強度試験 

ｲ. 落下試験Ⅰ 

本輸送物は、一般の試験条件と同様の方法で

最大損傷を受けるよう､垂直､水平及びコーナ

ー方向に剛体平面である落下試験台上に 9 m

高さから落下するとして CRUSH コードを用い

て緩衝体変形量及び衝撃荷重を解析してい

る｡また､この時の容器本体各部の応力を

ABAQUS コードを用いて解析評価し、バスケッ

トについては公式を用いた計算により評価し

ている。ここで、バスケットについては規則

第 3 条第 3 項の技術上の基準に対する適合性

において説明のとおり、熱的劣化を考慮した

設計用強度・物性値を基に評価している。容

器本体及びバスケットは､落下試験Ⅰによる衝

撃力（内部収納物には、加速度割増係数として

垂直落下時 2.6、水平落下時 1.2 を考慮）が負

荷されても容器本体各部に生じる応力が設計

引張強さ等基準値を下回ることから、容器本体

及びバスケットの構造健全性並びに容器本体

の密封性を損なうことはない｡ 

さらに、本輸送物が傾斜落下するとして、蓋

密封部が二次衝撃側となる場合について評価

している｡落下試験結果を基にした密封性能

の評価を行った結果、本輸送物の蓋部の変形 

(ﾛ)-A.5.1､ 

(ﾛ)-C.3.1､ 

(ﾊ)-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.6.1､ 

(ﾛ)-A.10.3 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-16 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

 

 

第 6 条第 3 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 条 

別記第 5 第 1 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量は落下試験で密封健全性維持が確認され

た落下試験モデルに比べて小さいことから、

傾斜落下時に容器本体の密封性を損なうこ

とはない。 

 

 ﾛ. 落下試験Ⅱ 

9 m 落下試験に引き続いて、以下のように 1 m

貫通試験が起こるとした場合、外筒及び中性

子遮蔽材に貫通又は変形が生じるおそれがあ

るが、公式を用いた計算により、蓋部、底部

及び胴にせん断が生じないことを確認してい

るため、容器本体に破損が生じることはなく、

密封性を損なうことはない。 

ⅰ. 本輸送物は、最大損傷を受けるよう､垂直

方向及び水平方向に輸送物の重心が軟鋼

棒直上となる 1 mの高さから落下するとし

て解析している｡ 

ⅱ. 軟鋼棒の長さは､輸送物に最大の破損を与

えるように十分長いものとして解析して

いる｡ 

また、三次蓋のリリーフバルブカバープレー

ト及び三次蓋シール部への垂直方向又は水平

方向落下に対しても、密封性能維持が確認さ

れた落下試験モデルと同じ緩衝体内部構造を

適用しており、密封性を損なうことはない。 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-17 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

第 6 条第 3 号 

 

第 16 条 

別記第 5 第 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱的試験(火災試験) 

ⅰ. 本輸送物は､落下試験Ⅰ､Ⅱの落下順序を

考慮して火災による入熱量を大きく評価

するように、落下試験Ⅰの緩衝体の各落下

方向の変形を重畳させた保守的なモデル

で解析している｡ 

ⅱ. これらの試験は､最大崩壊熱量に余裕をみ

た 18.1 kWの設計崩壊熱量があるという条

件で ABAQUS コードを用いて輸送物各部の

温度を解析している｡ 

ⅲ. 解析の結果、一部の側部中性子遮蔽材は使

用可能温度を超えるが著しく焼損するこ

とはない。また、密封境界の三次蓋 O リン

グやその他の構成部材の温度は、使用可能

温度を下回り、熱的健全性及び密封性を損

なうことはない｡ 

ⅳ. また、この時の各部の応力を ABAQUS コー

ドを用いて解析評価している。容器本体は

火災による胴内圧及び熱応力が負荷され

ても各部が設計引張強さ等基準値を下回

り、容器本体は破損しない｡ 

 

(ﾛ)-A.6.3､ 

(ﾛ)-B.5 

 

 

 

 

 

 





 

(ﾛ)-G-19 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

 

第 6 条第 3 号 

            ﾛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第 4 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BM 型輸送物に係

る特別の試験条

件の下における

漏えい量) 

第 17 条 

 

 

 

 

 

本輸送物は、特別の試験条件下に置いた場合､緩

衝体及び中性子遮蔽材に変形が生じるが､密封装

置は健全であり､火災試験を経た後も輸送容器の

密封性は保持できる｡ここで安全側に一次蓋、二

次蓋及び全燃料棒の密封性が失われたと仮定し､

燃料が有するヘリウム及び核分裂生成ガスが三

次蓋－胴内雰囲気中に放出されると仮定してい

る｡この条件で､公式を用いた放射性物質（3H及び

85Kr）の漏えい計算をしても､1 週間当りの漏えい

量と各核種の基準値 A2 Bq/weekとの比率の合計は、

2.45×10-5で､1 より小さく､基準値 A2 Bq/week を超

えることはない｡ 

 

本輸送物は､周囲温度-20 ℃以上で使用する｡本

輸送容器の材料は､-20 ℃の低温下においても機

械的性能が低下することはない｡また、規則第 4

条第 2 号 a.の熱解析において、周囲温度 38 ℃

で収納物の崩壊熱量の最大値に裕度を見た 18.1 

kW のときの輸送物の各部温度を評価している。

続いて、上記で評価した各部の温度分布を引き継

いだ構造解析において、各部が設計応力強さ等基

準値を下回り、輸送物の構造健全性を損なうこと

がないことを確認している｡なお、落下解析にお

いては、低温時の木材の強度上昇及び高温時の木

材の強度低下の影響を考慮している。したがっ

て､本輸送物は-20 ℃～38 ℃までの運搬中に予

想される温度変化に対してもき裂､破損等の生じ

るおそれはない｡ 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-C.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.4.2､ 

(ﾛ)-A.5.1､ 

(ﾛ)-A.10.4､ 

(ﾛ)-B.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-20 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 条～第 10 条 

 

(原子力規制委員会

の定める量を超え

る放射能を有する

核燃料物質等を収

納した核燃料輸送

物に係る試験条

件) 

第 18 条 

別記第 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強化浸漬試験(200 m) 

本輸送物の収納物は、使用済燃料であり､最大放

射能量は A2 値の 10 万倍を超える｡公式を用いた

計算により 2.101325 MPa の水圧下に置かれたと

しても、胴、底板及び三次蓋は許容外圧や設計引

張強さ等の基準を下回るので、密封装置は破損し

ない｡ 

 

該当しない｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.7 

 

 

 

 

 

 

 





 

(ﾛ)-G-22 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

第 11 条第 2 号 

ｲ､ﾛ､ﾊ､ﾆ､ﾎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(核分裂性輸送物

に係る孤立系の

条件) 

第 25 条 

第 1､2､3 号 

 

(核分裂性輸送物

に係る特別の試

験条件) 

第 26 条 

別記第 12 

 

(核分裂性輸送物

に係る配列系の

条件) 

第 27 条 

 

 

 

 

 

 

規則第 6 条第 2 号の熱解析及び、負荷係数 1.2 を

考慮した衝撃加速度に対し保守的な設計加速度

を設定することで、0.3 m 落下後の 9 m 落下の衝

撃力をも考慮できている規則第 6条第 3号の構造

解析の結果より、本輸送容器は、経年変化を考慮

した上で、落下試験等においてもバスケットの臨

界解析モデルに影響を与えるような物理的･化学

的変化はないが､燃料集合体は落下試験において

変形する可能性がある｡ 

また、水密境界となる二次蓋の金属ガスケットに

ついては規則第 3条第 3項の技術上の基準に対す

る適合性において説明のとおり経年変化を考慮

することとし、貯蔵開始時の温度が 60 年間継続

する際の密封性能の低下を考慮しても保証でき

る漏えい率を用いて、15 m 浸漬における 1 か月

間の浸水量を評価した結果、約 2 リットルとなっ

た。 

以上を踏まえ、臨界解析では SCALE コードシステ

ムを用い、規則第 11 条第 2 号のｲ､ﾛ､ﾊ､ﾆ及びﾎに

要求される評価条件のいずれよりも厳しい条件

とした以下の保守的な条件で実効増倍率を求め

た結果､0.38745となり､いずれの評価条件に置か

れた場合にも臨界に達しない｡ 

・保守的に、三次蓋の存在を無視した上で、胴内

への 5 リットルの水の浸入を考慮する。 

・燃料集合体の下部側支持格子 1 スパン間の拡大

／縮小変形を考慮する。 

・燃料のウラン濃縮度は保守的に減損していない

未照射の値とし、一部の燃料に添加されている

ガドリニウムや収納する可能性のあるバーナ

ブルポイズンの効果は考慮しない。 

・収納物の温度は常温(20 ℃)とし､収納物は容器

中央に最も近接して配置する｡ 

 

 

 

 

(ﾛ)-E.2.2､ 

(ﾛ)-E.3.1､ 

(ﾛ)-E.4.1､ 

(ﾛ)-E.4.2､ 

(ﾛ)-E.4.4､ 

(ﾛ)-E.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ﾛ)-G-23 

規則の項目 告示の項目 説明 
申請書記載 

対応項目 

 

 

 

 

第 11 条第 3 号 

 

 

 

 

 ・中性子遮蔽材､三次蓋及び上･下部緩衝体が存在

しない保守的なモデルで､周囲が完全反射の条

件で評価する｡ 

 

本輸送物は､周囲温度-20 ℃以上で使用する｡本

輸送容器の材料は､-20 ℃の低温下においても機械

的性能が低下することはない｡また、規則第 4 条

第 2 号 a.にて前述するように、周囲温度 38 ℃

で収納物の崩壊熱量の最大値に裕度を見た 18.1 

kW のときの輸送物の各部温度の評価結果及び、

同じく前述する構造解析において、各部が設計応

力強さ等基準値を下回り、輸送物の構造健全性及

び密封性を損なうことはない｡なお、落下解析に

おいては、低温時の木材の強度上昇及び高温時の

木材の強度低下の影響を考慮している。したがっ

て､本輸送物は､-20 ℃～38 ℃までの運搬中に予

想される温度変化に対してもき裂､破損等の生じ

るおそれはない｡ 

 

 

 

 

(ﾛ)-A.9､ 

(ﾛ)-B.4.6､ 

(ﾛ)-A.5.1､ 

(ﾛ)-A.10.4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ)章 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い方法 
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(ﾊ)章  輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱い方法 

輸送物の安全設計に合致した標準的な取扱い方法について記述するとともに、保守条件を記

述する。 

 

A. 核燃料輸送物の取扱い方法 

輸送物の標準的な取扱いは、以下の方法により行われる。輸送物の取扱いの流れの例を(ﾊ)-

第 A.1図に示す。 

 

A.1 装荷方法 

輸送容器への燃料装荷は、以下の方法により行われる。 

 

A.1.1 発電所での空容器受取・燃料装荷準備作業 

輸送容器は、建屋内作業場に移動し、蓋を取り外して、クレーンにより燃料プールに吊

り下ろし、燃料装荷準備を行う。 

 

（1）水切作業 

岸壁クレーン及び水平吊具を用いて、輸送容器を運搬船から吊り上げ輸送車両上に固縛す

る。 

 

（2）搬入作業 

a. 輸送車両を建屋内に搬入する。 

b. 上･下部緩衝体を取り外す。 

 

（3）除染場への移動 

a. クレーン及び垂直吊具を用いて、輸送容器をたて起こす。 

b. 輸送容器を吊り上げ、除染場へ移動してたて置き設置する。 

 

（4）燃料プールへの移動 

a. クレーン及び蓋吊具を用いて、一次蓋、二次蓋及び三次蓋を取り外す。 

b. 輸送容器のフランジ面に異常がないこと及びバスケットに異常がないこと（未臨界検

査）かつ、異物がないことを確認する。 

c. 燃料プール入水のための養生を行う。 

d. 輸送容器に純水を入れる。 

e. クレーン及び垂直吊具を用いて、輸送容器を吊り上げ、燃料プール上に移動する。 

f. 輸送容器を燃料プールに吊り下ろす。 
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A.3.2 燃料取出し作業 

燃料取出装置を用いて、輸送容器から使用済燃料集合体を取り出し、所定の燃料ラック

に収納する。 

 

A.3.3 後作業 

燃料取出し後、輸送容器を燃料取出ピットから吊り出し、輸送容器の除染を行う。 

 

（1）後作業 

a. クレーン及び吊具を用いて、輸送容器を燃料取出ピットから吊り上げる。 

b. クレーン及び垂直吊具を用いて、輸送容器を空容器返却準備室へ移送する。 

c. 燃料プール入水のための養生等を取り外す。 

d. 一次蓋を取り付ける。 

e. 輸送容器内水の排水を行う。 

f. クレーン及び蓋吊具を用いて、二次蓋及び三次蓋を取り付ける。 

g. 三次蓋密封部の漏えい率を測定する。 

h. 輸送容器の除染を行う。 

 

A.4 空容器の準備 

燃料取出し後の輸送容器を再使用する場合は、次の輸送のために適切に保管し、空容器搬

出前には適切に発送準備を行い、発電所まで輸送する。 
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(ﾊ)-第 A.1図 標準的な輸送物の取扱いの流れ 

 

乾式貯蔵施設での輸送物の受取 

発電所での空容器受取・燃料装荷準備作業 

構内輸送前検査 

乾式貯蔵施設への輸送 

乾式貯蔵施設での貯蔵（貯蔵期間中検査） 

） 

発送前検査 

再処理工場への輸送 

再処理工場での輸送物の受取・燃料取出し準備作業 

後作業 

燃料取出し作業 

燃料装荷作業・構内輸送準備作業 

空容器の準備（必要に応じ再利用する場合） 
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A.5 核燃料輸送物の発送前検査 

A.5.1 発送前検査 

乾式貯蔵施設から再処理工場へ輸送物を発送する前に(ﾊ)-第 A.1表に示す輸送物の発送

前検査を行う。 

この際の収納物検査については、一次蓋及び二次蓋を開放して使用済燃料の外観を目視

等にて検査することなく、記録の確認によって行う。 
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(ﾊ)-第 A.1表 発送前検査の項目、検査方法及び合格基準（2/2） 

No. 検査項目 検  査  方  法 合  格  基  準 

8 温度測定 

検査 

温度計により輸送物の表面温度を

測定し、周囲温度 38 ℃での値に補

正する。 

輸送中人が容易に近づくことができる表

面の温度が日陰において 85 ℃を超えな

いこと。 

9 気密漏えい 

検査 

① 三次蓋密封部の漏えい率を加

圧法又は真空法により測定す

る。 

 

② 二次蓋密封部の漏えい率をヘ

リウムリーク試験、加圧法又は

真空法により測定する。 

① 三次蓋密封部の漏えい率が検査要領

書に規定する漏えい率を超えないこ

と。 

 

② 二次蓋密封部の漏えい率が検査要領

書に規定する漏えい率を超えないこ

と。 

10 圧力測定 

検査 

① 残留水分：構内輸送前検査の圧

力測定検査記録により確認す

る。 

 

 

 

② ガス成分及び充填量：構内輸送

前検査の圧力測定検査記録に

より確認する。 

 

③ 圧力：輸送容器内部圧力は構内

輸送前検査の圧力測定検査記

録により確認する。また、二重

蓋間圧力は貯蔵期間中検査（貯

蔵機能維持確認検査）の二重蓋

間圧力検査記録により確認す

る。 

 

 

① 輸送容器内部は、残留水分が 10 ％以

下となるよう検査要領書に規定する

真空度又は湿度を超えないこと。二重

蓋間については、水分が除去されてい

ること。 

 

② 充填ガスが純度 99 ％以上のヘリウ

ムであり、内部ガス充填量が検査要領

書に規定する充填量範囲にあること。 

 

③ 輸送容器内部圧力及び二重蓋間圧力

が検査要領書に規定する圧力範囲に

あること。また、貯蔵期間中の二重蓋

間圧力が検査要領書に規定する圧力

範囲にあることで、残留水分、ガス成

分及び充填量並びに輸送容器内部圧

力が検査要領書に規定する範囲にあ

る状態で維持されていること。 
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A.5.2 構内輸送前及び貯蔵期間中に実施する検査 

本輸送容器は、乾式貯蔵施設における使用済燃料の貯蔵後の輸送に使用することから、

発送前検査に先立ち、「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基

準：2010 (AESJ-SC-F002：2010、(一社)日本原子力学会標準委員会)」を基に設定した(ﾊ)-

第 A.2表に示す検査を実施する。また、輸送に係る検査の詳細は以下のとおり。 

 

（1）構内輸送前検査 

燃料収納後、乾式貯蔵施設まで輸送する前に(ﾊ)-第 A.3表に示す構内輸送前検査を行う。 

 

（2）貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査） 

貯蔵期間中に、貯蔵時に必要な基本的安全機能及び構造強度を維持していることを確認

するために(ﾊ)-第 A.4 表に示す貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）を外観検査、二

重蓋間圧力検査、未臨界検査、表面温度検査及び収納物検査については 1 年に 1 回以上、

遮蔽性能検査及び熱検査については 10年に 1回以上実施する。 

 

（3）貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査） 

貯蔵期間中に、輸送時に必要な基本的安全機能及び構造強度を維持していることを確認

するために(ﾊ)-第 A.5 表に示す貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）を外観検査、気

密漏えい検査、未臨界検査及び吊上検査については 1 年に 1 回以上、遮蔽性能検査及び熱

検査については 10年に 1回以上実施する。 
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(ﾊ)-第 A.2表 兼用キャスクに係る検査の一覧 

検査 
構内輸送前 

検査 

貯蔵前 

検査 

貯蔵期間中 

検査※ 

発送前検査 

確認

項目 

検査で確認する機能 
構内運搬 貯蔵 貯蔵 輸送 輸送 

検査項目 

全般 外観検査 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 

密封 気密漏えい検査 ◎ ○  ○ ◎ 

圧力測定検査 ◎ ○   ○ 

二重蓋間圧力検査  ◎ ○   

遮蔽 遮蔽性能検査   □ ○  

線量当量率検査 ◎ ◎   ◎ 

臨界 未臨界検査 ◎ ○ ○ ○ ○ 

除熱 熱検査   □ ○  

温度測定検査 ◎ ◎   ◎ 

表面温度検査  ◎ ○   

構造

強度 

吊上検査 ◎ ◎  ○ ◎ 

重量検査 ○ ○   ○ 

据付検査  ◎    

その

他 

収納物検査 ◎ ○ ○  ○ 

表面密度検査 ◎ ◎   ◎ 

◎：直接確認するもの  □：代表容器にて直接確認するもの  ○：記録確認によるもの 

※ 貯蔵期間中検査については、貯蔵機能に係る検査（貯蔵機能維持確認検査）及び輸送機能に係る

検査（輸送機能維持確認検査）を実施する。 
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(ﾊ)-第 A.3表 構内輸送前検査の項目、検査方法及び合格基準（2/2） 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

8 温度測定 

検査 

温度計により輸送物の表面温度

を測定し、周囲温度 38 ℃での

値に補正する。 

輸送中人が容易に近づくことができる表

面の温度が日陰において 85 ℃を超えな

いこと。 

9 気密漏えい 

検査 

① 三次蓋密封部の漏えい率を

加圧法又は真空法により測

定する。 

 

② 二次蓋密封部の漏えい率を

ヘリウムリーク試験、加圧法

又は真空法により測定する。 

① 三次蓋密封部の漏えい率が検査要領

書に規定する漏えい率を超えないこ

と。 

 

② 二次蓋密封部の漏えい率が検査要領

書に規定する漏えい率を超えないこ

と。 

10 圧力測定 

検査 

① 残留水分：輸送容器内部の真

空乾燥後の真空度又は内部

ガス充填後の湿度を、二重蓋

間については脱水されてい

ることを輸送容器仕立て作

業記録により確認する。 

 

② ガス成分及び充填量：内部ガ

ス、二重蓋間ガスの種類、純

度及び充填量を輸送容器仕

立て作業記録により確認す

る。 

 

③ 圧力：圧力計による実測結果

又はガス充填量と充填部体

積に基づく計算結果を輸送

容器仕立て作業記録により

確認する。 

① 輸送容器内部は、残留水分が 10 ％以

下となるよう検査要領書に規定する

真空度又は湿度を超えないこと。二重

蓋間については、水分が除去されてい

ること。 

 

 

② 充填ガスが純度 99 ％以上のヘリウ

ムであり、内部ガス充填量が検査要領

書に規定する充填量範囲にあること。 

 

 

 

③ 輸送容器内部圧力及び二重蓋間圧力

が検査要領書に規定する圧力範囲に

あること。 
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(ﾊ)-第 A.4表 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の項目、検査方法及び合格基準（1/2） 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

1 外観検査 輸送容器の外観を目視で検査する。 基本的安全機能及び構造強度に

影響する汚れ、傷、変形又は損傷

のないこと。 

2 二重蓋間圧力

検査 

二重蓋間圧力のモニタリング記録（注１）

により測定値が検査要領書に規定する圧

力範囲にあることを確認する。 

二重蓋間圧力が検査要領書に規

定する圧力範囲にあること。 

3 遮蔽性能 

検査 

代表容器の表面におけるガンマ線線量当

量率及び中性子線量当量率をサーベイメ

ータで測定し、代表容器の収納物仕様及

び貯蔵期間に基づいた線量当量率解析値

と比較する。 

測定値が解析値と比較して妥当

であること。 

4 未臨界 

検査 

① 構内輸送前検査の未臨界検査記録を

確認する。 

 

 

② 貯蔵前検査の収納物検査記録を確認

する。 

 

③ 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検

査）の二重蓋間圧力検査記録を確認す

る。 

 

④ 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検

査）の表面温度検査記録を確認する。 

 

 

⑤ 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検

査）の外観検査記録を確認する。 

① バスケットに臨界防止機能に

影響する変形又は破損が生じ

ていないこと。 

 

② 収納物の仕様及び貯蔵期間が

設計評価条件内であること。 

 

③ 輸送容器の密封機能が健全で

あり、バスケットの腐食防止

環境が維持されていること。 

 

④ バスケットの形状、寸法及び強

度に影響する輸送容器の表面

温度の異常がないこと。 

 

⑤ バスケットの形状、寸法及び強

度に影響する輸送容器の変形

又は破損がないこと。 

5 熱検査 代表容器について温度計にて各部温度を

測定するか又は貯蔵期間中の表面温度検

査記録を確認し、代表容器の収納物仕様、

貯蔵期間及び貯蔵環境に基づいた表面温

度解析値と比較する。 

測定値又は記録値が解析値と比

較して妥当であること。 
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(ﾊ)-第 A.5表 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の項目、検査方法及び合格基準（2/2） 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

6 表面温度検査 
表面温度のモニタリング記録（注１）により

測定値が検査要領書に規定する温度範囲

にあることを確認する。 

検査要領書に規定する温度範囲に

あること。 

7 収納物検査 

① 構内輸送前検査の収納物検査記録を確

認する。 

 

② 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検

査）の二重蓋間圧力検査記録を確認す

る。 

 

③ 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検

査）の外観検査記録及び表面温度検査

記録を確認する。 

① 収納前の使用済燃料が健全で

あること。 

 

② 輸送容器の密封機能が健全で

あり使用済燃料が腐食防止環

境にあること。 

 

③ 設計仕様書で規定する異常事

象を超える外力及び外部から

の熱の作用がないこと。 

（注１）設計及び工事計画認可申請において、貯蔵期間中 3ヶ月に 1回以上、二重蓋間圧力と表面

温度について測定を行うことを説明している。 
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(ﾊ)-第 A.5表 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の項目、検査方法及び合格基準 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

1 外観検査 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確

認検査）の外観検査記録を確認す

る。 

輸送容器に、基本的安全機能及び構造

強度に影響する汚れ、傷、変形又は損

傷がないこと。 

2 気密漏えい 

検査 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確

認検査）の二重蓋間圧力検査記録

を確認する。 

二重蓋間圧力が検査要領書に規定す

る圧力範囲にあること。 

3 遮蔽性能 

検査 

代表容器の貯蔵期間中検査（貯蔵

機能維持確認検査）の遮蔽性能検

査記録を確認する。 

代表容器が遮蔽機能を維持している

こと。 

4 未臨界 

検査 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確

認検査）の未臨界検査記録を確認

する。 

バスケットの外観、寸法に影響する輸

送容器の異常がないこと。また、収納

物の仕様及び貯蔵期間が設計評価条

件内であること。 

5 熱検査 代表容器の貯蔵期間中検査（貯蔵

機能維持確認検査）の熱検査記録

を確認する。 

代表容器が除熱機能を維持している

こと。 

6 吊上検査 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確

認検査）の外観検査記録により、

トラニオン部に異常がないことを

確認する。 

トラニオン部の性能に影響を与える

ような傷、変形又は損傷のないこと。 

 

A.5.3 乾式貯蔵施設において貯蔵を行わない場合に実施する発送前検査 

乾式貯蔵施設において貯蔵を行わず、燃料装荷後に再処理工場へ直接搬出する場合は、

輸送物を発送する前に(ﾊ)-第 A.3表に示す構内輸送前検査と同様の輸送物の発送前検査を

行う。 
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A.6 使用済燃料の長期健全性に関する状況調査 

本輸送容器に収納した使用済燃料は、乾式貯蔵施設において長期の貯蔵を行った後に輸送

することとなる。 

乾式貯蔵施設から輸送物を発送する前に行う輸送物の発送前検査の収納物検査について

は、一次蓋及び二次蓋を開放して使用済燃料の外観を目視等にて検査することなく、記録の

確認によって行うことから、国内外で実施されている以下のような使用済燃料の長期健全性

に関する試験の実施状況を調査し、知見の蓄積を図る。なお、本輸送容器の安全性に影響す

る新たな技術的知見が得られた場合の対応については(ﾆ)章に示す。 

 

（1）米国の貯蔵試験 

米国アイダホ国立研究所において、使用済 PWR 燃料の 15 年乾式貯蔵後の試験結果

（INEEL/EXT-01-001837 Revision 1, NUREG/CR-6831）等のレポートがある。同研究所にお

ける使用済燃料の長期健全性の調査は、乾式貯蔵容器の内部ガスのサンプリングにより、漏

えい燃料の有無を確認している。判定において着目する核種は 85Krとしている。また、過去

調査では、使用済燃料の外観確認、抜き取った燃料１体に対するクリープ、水素化物再配向、

照射硬化回復等に関する詳細調査を実施している。 

米国アイダホ国立研究所では、15×15型 PWR燃料を貯蔵している。貯蔵している使用済燃

料について(ﾊ)-第 A.6表に示す。 

 

（2）国内の貯蔵試験 

国内研究施設においても使用済燃料の中間貯蔵期間中の状態を模擬した使用済 PWR燃料の

貯蔵試験の計画が発表されている（N Irie, et.al “Demonstration Test Program for 

Long-term Dry Storage of PWR Spent Fuel”, PATRAM 2016, Kobe, #5047）。同試験におい

ては試験容器の内部ガスのサンプリングにより、漏えい燃料の有無を米国試験と同様に 85Kr

に着目して確認する計画とされている。同試験に使用される使用済燃料の仕様等について

(ﾊ)-第 A.7表に示す。 
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(ﾊ)-第 A.6表 米国アイダホ国立研究所で乾式貯蔵されている使用済燃料（注 1）（注 2） 

 アイダホ国立研究所（サリー2号炉燃料） 

燃料タイプ 15×15 型 PWR燃料 

貯蔵燃料の燃焼度 ～約 35,700 MWd/t 

冷却期間 約 2～4年 

    貯蔵期間（注 3） 約 32年 

被覆管の材質 ジルカロイ-4 

(注 1)貯蔵後 10 年目（1995 年度）の測定でクリプトンガスが検出されているが、サ

ンプル容器の汚染又は分析準備中の汚染が原因とされている。 

(注 2)燃料被覆管温度（ベンチマーク試験時/貯蔵初期/状況調査時）は、約 415 ℃/

約 344 ℃/約 155 ℃である。 

(注 3)貯蔵期間は、貯蔵開始（1985年）から 2018年 2月時点での経過年数を示す。 

 

 

(ﾊ)-第 A.7表 国内での貯蔵試験に使用する使用済燃料 

 高浜 3号機燃料 

燃料タイプ 17×17 型 PWR燃料 

冷却期間 約 24年 

貯蔵燃料の燃焼度 約 42,800 MWd/t 

被覆管の材質 ジルカロイ-4 

(注)既に PIE 試験に供した燃料であり、燃料棒が 15 本程度抜き取られた状態で試験

に供されている。 
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B. 保守条件 

貯蔵中の輸送容器の健全性の維持に関し、B.1、B.3～B.7及び B.13については、貯蔵期間中

検査（輸送機能維持確認検査）の記録により確認する。 

 

B.1 外観検査 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の外観検査記録を確認し、輸送容器に、基本的

安全機能及び構造強度に影響する汚れ、傷、変形又は損傷のないことを確認する。 

 

B.2 耐圧検査 

貯蔵中に発生する応力レベルは低く、かつ、変動がほとんどないことから、供用期間中に

耐圧検査を実施する必要はなく、該当しない。 

 

B.3 気密漏えい検査 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の気密漏えい検査記録を確認し、二重蓋間圧力

が検査要領書に規定する圧力範囲にあることを確認する。 

 

B.4 遮蔽検査 

代表容器の貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の遮蔽性能検査記録を確認し、代表

容器が遮蔽機能を維持していることを確認する。 

 

B.5 未臨界検査 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の未臨界検査記録を確認し、バスケットの外観、

寸法に影響する輸送容器の異常がないこと、また、収納物の仕様及び貯蔵期間が設計評価条

件内であることを確認する。 

 

B.6 熱検査 

代表容器の貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の熱検査記録を確認し、代表容器が

除熱機能を維持していることを確認する。 

 

B.7 吊上検査 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の吊上検査記録により、トラニオン部に異常が

ないことを確認し、トラニオン部の性能に影響を与えるような汚れ、傷、変形又は損傷のな

いことを確認する。 
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B.8 作動確認検査 

弁はなく該当しない。 

 

B.9 補助系の保守 

補助系はなく該当しない。 

 

B.10 密封装置の弁、ガスケット等の保守（定期保守） 

三次蓋用 O リングは、(ﾊ)-第 B.1表に示す交換頻度に従い使用する。 

 

(ﾊ)-第 B.1表 部品交換頻度 

部品名 交換頻度 備考 

三次蓋用 

Oリング 

実使用期間（燃料装荷期間）の合計で 

1年に 1回以上 

密封境界に係る部位とする 

 

 

B.11 輸送容器の保管 

使用済燃料が装荷されていない保管中の輸送容器は、内部に不活性ガスを充填する等の腐

食防止措置を講じ、屋内に保管するか、又は屋外に保管する場合には養生を行う。 

 

B.12 記録の保管 

製造時検査記録、構内輸送前検査記録、貯蔵前検査記録、貯蔵期間中検査記録、発送前検

査記録及び定期自主検査記録（補修記録や部品交換履歴を含む）は、当該輸送容器存続中保

存する。 

 

B.13 その他 

（1）乾式貯蔵施設での貯蔵中の定期自主検査 

乾式貯蔵施設で貯蔵中の輸送容器については(ﾊ)-第 B.2表に示す定期自主検査を貯蔵期間

中検査（輸送機能維持確認検査）の記録を確認することにより 1年に 1回以上実施する。 
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(ﾊ)-第 B.2 表 乾式貯蔵施設で貯蔵中の輸送容器の定期自主検査の項目、 

検査方法及び合格基準 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

1 外観検査 (注 1) 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確

認検査）の外観検査記録を確認す

る。 

輸送容器に、基本的安全機能及び構造

強度に影響する汚れ、傷、変形又は損

傷のないこと。 

2 気密漏えい 

検査 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確

認検査）の気密漏えい検査記録を

確認する。 

二重蓋間圧力が検査要領書で規定す

る圧力範囲にあること。 

3 未臨界検査 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確

認検査）の未臨界検査記録を確認

する。 

バスケットの外観、寸法に影響する輸

送容器の異常がないこと。また、収納

物の仕様及び貯蔵期間が設計評価条

件内であること。 

4 吊上検査 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確

認検査）の吊上検査記録により、

トラニオン部に異常がないことを

確認する。 

トラニオン部の性能に影響を与える

ような傷、変形又は損傷のないこと。 

(注1)緩衝体及び三次蓋については、保管期間中検査として、1年に1回以上の頻度で目視により外観

検査を行い、異常のないことを確認する。また、これらの使用に当たっては、使用開始検査と

して目視により外観検査を行い、異常のないことを確認する。なお、緩衝材の充填空間はカバ

ープレートに覆われた閉鎖環境であること、また、緩衝体は常温環境下に保管するため劣化環

境にないことから、緩衝材に有意な経年劣化は生じない。 
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（2）使用済燃料を装荷したことのある輸送容器の定期自主検査 

使用済燃料を装荷したことのある輸送容器については、(ﾊ)-第 B.3表に示す定期自主検査

を 1年に 1回以上実施する。 

 

 

(ﾊ)-第 B.3表 使用済燃料を装荷したことのある輸送容器の定期自主検査の項目、 

検査方法及び合格基準 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

1 外観検査 輸送容器の外観を目視で検査す

る。 

 

基本的安全機能及び構造強度に影響

する汚れ、傷、変形又は損傷のないこ

と。 

2 気密漏えい 

検査 

①三次蓋密封部の漏えい率を加圧

法又は真空法により測定する。 

 

 

②二次蓋密封部の漏えい率をヘリ

ウムリーク試験、加圧法又は真

空法により測定する。 

①三次蓋密封部の漏えい率が検査要

領書に規定する漏えい率を超えな

いこと。 

 

②二次蓋密封部の漏えい率が検査要

領書に規定する漏えい率を超えな

いこと。 

3 未臨界検査 輸送容器内に収納されたバスケッ

トの外観を目視で検査する。 

臨界防止機能に影響するバスケット

の変形又は破損がないこと。 

4 吊上検査 輸送容器を吊り上げた後の状態に

おいて、トラニオンの外観を目視

で検査する。 

トラニオン部の性能に影響を与える

ような傷、変形又は損傷のないこと。 
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（3）保管中の輸送容器の定期自主検査 

a. 使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸送容器の定期自主検査 

使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸送容器については、内部に不活性ガスを

充填する等の腐食防止措置を講じ、屋内に保管するか、又は屋外に保管する場合には養

生を行い、(ﾊ)-第 B.4表に示す定期自主検査を 1年に 1回以上実施する。 

当該輸送容器の保管が終了し、使用済燃料を装荷する前には、(ﾊ)-第 B.3 表と同じ検

査を実施する。 

 

(ﾊ)-第 B.4表 使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸送容器の定期自主検査の項目、 

検査方法及び合格基準 

No. 検査項目 検査方法 合格基準 

1 

 

外観検査 輸送容器の外観を目視で検査す

る。 

基本的安全機能及び構造強度に影響

する汚れ、傷、変形又は損傷のないこ

と。 

 

 

 

b. 使用済燃料を装荷したことのある保管中の輸送容器の定期自主検査 

使用済燃料を装荷したことのある輸送容器について、当面の再利用計画がない等の理

由により保管措置を講ずる場合は、保管する前に(ﾊ)-第 B.3表と同じ検査を実施する。 

また、保管にあたっては、内部に不活性ガスを充填する等の腐食防止措置を講じ、屋

内に保管するか、又は屋外に保管する場合には養生を行い、保管中は(ﾊ)-第 B.4 表に示

す定期自主検査を 1年に 1回以上実施する。 

当該輸送容器の保管が終了し、使用済燃料を装荷する前には、(ﾊ)-第 B.3 表と同じ検

査を実施する。 
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(ﾆ)章 安全設計及び安全輸送に関する特記事項 

本輸送物の安全設計、安全輸送に関する特記事項は以下のものとする。 

 

1. 近接防止金網の装着 

本輸送物は発送前の温度測定検査で、太陽熱放射のない条件において輸送中人が容易

に近づくことができる表面温度が 85 ℃を超える場合は、近接防止金網を装着して輸送

するものとする。 

 

2. 三次蓋及び緩衝体の取扱いについて 

本輸送物の三次蓋及び緩衝体は同型式の輸送容器間で共用する。 

また、安全性向上の観点から、緩衝材として使用する木材の経年変化に関する知見の

拡充の取り組みの一環として、緩衝体の使用に際しては、都度、輸送容器の使用履歴を

蓄積し、輸送前に、輸送容器の使用履歴、収納物の発熱量及び輸送時に想定される環境

温度を踏まえ、木材温度が、概ね実績のある温度の範囲内であることを確認した後に輸

送を行う。 

 

3. 技術基準が変更となった場合及び新たな技術的知見が得られた場合の対応について 

外運搬規則等の改正に伴い本輸送物に係る技術上の基準が変更となった場合及び新た

な技術的知見が得られた場合は、設計への影響を評価し、必要に応じて設計変更承認申

請等の手続きを行う。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考  輸送容器の製作の方法の概要に関する説明 
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(3) 緩衝材の組込み 

缶体に緩衝材を組込む。 

(4) 組立溶接 

緩衝材の組込みを完了した缶体にカバープレートの溶接を行う。 

(5) 機械加工 

容器との当り面等の機械加工を行う。 

 

5. 輸送容器の組立 

完成した胴にバスケット及びドレンパイプの組込み、並びにトラニオン、蓋、上・下

部緩衝体の取付けを行い、輸送容器を組立てる。 
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A.2 材料の説明 

A.2.1 一般材料 

輸送容器には、(参)-第 A.1 表に示す規格の材料又はその相当品を使用する。 

 

A.2.2 特殊材料 

前記一般材料の他に、(参)-第 A.2 表に示す特殊材料を使用する。 
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A.3 溶 接 

容器の溶接は、日本機械学会の「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格」及

び「発電用原子力設備規格 溶接規格」に準拠した施工法により行う。 

溶接方法の例を(参)-第 A.3 表に示す。 
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B. 輸送容器の試験、検査方法 

(ﾛ)章で述べられた各解析に対応する設計条件を満たすように製造されていることを確

認するために、日本原子力学会標準「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計

及び検査基準」に準じて(参)-第 B.1 表に示す検査を実施する。 
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(参)-第 B.1 表 検査項目一覧表 

検査項目 
容器(蓋を含む) バスケット 緩衝体 

実施 

区分 
実施時期 

実施 

区分 
実施時期 

実施 

区分 
実施時期 

材料検査 ○ 製作中（材料受取時） ○ 製作中（材料受取時） ○ 製作中（材料受取時） 

寸法検査 ○ 製作中及び製作完了時 ○ 製作中及び製作完了時 ○ 製作完了時 

溶接検査 ○ 製作中 － － ○ 製作中 

外観検査 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 

耐圧検査 ○ 製作中 － － － － 

気密漏えい検査 ○ 製作中及び製作完了時 － － － － 

遮蔽性能検査 ○ 製作中 － － － － 

遮蔽寸法検査 ○ 製作中 － － － － 

伝熱検査 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 

吊上荷重検査 ○ 製作完了時 － － － － 

重量検査 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 

未臨界検査 － － ○ 製作中及び製作完了時 － － 

作動確認検査 ○ 製作完了時 － － － － 

取扱い検査 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 ○ 製作完了時 
 



 

別紙２ 

 

 

 

 

 

 

輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 

 

 

 

 

（ 記載事項 ） 

 

１．輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する 

説明  ····························································· (ｲ)章 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)章 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明 
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(ｲ)章 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明 

(ｲ)-A 品質マネジメントシステム 

当社は、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成及び維

持するための活動を行う仕組みを含めた、原子炉施設の設計、工事及び検査段階から運転段階

に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「伊方発電所原子

炉施設保安規定」の品質マネジメントシステム計画に定めている。 

本申請に係る設計及び製造発注並びに取扱い及び保守の各段階における品質保証活動は、こ

の品質マネジメントシステムに基づき品質保証活動を行う体制を適切に構築し、実施する。 

 

A.1 品質マニュアル 

  組織は、品質マニュアルである品質マネジメントシステム計画に次に掲げる事項を定める。 

a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

b) 保安活動の計画、実施、評価および改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

d) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

 

A.2 文書の管理 

(1) 組織は、次の事項を含む、品質マネジメント文書を管理する。 

a) 組織として承認されていない文書の使用、または適切ではない変更の防止 

b) 文書の組織外への流出等の防止 

c) 品質マネジメント文書の発行および改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき

講じた措置ならびに当該発行および改訂を承認した者に関する情報の維持 

(2) 組織は、要員が判断および決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用で

きるよう（文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認でき

ることを含む。）、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた社内規定を作成

する。 

a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認するこ

と。 

b) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、 a)

と同様にその妥当性を審査し、改訂を承認すること。 

c) 品質マネジメント文書の審査および評価には、その対象となる文書に定められた活動

を実施する部門の要員を参画させること。 

d) 品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別できるようにすること。 

e) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制

定版または改訂版が利用しやすい体制を確保すること。 

f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにする

こと。 
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g) 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。 

h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、

当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。 

 

A.3 記録の管理 

(1) 組織は、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則」および「同規則の解釈」（以下「品管規則」という。）に規定する個別業務等要求事項へ

の適合および品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、

当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができる

ように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 

(2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索および廃棄に関し、所要の管理の方法を定

めた、社内規定を作成する｡ 
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(ｲ)-B 経営責任者等の責任 

1. 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメント

システムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる

業務を行うことによって実証する。 

(1) 品質方針を定めること。 

(2) 品質目標が定められているようにすること。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、および維持することに貢献できるようにすること。 

(4) マネジメントレビューを実施すること。 

(5) 資源が利用できる体制を確保すること。 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知する

こと。 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要員に認識させる

こと。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位および説明

する責任を考慮して確実に行われるようにすること。 

 

2. 原子力の安全の確保の重視 

社長は、組織の意思決定に当たり、機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し、

かつ、原子力の安全がそれ以外の事由（コスト、工期等）により損なわれないようにする。 

 

3. 品質方針 

社長は、品質方針（健全な安全文化を育成し、および維持することに関するもの（この場

合において、技術的、人的、および組織的要因ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安

全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指

して設定していること。）を含む。）が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

(1) 組織の目的および状況に対して適切なものであること（組織運営に関する方針と整合的

なものであることを含む。）。 

(2) 要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持っ

て関与すること。 

(3) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

(4) 要員に周知され、理解されていること。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。 

 

4. 計画 

4.1 品質目標 

(1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を
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含む。）が定められているようにする。これには、品質目標を達成するための計画として、

次の事項を含む。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

 

(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得る（品質目標の達成状況を監視測定し、

その達成状況を評価できる状態にあること）ものであって、かつ、品質方針と整合的なも

のとなるようにする。 

 

4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 社長は、品質マネジメントシステムが品質マネジメントシステムに係る要求事項に適合

するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。 

(2) 社長は、プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽

微な変更を含む。）を含む、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施され

る場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているよ

うにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮

する。 

a) 品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更により起こり得る結果（当該

変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価、ならびに当該分析および評

価の結果に基づき講じた措置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任および権限の割当て 

 

5. 責任、権限およびコミュニケーション 

5.1 責任および権限 

社長は、全社規程である「組織規程」を踏まえて、責任（担当業務に応じて、組織の内外に

対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限ならびに部門相互間の業務の

手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。 

 

5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

(1) 社長は、原子力本部長を品質保証活動（内部監査を除く。）の実施に係る品質マネジメン

トシステム管理責任者に、考査室原子力監査担当部長を内部監査の品質マネジメントシス

テム管理責任者として任命する。 
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(2) 社長は、品質マネジメントシステム管理責任者に、次に掲げる業務に係る責任および権

限を与える。 

a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする

こと。 

b) 品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について、社長に報告

すること。 

c) 健全な安全文化を育成し、および維持することにより、原子力の安全の確保について

の認識が向上するようにすること。 

d) 関係法令を遵守すること。 

 

5.3 管理者 

(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（品質マネジメントシステム計画

に基づき、管理者として責任および権限を付与されている者、以下「管理者」という。）に、

当該管理者が管理監督する業務に係る責任および権限を与える。 

なお、管理者に代わり、個別業務のプロセスを管理する責任者を置いて、その業務を行

わせることができる。この場合において、当該責任者の責任および権限は、文書で明確に

定める。 

a) 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されている

ようにすること。 

b) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 

c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

d) 健全な安全文化を育成し、および維持すること。 

e) 関係法令を遵守すること。 

 

(2) 管理者は、(1)の責任および権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップ

を発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定

すること。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的

に行えるようにすること。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由およびその内容を、関係する要員に確実に伝達す

ること。 

d) 常に問いかける姿勢および学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極

的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 

e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

 

(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野お
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よび強化すべき分野に係るものを含む。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

 

5.4 組織の内部の情報の伝達 

(1) 社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとと

もに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されることを次の活

動により確実にする。 

a) 会議（原子力発電所品質保証委員会、原子力発電安全委員会、伊方発電所安全運営委

員会等） 

b) 文書（電磁的記録媒体を含む。）による周知、指示および報告 

 

6. マネジメントレビュー 

社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保

安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価を、あらかじめ

定められた間隔で行う。 

 

7. 組織 

品質マネジメントシステム遂行に係る申請者、容器製造者等の組織について、責任体制に

係る関係を(ｲ)-第 B.1図に示す。また、当社の体制図を(ｲ)-第 B.2図に示す。 

 

 

契約関係 

 

(ｲ)-第 B.1 図 責任体制に係る関係 

申 請 者 

(当  社) 

・核燃料輸送物の技術仕様の提示 

・輸送容器の発注 

容器設計者・製造者 ・輸送容器の設計 

・輸送容器の製造 

安全解析書作成委託契約 

輸送容器発注 
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(ﾊ)-第 B.2 図 体制図 

  

社  長 

品質マネジメントシステム 

管理責任者（考査室原子力監査担当部長） 

考査室原子力監査担当部長 

品質マネジメントシステム 

管理責任者（原子力本部長） 

原子力本部長 

土木建築部長 

資材部長 

原子力部長 

  原子力部発電管理部長 

  原子力部原子燃料サイクル部長 

原子力保安研修所長 

伊方発電所長 
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(ｲ)-C 教育・訓練 

1. 組織は、個別業務の実施に必要な技能および経験を有し、意図した結果を達成するために必

要な知識および技能ならびにそれを適用する能力（以下「力量」という。また、力量には、組

織が必要とする技術的、人的および組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者を要員

に充てる。 

 

2. 組織は、要員の力量を確保するために、保安規定に基づき保安活動の重要度に応じて社内規

定を定め、次に掲げる業務を行う。 

(1) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

(2) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新た 

に配属し、または雇用することを含む。）を講ずること。 

(3) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 

(4) 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。 

a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

(5) 要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 
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(ｲ)-D 設計管理 

輸送容器が設計要求事項に適合することを確実にするため、組織は、保安規定に基づき、社

内規定を定め、次の事項を実施する。 

 

1. 設計開発計画  

(1) 組織は、設計開発（専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以

下「設計開発計画」という。）を策定する（不適合および予期せぬ事象の発生等を未然に防

止するための活動を行うことを含む。）とともに、設計開発を管理する。この設計開発には、

設備、施設、ソフトウェアおよび手順書等に関する設計開発を含む。この場合において、

原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については、新規制定の場合に加え、重

要な変更がある場合にも行う。 

(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。 

a) 設計開発の性質、期間および複雑さの程度 

b) 設計開発の各段階における適切な審査、検証および妥当性確認の方法ならびに管理体

制 

c) 設計開発に係る部門および要員の責任および権限 

d) 設計開発に必要な組織の内部および外部の資源 

(3) 組織は、実効性のある情報の伝達ならびに責任および権限の明確な割当てがなされるよ

うにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。 

 

2. 設計開発に用いる情報 

(1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを

明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。 

a) 機能および性能に係る要求事項 

b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報とし

て適用可能なもの 

c) 関係法令 

d) その他設計開発に必要な要求事項 

(2) 組織は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。 

 

3. 設計開発の結果に係る情報 

(1) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証すること

ができる形式により管理する。 

(2) 組織は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の

結果に係る情報を承認する。 

(3) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。 

a) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 
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b) 調達、機器等の使用および個別業務の実施のために適切な情報を提供するものである

こと。 

c) 合否判定基準を含むものであること。 

d) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であるこ

と。 

 

4. 設計開発レビュー 

(1) 組織は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目

的とした体系的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 

a) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

b) 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提

案すること。 

(2) 組織は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階

に関連する部門の代表者および当該設計開発に係る専門家を参加させる。 

(3) 組織は、設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発レビューの結果に基づき講

じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

5. 設計開発の検証 

(1) 組織は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、

設計開発計画に従って検証を実施する（設計開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行

する前に、当該設計開発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うことを含む。）。 

(2) 組織は、設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じた措置に係る

記録を作成し、これを管理する。 

(3) 組織は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。 

 

6. 設計開発の妥当性確認 

(1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発

計画に従って、当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実

施する（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合において、当該

機器等の使用を開始する前に、設計開発妥当性確認を行うことを含む。）。 

(2) 組織は、機器等の使用または個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発妥当性確

認を完了する。 

(3) 組織は、設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開発妥当性確認の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

７. 設計開発の変更の管理 

(1) 組織は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することがで
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きるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。 

(2) 組織は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証および妥当性確認を

行い、変更を承認する。 

(3) 組織は、設計開発の変更の審査において、設計開発の変更が原子炉施設に及ぼす影響の

評価（当該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

(4) 組織は、(2)の審査、検証および妥当性確認の結果の記録およびその結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
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(ｲ)-E 輸送容器の製造発注 

輸送容器が調達要求事項に適合することを確実にするため、組織は、保安規定に基づき、社

内規定を定め、次の事項を実施する。 

 

①容器製造者の評価 

(1) 組織は、調達物品等要求事項に従い、調達する物品または役務（以下「調達物品等」とい

う。）を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。 

(2) 組織は、(1)の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作

成し、これを管理する。 

 

②容器製造者への品質マネジメントシステム要求事項 

(1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するも

のを含める。 

a) 調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設備に係る要求事項 

b) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

c) 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

d) 調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造品等の報告を含む。）および処理に係る

要求事項 

e) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、および維持するために必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に必要な要求事項 

(2) 組織は、調達物品等要求事項として、組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前

事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への

立入りに関することを含める。 

(3) 組織は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらか

じめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

(4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事

項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

③輸送容器の製作に係る検査及び品質監査による検証 

(1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の

方法を定め、実施する。 

(2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたと

きは、当該検証の実施要領および調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法につ

いて調達物品等要求事項の中で明確に定める。 
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(ｲ)-F 取扱い及び保守 

当社は、輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いについて、保安規定に基づき、それぞれ

実施要領等を策定し、実施する。 
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(ｲ)-G 測定、分析及び改善 

G.1 内部品質監査 

(1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するた

めに、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う

部門その他の体制により内部監査を実施する。 

a) 本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 

b) 実効性のある実施および実効性の維持 

 

G.2 不適合品の管理 

(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、または個別業務が実施され

ることがないよう、当該機器等または個別業務を特定し、これを管理する（不適合が確認

された機器等または個別業務が識別され、不適合が全て管理されていることをいう。）。 

(2) 組織は、不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）なら

びにそれに関連する責任および権限を、社内規定に定める。 

(3) 組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 

a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について

評価し、機器等の使用または個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採

用」という。）。 

c) 機器等の使用または個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

d) 機器等の使用または個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による

影響または起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

(4) 組織は、不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に

係る記録を作成し、これを管理する。 

(5) 組織は、(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証する

ための検証を行う。 

  

G.3 是正処置及び未然防止処置 

(1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げると

ころにより、速やかに適切な是正処置を講じる。 

a) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。 

(a) 不適合その他の事象の分析（情報の収集および整理、ならびに技術的、人的および組

織的側面等の考慮を含む。）および当該不適合の原因の明確化（必要に応じて、日常業

務のマネジメントや安全文化の弱点のある分野および強化すべき分野との関係を整理

することを含む。） 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無または当該類似の不適合その他の事象が発生する可

能性の明確化 



(ｲ)-15 

b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。 

c) 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響

を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。）を

変更する。 

e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 

f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす

影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼ

す影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。）に関して、根本的な原因を究明するた

めに行う分析の手順を社内規定に定め、実施する。 

g) 講じた全ての是正処置およびその結果の記録を作成し、これを管理する。 

(2) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る

不適合（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能

性について分析を行った結果、特定した問題を含む。）の重要性に応じて、次に掲げるとこ

ろにより、適切な未然防止処置を講じる。 

a) 起こり得る不適合およびその原因について調査する。 

b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施する。 

d) 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

e) 講じた全ての未然防止処置およびその結果の記録を作成し、これを管理する。 
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補正内容一覧 

（別紙記載事項の補正前後比較表） 



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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付
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補正内容一覧 

・別紙１ 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

iv 下から 3行目 F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評

価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾛ)–F-2 

F.3 安全解析における経年変化の考慮内容・・・(ﾛ)–F-13 

F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評

価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾛ)–F-1 

F.3 安全解析における経年変化の考慮内容・・・(ﾛ)–F-15 

F.4 付属資料・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾛ)–F-22 

v 上から 8行目 A.6 使用済燃料の長期健全性に関する状況調査 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–16 

B. 保守条件・・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.1 外観検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.2 耐圧検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.3 気密漏えい検査・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.4 遮蔽検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.5 未臨界検査・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.6 熱検査・・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.7 吊上検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–18 

B.8 作動確認検査・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.9 補助系の保守・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.10 密封装置の弁、ガスケット等の保守・・・ (ﾊ)–19 

B.11 輸送容器の保管・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–19 

B.12 記録の保管・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–19 

B.13 その他・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–19 

A.6 使用済燃料の長期健全性に関する状況調査 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–17 

B. 保守条件・・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.1 外観検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.2 耐圧検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.3 気密漏えい検査・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.4 遮蔽検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.5 未臨界検査・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.6 熱検査・・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.7 吊上検査・・・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–19 

B.8 作動確認検査・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–20 

B.9 補助系の保守・・・・・・・・・・・・・・(ﾊ)–20 

B.10 密封装置の弁、ガスケット等の保守・・・ (ﾊ)–20 

B.11 輸送容器の保管・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–20 

B.12 記録の保管・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–20 

B.13 その他・・・・・・・・・・・・・・・・ (ﾊ)–20 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-A-43 (ﾛ)-第 A.4 表

の「輸送容器

の部品」の上

から 14行目 

蓋部中性子遮蔽材カバー 

外筒 

バスケットサポート 

蓋部中性子遮蔽材カバー 

外筒 

(ﾛ)-A-53 上から 10行目

の後 

（記載追加） なお、上記の輸送時吊上回数は、(ﾊ)章「輸送容器の保守及

び核燃料輸送物の取扱い方法」の「A. 核燃料輸送物の取扱い

方法」に示す標準的な取扱いとして想定される吊上回数であ

り、燃料装荷、乾式貯蔵施設での貯蔵、再処理工場への輸送に

おける取扱いを含む。 

(ﾛ)-A-73 下から 5 行目

の後 

（記載追加） 次に、疲労強度について評価する。評価は、密封境界を構成

する部材で発生応力が比較的高く、複数容器間で共用するた

め使用計画回数が最も多い三次蓋及び三次蓋ボルトを代表と

して行う。設計疲労線図 1)より、三次蓋の許容繰返し回数は 1

×1011 回、三次蓋ボルトの許容繰返し回数は 9.3×102 回であ

る。一方で、使用期間中に想定される三次蓋及び三次蓋ボルト

の使用計画回数は 60回（輸送回数：30回、輸送時使用回数：

2 回（輸送ごと））であり、許容繰返し回数を十分下回ってい

ることから、三次蓋及び三次蓋ボルトの疲労強度は十分であ

る。 

 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-1 上から 2行目 ここでは、設計評価期間（60 年）中の輸送容器の構成部材

及び収納物の経年変化について、(ﾛ)章の安全解析で考慮する

事項について示す。 

ここでは、使用予定期間（60 年）中の輸送容器の構成部材

及び収納物の経年変化について、(ﾛ)章の安全解析で考慮する

事項について示す。 

(ﾛ)-F-1 上から 6行目 輸送容器の構成部材及び収納物に関して設計評価期間中に

考慮すべき経年変化の要因を以下に示す。 

(1) 熱的劣化 

高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・ク

リープ・その他物性値の変化及び重量減少 

(2)放射線照射による劣化 

ガンマ線及び中性子照射による材料組成・材料組織の変化、

並びに強度・延性・脆性・その他物性値の変化 

(3)化学的劣化 

全面腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学的反応及び

燃料被覆管材料における水素吸収・酸化 

 

本輸送容器は輸送貯蔵兼用キャスクであり、(ﾛ)-第 F.1 図

に示すよう使用されることから、上記の(1)から(3)の経年変

化要因を(ﾛ)-第 F.1表に示すよう考慮する必要がある。 

本核燃料輸送物において想定される使用条件（使用予定期

間 60 年及び使用予定回数 10 回）を踏まえ、輸送容器の構成

部材及び収納物に対して考慮すべき経年変化の要因を以下に

示す。 

(1) 熱的劣化 

高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・ク

リープ・その他物性値の変化及び質量減損 

(2) 放射線照射による劣化 

中性子照射による材料組成・材料組織の変化及び強度・弾

性・延性・脆性・その他物性値の変化 

(3) 化学的劣化 

全面腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学的反応及び

燃料被覆管材料における水素吸収・酸化 

(4) 疲労による劣化 

繰返し荷重の作用による疲労破壊 

(ﾛ)-F-1 下から 1行目 (ﾛ)-第 F.1図 ※図省略 （記載削除） 

(ﾛ)-F-2 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.1表 ※表省略 （記載削除） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-2 

 

上から 9行目 

 

F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価 F.2 安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価 

(1) 経年変化の考慮の必要性の評価条件 

「F.1」において抽出した経年変化要因を踏まえ、経年変化

の考慮の必要性について以下の考えで評価した。 

※中略 

ここで、使用予定期間中（60 年）継続して使用される輸送

物の各構成部材に係る熱的劣化については、(ﾛ)-第 F.1 表に

示すとおり貯蔵時及び輸送時（一般の試験条件下の太陽熱放

射ありの条件）の最高温度のうち高い温度が 60年間継続する

際の影響を評価する。 

 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-2 上から 10行目  収納物の経年変化考慮の必要性を評価した結果を(ﾛ)-第

F.2表に示す。また、輸送容器の構成部材のうち貯蔵に使用さ

れるキャスク本体、バスケット、一次蓋及び二次蓋の経年変化

考慮の必要性を評価した結果を(ﾛ)-第 F.3 表に、貯蔵に使用

されない三次蓋及び緩衝体の経年変化考慮の必要性を評価し

た結果を(ﾛ)-第 F.4表に示す。 

ここで、収納物並びに輸送容器の構成部材のうち貯蔵に使

用されるキャスク本体、バスケット、一次蓋及び二次蓋につい

ては、貯蔵時と輸送時において経年変化を考慮する環境に有

意な差がないことから、設計貯蔵期間（60 年）における評価

を記載する。 

※中略 

一方で、解析評価や文献等知見の整理で設計が担保できる

場合は、確認すべき記録がないものとして記録不要とした。 

(ﾛ)-第 F.2 表から(ﾛ)-第 F.4 表に示すように、これらの評

価結果に基づき、(ﾛ)章では、中性子遮蔽材（レジン）及び金

属ガスケットの経年変化を考慮する。 

 (2) 経年変化の考慮の必要性の評価結果 

収納物の経年変化考慮の必要性を評価した結果を(ﾛ)-第

F.2表に示す。また、輸送容器の構成部材のうち使用予定期間

中（60 年）継続して使用される輸送容器の構成部材であるキ

ャスク本体、バスケット、一次蓋及び二次蓋の経年変化考慮の

必要性を評価した結果を(ﾛ)-第 F.3 表に、輸送時のみに使用

される三次蓋及び緩衝体の経年変化考慮の必要性を評価した

結果を(ﾛ)-第 F.4 表に示す。なお、疲労による劣化について

は、別途(ﾛ)章 A「構造解析」の A.4.4.2 において取扱時に荷

重が負荷される上部トラニオンの、A.5.1.4において内圧変化

による荷重が負荷される三次蓋及び三次蓋ボルトの疲労評価

を実施し、使用計画回数は許容繰返し回数を十分下回ってい

ることを確認している。よって、繰返し荷重に伴う疲労による

劣化の影響はない。 

(ﾛ)-第 F.2 表から(ﾛ)-第 F.4 表に示す評価結果に基づき、

(ﾛ)章では、バスケット（アルミニウム合金）、中性子遮蔽材

（レジン）及び金属ガスケットの経年変化を考慮する。 

(ﾛ)-F-2 下から 1 行目

の後 

（記載追加） (ﾛ)-第 F.1表  使用予定期間中（60年）継続して使用される

輸送物の各構成部材における貯蔵時及び輸送時の最高温度の

比較 ※表省略 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-3 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 4行目 

クリープひずみの進行については、予測式に基づく累積ク

リープひずみが 1 ％以下となるよう制限することで防止でき

る 1)ことが示されており、燃料被覆管中の水素化物再配向に

係る制限以内では、クリープひずみが 1 ％を超えることはな

い。 

照射硬化の回復については、国内軽水炉で照射された PWR照

射済被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、硬化の回

復のしきい値は 300 ℃近傍 1)であり、しきい値以下であれば

照射硬化の回復の可能性は小さく、燃料被覆管の温度を制限

することにより防止できる。 

燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉

で照射された PWR 燃料の燃料被覆管を用いた水素化物再配向

試験及び機械的特性試験の結果、被覆管の周方向機械的特性

が低下しない燃料被覆管の温度が 275 ℃以下、周方向応力が

100 MPa以下 1)と求められており、燃料被覆管温度と周方向応

力を制限することによって、機械的特性の劣化を防止できる。 

上記に示すとおり、燃料被覆管中の水素化物再配向を防止

することにより、他の発生も同時に防ぐことができる。設計貯

蔵期間中の燃料被覆管の温度及び周方向応力は、275 ℃及び

100 MPaを超えないことから、熱による経年変化を考慮する必

要はない。 

クリープひずみの進行については、予測式に基づく累積クリ

ープひずみが 1 ％以下となるよう制限することで防止できる

1)ことが示されており、後述する燃料被覆管中の水素化物再配

向を防止する基準以内では、クリープひずみが 1 ％を超える

ことはない。 

照射硬化の回復については、国内の軽水炉で照射された PWR

燃料の燃料被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、硬

化の回復のしきい値は 300 ℃近傍 1)であり、しきい値以下で

あれば照射硬化の回復の可能性は小さく、燃料被覆管の温度

を制限することにより防止できる。 

燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉

で照射された PWR 燃料の燃料被覆管を用いた水素化物再配向

試験及び機械的特性試験の結果、被覆管の周方向機械的特性

が低下しない燃料被覆管の温度が 275 ℃以下、周方向応力が

100 MPa以下 1)と求められており、燃料被覆管温度と周方向応

力を上記基準以内に制限することによって、機械的特性の劣

化を防止できる。 

上記に示すとおり、燃料被覆管中の水素化物再配向を防止す

ることにより、他の発生も同時に防ぐことができる。使用予定

期間中の燃料被覆管の最高温度及び最高温度における周方向

応力は、219 ℃及び 86 MPaで水素化物再配向を防止する基準

以内であることから、熱による経年変化を考慮する必要はな

い。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
7 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-3 (ﾛ)-第 F.2 表

1行目 

「貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記

録」 

（当該列削除） 

(ﾛ)-F-4 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計貯蔵期間中の中性子照射量が 1.5×1015 n/cm2であり、

炉内の中性子照射量（1021～1022 n/cm2）に対して十分低いこ

とから、照射の影響は無視し得る 1)。 

使用予定期間中の累積中性子照射量が 1.5×1015 n/cm2 であ

り、炉内の中性子照射量（1021～1022 n/cm2）に対して十分低い

ことから、放射線照射による影響は無視し得る 1)。 

(ﾛ)-F-4 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

応力腐食割れについては、燃料棒ペレットの温度上昇によ

る腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に

燃料棒ペレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとし

て安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的雰

囲気となっていない 1)。 

※中略 

また、残留水分が 10 wt％以下の不活性雰囲気にある燃料被

覆管の酸化量及び水素吸収量は無視し得るほど小さい 2)ため、

健全性に影響はない。 

応力腐食割れについては、燃料ペレットの温度上昇による

腐食性核分裂生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃

料ペレットから放出されたよう素はヨウ化セシウムとして安

定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的雰囲気

となっていない 1)。 

※中略 

また、残留水分が 10 wt％以下の不活性ガス雰囲気にある燃

料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視し得るほど小さい 2)

ため、燃料被覆管の健全性に影響はない。 

(ﾛ)-F-4 (ﾛ)-第 F.2 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

(ﾛ)-F-5 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（1/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（1/7） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
8 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-5 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲で

使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮する

必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによ

る変形が考えられるが、最高温度（147 ℃）は、上記の中で最

も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のな

い範囲（300 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が規

定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認してい

るため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

(ﾛ)-F-5 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

中性子照射量が 1016 n/cm2 までは、顕著な機械的特性変化

は見られない 5)ことが示されており、最も中性子照射量が高

くなる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 5.9

×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特

性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中性子照射

量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子

照射量は 5.9×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はな

い。 

(ﾛ)-F-5 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 10行目 

また、使用済燃料貯蔵時の温度条件において、仮に燃料破損

率 1 ％相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、腐食の影響

ない 7)。 

 

また、使用済燃料貯蔵時の温度条件において、仮に燃料破損

率 1 ％相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、腐食の影響

はない 7)。 

 

(ﾛ)-F-5 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の下

から 4行目 

また、中性子遮蔽材（レジン）に接する部材には中性子遮蔽

材の熱劣化により水が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉

鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため腐食の影響

はない。 

また、中性子遮蔽材（レジン）に接する部材には中性子遮蔽

材の熱的劣化により水分が生じるが、中性子遮蔽材充填空間

は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため腐食の

影響はない。 

(ﾛ)-F-5 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-6 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（2/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（2/7） 

(ﾛ)-F-6 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

アルミニウム合金は、貯蔵状態における温度において、設計

用強度・物性値が規定 8)されており、その温度範囲で使用する

ため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮する必要はな

い。なお、設計用強度は、設計貯蔵期間中の熱ばく露条件

（250℃）を模擬した条件での材料試験により得られた材料特

性を保守的に包絡するように設定しており、クリープによる

設計貯蔵期間中の熱ばく露による強度低下を適切に考慮して

いる 8)。また、貯蔵時にバスケットプレートに発生する応力は

1 MPa未満と小さく、設計貯蔵期間中のバスケットプレートの

クリープ変形量は無視し得る。 

アルミニウム合金は、高温環境下では組織変化による強度

低下（過時効の効果含む）が考えられる。加えて、高温環境下

で応力が長期作用する場合はクリープによる変形が考えられ

る。このため、上記影響を考慮することとし、貯蔵開始時の温

度（191 ℃）が 60年間継続する際の材料特性を反映した設計

用強度・物性値 8) を基に、構造解析を実施する。なお、貯蔵

時にバスケットプレートに発生する応力は 1 MPa 未満と小さ

く、使用予定期間中のバスケットプレートのクリープ変形量

は無視し得る。 

(ﾛ)-F-6 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 9行目 

アルミニウム合金は、中性子照射量が 1016 n/cm2までは、顕

著な機械的特性変化は見られない 8)ことが示されており、最

も中性子照射量が高くなる箇所においても、設計貯蔵期間中

の中性子照射量は 1.5×1015 n/cm2であることから照射脆化の

影響はない。また、ほう素添加アルミニウム合金については、

中性子吸収材中のほう素の設計貯蔵期間中の減損割合は 10-5

程度であり、無視し得るほど小さいため、臨界防止機能への影

響はない。 

アルミニウム合金は、中性子照射量が 1016 n/cm2 オーダー

までは、顕著な機械的特性変化は見られない 8)ことが示され

ており、最も中性子照射量が高くなる箇所においても、使用予

定期間中の累積中性子照射量は 1.5×1015 n/cm2であることか

ら照射脆化の影響はない。また、ほう素添加アルミニウム合金

については、中性子吸収材中のほう素の使用予定期間中の減

損割合は 10-5 程度であり、無視し得るほど小さいため、臨界

防止機能への影響はない。 

(ﾛ)-F-6 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-7 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（3/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（3/7） 

(ﾛ)-F-7 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲

で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮す

る必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープに

よる変形が考えられるが、最高温度（132 ℃）は、上記の中で

最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要の

ない範囲（280 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が

規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認して

いるため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

(ﾛ)-F-7 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

中性子照射量が 1017 n/cm2までは、顕著な機械的特性変化

は見られない 9)ことが示されており、最も中性子照射量が高

くなる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 5.9

×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1017 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 5.9×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-7 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 6行目 

トラニオンの内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、

中性子遮蔽材の熱劣化により水が生じる。 

トラニオンの内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、

中性子遮蔽材の熱的劣化により水分が生じる。 

(ﾛ)-F-7 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-8 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（4/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（4/7） 

(ﾛ)-F-8 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲

で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮す

る必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープに

よる変形が考えられるが、最高温度（129 ℃）は、上記の中で

最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要の

ない範囲（300 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が

規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認して

いるため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

(ﾛ)-F-8 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

中性子照射量が 1016 n/cm2までは、顕著な機械的特性変化は

見られない 5)ことが示されており、最も中性子照射量が高く

なる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は外筒

では 3.3×1012 n/cm2、また、蓋部中性子遮蔽材カバ―では 5.9

×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的特

性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中性子照射

量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子

照射量は外筒では 3.3×1012 n/cm2、また、蓋部中性子遮蔽材

カバ―では 5.9×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-8 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 7行目 

外筒の内面及び蓋部中性子遮蔽材カバーの内面は中性子遮

蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱劣化により水

が生じる。 

外筒の内面及び蓋部中性子遮蔽材カバーの内面は中性子遮

蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材の熱的劣化により

水分が生じる。 

(ﾛ)-F-8 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-9 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（5/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（5/7） 

(ﾛ)-F-9 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲

で使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮す

る必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープに

よる変形が考えられるが、最高温度（129 ℃）は、上記の中で

最も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要の

ない範囲（280 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が

規定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認して

いるため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

(ﾛ)-F-9 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

中性子照射量が 1017 n/cm2までは、顕著な機械的特性変化

は見られない 9)ことが示されており、最も中性子照射量が高

くなる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 8.2

×1013 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1017 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 8.2×1013 n/cm2であることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-9 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 6行目 

内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材

の熱劣化により水が生じる。 

内面は中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材

の熱的劣化により水分が生じる。 

(ﾛ)-F-9 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 11行目 

温度及び加熱時間に基づく質量減損量の評価式が示されて

おり、設計貯蔵期間中の熱的（化学的）影響により質量減損

（2 ％程度）が発生 11)するため、遮蔽評価上、保守的に 2.5 ％

の質量減損を考慮する。 

高温環境下では含有する水分が放出されることによる質量

減損が生じることが考えられる。このため、上記影響を考慮す

ることとし、貯蔵開始時の温度（136 ℃）が 60年間継続する

際の質量減損量を基に遮蔽解析を実施する。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-9 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 14行目 

中性子照射量が 1015 n/cm2 までは、顕著な質量減損は見ら

れないことが示されており 11)、12)、最も中性子照射量が高くな

る箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 1.6×

1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1015 n/cm2 オーダーまでは、顕著な質量減

損は見られないことが示されており 11)、12)、最も中性子照射量

が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性子照

射量は 1.6×1014 n/cm2 であることから照射脆化の影響はな

い。 

(ﾛ)-F-9 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

(ﾛ)-F-10 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（6/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（6/7） 

(ﾛ)-F-10 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

高温時の健全性についてラーソン・ミラー・パラメータ

(LMP)で評価すると 150 ℃では 100 年以上閉じ込め機能を維

持できる 13)。さらに、使用済燃料貯蔵時の温度条件において

長期密封性能試験（19 年以上）が実施され、閉じ込め機能が

維持されることが確認されている 14)。一方で、輸送物として

は一般及び特別の試験条件を踏まえた密封機能への影響評価

を行う必要があるため、構造解析では、これまでの知見に基づ

き、設計貯蔵期間（60 年間）における経年変化を考慮した金

属ガスケットの横ずれ基準値を設定する。 

高温環境下ではニッケル基合金製のコイルスプリング並び

にニッケル基合金及びアルミニウム製の被覆材のリラクゼー

ションに伴う、落下時の密封性能の低下が考えられる。このた

め、上記影響を考慮することとし、貯蔵開始時の温度（109 ℃）

が 60年間継続する際の密封性能の低下を考慮しても保証でき

る漏えい率 13)、14)を用いて、15 m 浸漬における 1 か月間の浸

水量を基に臨界解析を実施する。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-10 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 8行目 

アルミニウム／ニッケル基合金は、中性子照射量がそれぞ

れ 1019 n/cm2又は 1021 n/cm2までは、顕著な機械的特性変化は

見られない 15)、16)ことが示されており、最も中性子照射量が高

くなる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 2.0

×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

アルミニウム／ニッケル基合金は、中性子照射量がそれぞ

れ 1019 n/cm2オーダー又は 1021 n/cm2オーダーまでは、顕著な

機械的特性変化は見られない 15)、16)ことが示されており、最も

中性子照射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の

累積中性子照射量は 2.0×1014 n/cm2であることから照射脆化

の影響はない。 

(ﾛ)-F-10 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 17行目 

また、10 年間海浜条件で大気ばく露させた際の平均浸食深

さ及び最大孔食深さが示されており、設計貯蔵期間中の浸食

深さと孔食深さを評価した結果、それぞれ約 0.025 mm及び約

0.33 mmであり 6)、外被材の製造公差 (注)を含めても、板厚 0.5 

mmより小さいため、閉じ込め機能に影響はない。 

また、10 年間海浜条件で大気ばく露させた際の平均浸食深

さ及び最大孔食深さが示されており、使用予定期間中の浸食

深さ及び孔食深さを評価した結果、それぞれ約 0.025 mm及び

約 0.33 mmであり 6)、外被材の製造公差 (注)を含めても、板厚

0.5 mmより小さいため、閉じ込め機能に影響はない。 

(ﾛ)-F-10 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

(ﾛ)-F-11 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.3表  貯蔵に使用される輸送容器の構成部材の安全

解析における経年変化の考慮の必要性の評価（7/7） 

(ﾛ)-第 F.3 表  使用予定期間中継続して使用される輸送容

器の構成部材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の

評価（7/7） 

(ﾛ)-F-11 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 18)されており、その温度範囲で

使用するため、低温脆性を含め、熱による経年変化を考慮する

必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによ

る変形が考えられるが、最高温度（131 ℃）は、上記の中で最

も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のな

い範囲（170 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が規

定 18)されている温度範囲において構造健全性を確認している

ため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-11 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

中性子照射量が 1016 n/cm2 までは、顕著な機械的特性変化

は見られない 19)ことが示されており、最も中性子照射量が高

くなる箇所においても、設計貯蔵期間中の中性子照射量は 1.6

×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響はない。 

中性子照射量が 1016 n/cm2 オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 19)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 1.6×1014 n/cm2であることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-11 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 7行目 

また、中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材

の熱劣化により水が生じるが、酸化鉄の生成により酸素の拡

散障壁が形成されること、及び中性子遮蔽材充填空間は閉鎖

環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、腐食の影響な

い。 

伝熱フィンと胴及び外筒の接合部において、異種金属接触

により胴及び外筒の腐食が促進される可能性があるが、密閉

系かつ淡水環境では、銅が接続された鋼の腐食速度が鋼単独

の場合と同程度になる 20) ことが示されている。また、中性子

遮蔽材の熱劣化により生じる水分量は限定的であり、中性子

遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給され

ないため、異種金属接触による接合部への腐食促進の影響は

小さく、腐食の影響はない。 

また、中性子遮蔽材（レジン）に接しており、中性子遮蔽材

の熱的劣化により水分が生じるが、酸化鉄の生成により酸素

の拡散障壁が形成されること、及び中性子遮蔽材充填空間は

閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないことから、腐食

の影響はない。 

伝熱フィン並びに胴及び外筒の接合部において、異種金属

接触により胴及び外筒の腐食が促進される可能性があるが、

閉鎖環境かつ淡水環境では、銅が接続された鋼の腐食速度が

鋼単独の場合と同程度になる 20) ことが示されている。また、

中性子遮蔽材の熱的劣化により生じる水分量は限定的である

ことに加え、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、酸素が

連続的に供給されないため、異種金属接触による接合部への

腐食促進の影響は小さく、腐食の影響はない。 

(ﾛ)-F-11 (ﾛ)-第 F.3 表

1行目 

貯蔵期間中、左記設計が維持されていたことを確認する記録 （当該列削除） 

(ﾛ)-F-12 上から 1行目 (ﾛ)-第 F.4表  貯蔵に使用されない輸送容器の構成部材の安

全解析における経年変化の考慮の必要性の評価 

(ﾛ)-第 F.4 表  輸送時のみに使用される輸送容器の構成部

材の安全解析における経年変化の考慮の必要性の評価(1/2)、

(2/2) 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 1行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲

で使用するため、熱による経年変化を考慮する必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによ

る変形が考えられるが、最高温度（103 ℃）は、上記の中で最

も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のな

い範囲（280 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が規

定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認してい

るため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 3行目 

輸送期間はわずかで、保管中は放射線による照射を受けな

いため、照射による経年変化が生じる環境にない。 

中性子照射量が 1017 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 9)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 1×1014 n/cm2を下回ることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 4行目 

耐食性に優れたステンレス鋼を使用するため、実用上問題と

なる腐食は生じないが、定期的な外観検査により状態を確認

する。 

耐食性に優れたステンレス鋼を使用するため、実用上問題と

なる腐食は生じない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 6行目 

設計用強度・物性値が規定 3)、4)されており、その温度範囲

で使用するため、熱による経年変化を考慮する必要はない。 

高温環境下では組織変化による強度低下及びクリープによ

る変形が考えられるが、最高温度（103 ℃）は、上記の中で最

も厳しい条件となるクリープによる変形を考慮する必要のな

い範囲（300 ℃以下）である。また、設計用強度・物性値が規

定 3)、4)されている温度範囲において構造健全性を確認してい

るため、熱的劣化を考慮する必要はない。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 8行目 

輸送期間はわずかで、保管中は放射線による照射を受けな

いため、照射による経年変化が生じる環境にない。 

中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 5)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 1×1014 n/cm2を下回ることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 9行目 

メッキ処理等の防錆措置を実施するため、実用上問題とな

る腐食は生じないが、定期的な外観検査により状態を確認す

る。 

メッキ処理等の防錆措置を実施するため、実用上問題とな

る腐食は生じない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 11行目 

輸送期間はわずかで、保管中は常温環境下に置かれるため、

熱による経年変化が生じる環境にない。 

高温環境下では熱による強度低下が考えられ、木材温度が

200℃に達すると木材の熱分解が進む 21)との文献が確認でき

たものの、直接参照できる文献は乏しい状況にある。 

※中略 

なお、輸送に際しては、都度、輸送容器の使用履歴を蓄積

し、輸送前に、輸送容器の使用履歴、収納物の発熱量及び輸送

時に想定される環境温度を踏まえ、木材温度が、概ね実績のあ

る温度の範囲内であることを確認した後に輸送を行う。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 12行目 

輸送期間はわずかで、保管中は放射線による照射を受けな

いため、照射による経年変化が生じる環境にない。 

中性子照射量が 1016 n/cm2オーダーまでは、顕著な機械的

特性変化は見られない 22)ことが示されており、最も中性子照

射量が高くなる箇所においても、使用予定期間中の累積中性

子照射量は 1×1013 n/cm2を下回ることから照射脆化の影響は

ない。 

(ﾛ)-F-12 「経年変化の

考慮の必要性

の評価」の上

から 13行目 

緩衝材の充填空間はステンレス鋼製のカバープレートに覆

われた閉鎖環境であることから、保管中に腐朽しない。 

緩衝材の充填空間はステンレス鋼製のカバープレートに覆

われた閉鎖環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、腐

朽しない。 

(ﾛ)-F-12 下から 1 行目

の後 

（記載追加） （注）参考資料：第 12回輸送容器及び使用済燃料貯蔵施設に

係る特定容器に関する審査会合（令和 4年 4月 25日） 

資料１別紙「緩衝材（木材）の熱的劣化について」 

(ﾛ)-F-13 上から 2行目 安全解析における経年変化の考慮が必要とされた中性子遮

蔽材及び金属ガスケットについて、安全解析における経年変

化の考慮方法を示す。 

(1) 中性子遮蔽材 

安全解析における経年変化の考慮が必要とされたバスケッ

ト、中性子遮蔽材及び金属ガスケットについて、安全解析にお

ける経年変化の考慮方法を示す。 

(1) バスケット 

バスケットに使用されるアルミニウム合金については、構

造解析において、(ﾛ)章 A「A.10.5 MSF-24P 型輸送容器のバ

スケットプレート用材料アルミニウム合金（MB-A3004-H112）

に関する説明書」に示す、高温での 60年間の熱ばく露後の材

料特性を反映した設計用強度・物性値を使用する。 

(1) (2) 中性子遮蔽材 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-13 上から 11行目 中性子遮蔽材に用いるエポキシ系レジンについて、貯蔵期間

を考慮した経年劣化評価試験が実施されており 12)、21)～23)、長

期貯蔵後の中性子遮蔽材部の気相部分の成分は主に水、二酸

化炭素及び窒素と考えられる。 

中性子遮蔽材に用いるエポキシ系レジンについて、貯蔵期間

を考慮した経年劣化評価試験が実施されており 12)、23)～25)、長

期貯蔵後の中性子遮蔽材部の気相部分の成分は主に水、二酸

化炭素及び窒素と考えられる。 

(ﾛ)-F-16 上から 2行目 設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率の評価を

行い、経年劣化を考慮した原子個数密度を遮蔽解析に用いて

いる。 

使用予定期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率の評価を

行い、経年劣化を考慮した原子個数密度を遮蔽解析に用いて

いる。 

(ﾛ)-F-16 上から 12行目 貯蔵中は、使用済燃料の崩壊熱量の低下に伴い、中性子遮蔽

材の温度も低下するが、設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材

の質量減損率算定においては、保守的に貯蔵開始直後の中性

子遮蔽材の最高温度が設計貯蔵期間にわたり一定として質量

減損率を算定する。設計貯蔵期間初期の中性子遮蔽材の最高

温度を(ﾛ)-第 F.6表に示す。 

上記を基にすれば、設計貯蔵期間経過後の劣化パラメータ

は、温度の高い底部中性子遮蔽材で約 38000 となり、質量減

損率は約 2.0 ％と算定される。遮蔽解析ではこれを切り上げ

て 2.5 ％の質量減損があるとして評価する。 

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は水が支配的であ

り、水よりも水素含有率が高いガス成分はわずかである 12)、21)

～23)。 

貯蔵中は、使用済燃料の崩壊熱量の低下に伴い、中性子遮蔽

材の温度も低下するが、使用予定期間経過後の中性子遮蔽材

の質量減損率算定においては、保守的に貯蔵開始直後の中性

子遮蔽材の最高温度が使用予定期間にわたり一定として質量

減損率を算定する。使用予定期間初期の中性子遮蔽材の最高

温度を(ﾛ)-第 F.6表に示す。 

上記を基にすれば、使用予定期間経過後の劣化パラメータ

は、温度の高い底部中性子遮蔽材で約 38000 となり、質量減

損率は約 2.0 ％と算定される。遮蔽解析ではこれを切り上げ

て 2.5 ％の質量減損があるとして評価する。 

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は水が支配的であ

り、水よりも水素含有率が高いガス成分はわずかである 12)、23)

～25)。 

(ﾛ)-F-16 下から 7行目 (ﾛ)-第 F.6 表 設計貯蔵期間初期の中性子遮蔽材の最高温度

(注) 

(ﾛ)-第 F.6 表 使用予定期間初期の中性子遮蔽材の最高温度

(注) 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-17 上から 1行目  (2) 金属ガスケット (3) 金属ガスケット 

(ﾛ)-F-17 上から 7行目 当試験では静的口開きと横ずれが同時に発生した場合に、

(ﾛ)-第 F.2 図に示す輸送時の基準漏えい率を確保するための

横ずれ量と有効復元量（許容口開き量）の相関関係が得られて

いる 7) 。また、落下試験を想定した動的横ずれと漏えい率の

関係についてまとめられ、(ﾛ)-第 F.3 図に示す統計誤差を考

慮した安全側の評価線が示されている 24) 。 

当試験では静的口開きと横ずれが同時に発生した場合に、

(ﾛ)-第 F.1 図に示す輸送時の基準漏えい率を確保するための

横ずれ量と有効復元量（許容口開き量）の相関関係が得られて

いる 7) 。また、落下試験を想定した動的横ずれと漏えい率の

関係についてまとめられ、(ﾛ)-第 F.2 図に示す統計誤差を考

慮した安全側の評価線が示されている 26) 。 

(ﾛ)-F-17 上から 13行目 また、貯蔵終了時（設計貯蔵期間（60年））のラーソン・ミ

ラー・パラメータ（LMP）は 7340であり、上述の試験に用いら

れた試験体の LMP 7375を下回っているので、上述の試験以上

の密封性能が期待できる。 

また、貯蔵終了時（使用予定期間（60 年））のラーソン・

ミラー・パラメータ（LMP）は 7340であり、上述の試験に用い

られた試験体の LMP 7375を下回っているので、上述の試験以

上の密封性能が期待できる。 

(ﾛ)-F-18 下から 2行目 (ﾛ)-第 F.2 図 静的横ずれ変位と口開き変位が同時に起こっ

た場合の許容量推定図 7)（基準漏えい率に対する有効復元量） 

(ﾛ)-第 F.1 図 静的横ずれ変位と口開き変位が同時に起こっ

た場合の許容量推定図 7)（基準漏えい率に対する有効復元量） 

(ﾛ)-F-19 下から 1行目 (ﾛ)-第 F.3図 金属ガスケット動的横ずれの整理 24) (ﾛ)-第 F.2図 金属ガスケット動的横ずれの整理 26) 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-F-21 上から 12行目 21) 原燃輸送(株) ，「使用済燃料等の輸送容器に用いられる

中性子しゃへい材(NS-4-FR)の連続加熱評価試験」，NFT-

TR-97001，(1997). 

22) (財)原子力発電技術機構，「平成 13年度 リサイクル燃

料資源貯蔵技術確証試験（金属キャスク貯蔵技術確証試

験）報告書」，(2002). 

23) (財)原子力発電技術機構，「平成 15年度 リサイクル燃

料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）

報告書」，(2003). 

24) (独)原子力安全基盤機構，「平成 16年度 中間貯蔵施設

健全性評価手法等調査 報告書（1/2） 最終報告」，

(2005). 

 

21) 岡野健, 祖父江信夫,「木材科学ハンドブック」, 朝倉書

店，(2006). 

22) 三菱重工業(株)，「発電用原子炉施設に係る特定機器の

設計の型式証明申請書（特定兼用キャスク）本文及び添付

書類の一部補正について」，(2021). 

23) 原燃輸送(株) ，「使用済燃料等の輸送容器に用いられる

中性子しゃへい材(NS-4-FR)の連続加熱評価試験」，NFT-

TR-97001，(1997). 

24) (財)原子力発電技術機構，「平成 13年度 リサイクル燃

料資源貯蔵技術確証試験（金属キャスク貯蔵技術確証試

験）報告書」，(2002). 

25) (財)原子力発電技術機構，「平成 15年度 リサイクル燃

料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）

報告書」，(2003). 

26) (独)原子力安全基盤機構，「平成 16年度 中間貯蔵施設

健全性評価手法等調査 報告書（1/2） 最終報告」，

(2005). 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-1 「 規 則 の 項

目」の下から 1

行目の後 

（記載追加） 第 3条 

  第 2項 

(ﾛ)-G-1 上記に対する

「説明」 

（記載追加） 該当しない｡ 

(ﾛ)-G-1 「 規 則 の 項

目」の下から 1

行目の後 

（記載追加）   第 3項 

(ﾛ)-G-1 上記に対する

「説明」 

（記載追加） 輸送容器の構成部材及び収納物の経年変化を以下のとおり

考慮した上で、第 6条の技術上の基準に適合していることを

確認している。 

※中略 

c. 以上より、安全解析においては、上記で抽出されたバス

ケット（アルミニウム合金）、中性子遮蔽材（レジン）及び金

属ガスケットの熱的劣化による影響を考慮した評価を実施

し、第 6条の技術上の基準に適合していることを確認した。 

(ﾛ)-G-1 上記に対する

「申請書記載

対応項目」 

（記載追加） (ﾛ)-F 

(ﾛ)-G-2 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目の前 

（記載追加） (BM型輸送物に係る技術上の基準) 

第 6条第 1号 

 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-2 上記に対する

「説明」 

（記載追加） 後述のとおり第 5条第 1号～第 8号までに定める基準に適合

している｡ただし､第 6号に定められる要件は該当しない｡ 

(ﾛ)-G-2 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目の前 

（記載追加） （第 5条第 1号） 

(ﾛ)-G-2 上記に対する

「説明」 

（記載追加） 後述のとおり第 4 条第 1 号～第 5 号、第 8 号及び第 10 号に

定める基準に適合している｡ 

(ﾛ)-G-2 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

(L型輸送物に係る技術上の基準) 

第 4条第 1号 

（第 4条第 1号） 

(ﾛ)-G-3 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

第 4条第 2号 （第 4条第 2号） 

(ﾛ)-G-4 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

第 4条第 2号 （第 4条第 2号） 

(ﾛ)-G-5 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

第 4条第 3号 

      第 4号 

      第 5号 

      第 6号 

      第 7号 

（第 4条第 3号） 

（第 4条第 4号） 

（第 4条第 5号） 

（第 4条第 6号） 

（第 4条第 7号） 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-6 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

第 4条第 8号 

      第 9号 

      第 10号 

（第 4条第 8号） 

（第 4条第 9号） 

（第 4条第 10号） 

(ﾛ)-G-7 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

(A型輸送物に係る技術上の基準) 

第 5条第 1号 

（記載削除） 

(ﾛ)-G-7 上記に対する

「説明」 

前述のとおり前条(第 4条)第 1号～第 5号、第 8号及び第 10

号に定める基準に適合している｡ 

（記載削除） 

(ﾛ)-G-7 「 規 則 の 項

目」の上から 4

行目  

      第 2号 

      第 3号 

      第 4号 

      第 5号 

      第 6号 

（第 5条第 2号） 

（第 5条第 3号） 

（第 5条第 4号） 

（第 5条第 5号） 

（第 5条第 6号） 

(ﾛ)-G-8 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

第 5条第 7号 （第 5条第 7号） 

 

(ﾛ)-G-8 上記に対する

「説明」の下

から 3行目 

d. 解析モデルについては遮蔽材の最小寸法を使用し、中性

子遮蔽材の質量が 2.5％減損したとしている。 

 

d. 解析モデルについては遮蔽材の最小寸法を使用し、中性

子遮蔽材については規則第 3 条第 3 項の技術上の基準に

対する適合性において説明のとおり、熱的劣化を考慮し、

その質量が 2.5％減損したとしている。 

 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-8 「 規 則 の 項

目」の上から 2

行目  

      第 8号 

      第 9号 

      第 10号 

（第 5条第 8号） 

（第 5条第 9号） 

（第 5条第 10号） 

(ﾛ)-G-9 「 規 則 の 項

目」の上から 1

行目  

(BM型輸送物に係る技術上の基準) 

第 6条第 1号 

（記載削除） 

(ﾛ)-G-9 上記に対する

「説明」 

前述のとおり前条(第 5条)第 1号～第 8号までに定める基準

に適合している｡ただし､第 6 号に定められる要件は該当し

ない｡ 

（記載削除） 

(ﾛ)-G-9 「 規 則 の 項

目」の上から 5

行目  

      第 2号 第 6条第 2号 

(ﾛ)-G-10 「説明」の上

から 2行目 

本輸送物の重量は 134.4 トン以下であるため､落下高さは

0.3 メートルであり､落下時に輸送物が最大損傷を受けるよ

う､垂直､水平及びコーナーの各姿勢についてCRUSHコードを

用いて、緩衝体を除いた輸送物と落下試験台を剛体とし、緩

衝体の変形量及び落下試験との比較検証により得られた負

荷係数 1.2を考慮して衝撃荷重を解析し、保守的な設計加速

度を設定している｡緩衝体の最大変形量は底部コーナー落下

時における 324 mmである。 

本輸送物の重量は 134.4 トン以下であるため､落下高さは

0.3 mであり､落下時に輸送物が最大損傷を受けるよう､垂直､

水平及びコーナーの各姿勢について CRUSH コードを用いて、

緩衝体を除いた輸送物と落下試験台を剛体とし、緩衝体の変

形量及び落下試験との比較検証結果を踏まえ保守的に設定し

た負荷係数 1.2 を考慮して衝撃荷重を解析し、保守的な設計

加速度を設定している｡緩衝体の最大変形量は底部コーナー

落下時における 324 mmである。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
26 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-10 「説明」の上

から 12行目 

また､この時の容器本体各部の応力をABAQUSコードを用い

て解析評価し、バスケット及び燃料被覆管については公式を

用いた計算により評価している。容器本体、バスケット及び

燃料被覆管は､自由落下による衝撃力が負荷されても各部が設

計応力強さ等基準値を下回り、容器本体、バスケット及び燃料

被覆管の構造健全性並びに容器本体の密封性を損なうこと

はない｡ 

また､この時の容器本体各部の応力を ABAQUS コードを用い

て解析評価し、バスケット及び燃料被覆管については公式を

用いた計算により評価している。ここで、バスケットについ

ては規則第 3 条第 3 項の技術上の基準に対する適合性におい

て説明のとおり、熱的劣化を考慮した設計用強度・物性値を

基に評価している。容器本体、バスケット及び燃料被覆管は､

自由落下による衝撃力が負荷されても各部に生じる応力が設計

応力強さ等基準値を下回ることから、容器本体、バスケット及

び燃料被覆管の構造健全性並びに容器本体の密封性を損なう

ことはない｡ 

(ﾛ)-G-13 「説明」の上

から 14行目 

また､この時の容器本体各部の応力を ABAQUS コードを用い

て解析評価し、バスケットについては公式を用いた計算によ

り評価している。容器本体及びバスケットは､落下試験Ⅰによ

る衝撃力（内部収納物には、加速度割増係数として垂直落下時

2.6、水平落下時 1.2を考慮）が負荷されても容器本体各部が設

計引張強さ等基準値を下回り、バスケットが塑性変形すること

はないことから、容器本体は破損せず密封性を損なうことは

なく、バスケットは構造健全性を損なうことはない｡ 

 

また､この時の容器本体各部の応力を ABAQUS コードを用い

て解析評価し、バスケットについては公式を用いた計算によ

り評価している。ここで、バスケットについては規則第 3 条

第 3 項の技術上の基準に対する適合性において説明のとお

り、熱的劣化を考慮した設計用強度・物性値を基に評価して

いる。容器本体及びバスケットは､落下試験Ⅰによる衝撃力（内

部収納物には、加速度割増係数として垂直落下時 2.6、水平落下

時 1.2 を考慮）が負荷されても容器本体各部に生じる応力が設

計引張強さ等基準値を下回ることから、容器本体及びバスケッ

トの構造健全性並びに容器本体の密封性を損なうことはな

い｡ 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-16 「説明」の下

から 8行目 

また、熱解析で一部の中性子遮蔽材が使用可能温度を超え

ることから、その密度が保守的に半減するものとしている｡ 

また、熱解析で一部の中性子遮蔽材が使用可能温度を超え

ることから、規則第 3 条第 3 項の技術上の基準に対する適合

性において説明のとおり、熱的劣化を考慮しその質量が

2.5 ％減損したとした上で、さらにその密度が保守的に半減

するものとしている｡ 

(ﾛ)-G-19 「説明」の上

から 4行目 

本輸送物は、規則第 11 条第 2 号で後述するように SCALE

コードシステムを用い、収納する燃料の条件として新燃料条

件の初期濃縮度の適用、及び、三次蓋、緩衝体、中性子遮蔽

材を無視する等、核的に安全側のモデルを仮定し､無限個の

任意配列の場合にも中性子実効増倍率は0.38704となり未臨

界である｡なお、上記の解析では、中性子実効増倍率が最も

大きく評価できるよう、バスケット格子内のり寸法の公差及

び燃料集合体の配置を設定している。 

 

輸送容器の構成部材及び収納物の経年変化を、規則第 3 条

第 3 項の技術上の基準に対する適合性における説明のとおり

考慮した上で、規則第 11条第 2号の技術上の基準に対する適

合性において後述するように、通常輸送時に比べてより保守

的な条件で臨界解析を行った結果においても臨界に達するこ

とはないことから、本輸送物は輸送中において臨界に達する

ことはない。また、経年変化を考慮した上で、本条第 1 号か

ら第 3号の技術上の基準に適合していることを確認している｡ 

(ﾛ)-G-19 「申請書記載

対応項目」の

上から 3行目 

(ﾛ)-E.4.4 (ﾛ)-E.4.4､ 

(ﾛ)-F 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-20 「説明」の上

から 1行目 

規則第 6条第 2号の熱解析及び、負荷係数 1.2を考慮した

衝撃加速度に対し保守的な設計加速度を設定することで、

0.3m 落下後の 9m 落下の衝撃力をも考慮できている規則第 6

条第 3号の構造解析の結果より、本輸送容器は、落下試験等

においても臨界解析モデルに影響を与えるような物理的･化

学的変化はなく､胴内への浸水もないが､燃料集合体は落下

試験において変形する可能性がある｡ 

規則第 6条第 2号の熱解析及び、負荷係数 1.2を考慮した

衝撃加速度に対し保守的な設計加速度を設定することで、

0.3 m落下後の 9 m落下の衝撃力をも考慮できている規則第

6 条第 3号の構造解析の結果より、本輸送容器は、経年変化

を考慮した上で、落下試験等においてもバスケットの臨界解

析モデルに影響を与えるような物理的･化学的変化はない

が､燃料集合体は落下試験において変形する可能性がある｡ 

また、水密境界となる二次蓋の金属ガスケットについては規

則第 3条第 3項の技術上の基準に対する適合性において説明

のとおり、経年変化を考慮することとし、貯蔵開始時の温度

が 60 年間継続する際の密封性能の低下を考慮しても保証で

きる漏えい率を用いて、15 m 浸漬における 1 か月間の浸水

量を評価した結果、約 2リットルとなった。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾛ)-G-20 「説明」の上

から 9行目 

臨界解析では､保守的に、三次蓋の存在を無視した上で、

特別の試験条件の影響を考慮した二次蓋からの微量の浸水

を考慮するとともに、燃料集合体の下部側支持格子 1スパン

間の拡大／縮小変形を考慮したモデルで解析を行った｡ま

た、燃料のウラン濃縮度は保守的に減損していない未照射の

値とし、一部の燃料に添加されているガドリニウムや収納す

る可能性のあるバーナブルポイズンの効果は考慮しない条

件で評価している。収納物の温度は常温(20 ℃)とし､収納物

は容器中央に最も近接して配置した｡また､中性子遮蔽材､三

次蓋及び上･下部緩衝体が存在しない保守的なモデルで､周

囲が完全反射の条件で評価している｡ 

以上のモデルは規則第 11 条第 2 号のｲ､ﾛ､ﾊ､ﾆ及びﾎに要求さ

れる評価条件のいずれよりも厳しい条件とした保守的なモ

デルであり､SCALE コードシステムを用いた解析の結果､中性

子実効増倍率は0.38745で未臨界である｡したがって､いずれ

の評価条件に置かれた場合にも臨界に達しない｡ 

 

以上を踏まえ、臨界解析では SCALE コードシステムを用

い、規則第 11 条第 2 号のｲ､ﾛ､ﾊ､ﾆ及びﾎに要求される評価条

件のいずれよりも厳しい条件とした以下の保守的な条件で

実効増倍率を求めた結果､0.38745 となり､いずれの評価条件

に置かれた場合にも臨界に達しない｡ 

・保守的に、三次蓋の存在を無視した上で、胴内への 5 リッ

トルの水の浸入を考慮する。 

・燃料集合体の下部側支持格子 1 スパン間の拡大／縮小変形

を考慮する。 

・燃料のウラン濃縮度は保守的に減損していない未照射の値

とし、一部の燃料に添加されているガドリニウムや収納す

る可能性のあるバーナブルポイズンの効果は考慮しない。 

・収納物の温度は常温(20 ℃)とし､収納物は容器中央に最も

近接して配置する｡ 

・中性子遮蔽材､三次蓋及び上･下部緩衝体が存在しない保守

的なモデルで､周囲が完全反射の条件で評価する｡ 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-3 上から 5行目 乾式貯蔵施設での輸送物の受け取りは、以下の方法により

行われる。 

乾式貯蔵施設での輸送物の受取りは、以下の方法により行

われる。 

(ﾊ)-3 上から 10行目  （2）乾式貯蔵施設での輸送物の発送前準備 

 

（2）乾式貯蔵施設での輸送容器の貯蔵 

乾式貯蔵施設での輸送容器の貯蔵は、以下の方法により

行われる。 

a. 貯蔵場所に据え付けられた輸送容器に対し、適宜貯蔵

期間中検査を実施する。 

 

（3）乾式貯蔵施設での輸送物の発送前準備 

(ﾊ)-7 下から 1 行目

の後  

（記載追加） この際の収納物検査については、一次蓋及び二次蓋を開放

して使用済燃料の外観を目視等にて検査することなく、記録

の確認によって行う。 

(ﾊ)-9 (ﾊ)-第 A.1 表

の「検査方法」

の下から 5 行

目  

④ 上記①～③が貯蔵期間中維持されていることを、貯蔵期

間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の二重蓋間圧力検査（注

３）記録により確認する。 

（記載削除） 

(ﾊ)-9 (ﾊ)-第 A.1 表

の「合格基準」

の下から 5 行

目  

③ 輸送容器内部圧力及び二重蓋間圧力が検査要領書に規定

する圧力範囲にあること。 

④ 上記①～③の状態が維持されていること。 

③ 輸送容器内部圧力及び二重蓋間圧力が検査要領書に規定

する圧力範囲にあること。また、貯蔵期間中の二重蓋間

圧力が検査要領書に規定する圧力範囲にあることで、残

留水分、ガス成分及び充填量並びに輸送容器内部圧力が

検査要領書に規定する範囲にある状態で維持されている

こと。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-9 下から 10行目 (注 1)、(注 2) ※記載省略（表中の引用含む）  （記載削除） 

(ﾊ)-10 上から 1行目 (注 2)の続き、(注 3) ※記載省略（表中の引用含む） （記載削除） 

(ﾊ)-11 上から 2行目 本輸送容器は、乾式貯蔵施設における使用済燃料の貯蔵後

の輸送に使用することから、発送前検査に先立ち、(ﾊ)-第

A.2表に示す検査を実施する。 

本輸送容器は、乾式貯蔵施設における使用済燃料の貯蔵後

の輸送に使用することから、発送前検査に先立ち、「使用済

燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準：

2010 (AESJ-SC-F002：2010、(一社)日本原子力学会標準委員

会)」を基に設定した(ﾊ)-第 A.2表に示す検査を実施する。 

(ﾊ)-11 上から 7行目 （2）貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査） 

貯蔵期間中に、輸送時に必要な基本的安全機能及び構造強

度を維持していることを確認するために(ﾊ)-第 A.4表に示す

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）を 1年に 1回以上

（遮蔽性能検査および熱検査については 10年に 1回以上）

実施する。 

（2）貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査） 

貯蔵期間中に、貯蔵時に必要な基本的安全機能及び構造強

度を維持していることを確認するために(ﾊ)-第 A.4表に示す

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）を外観検査、二重

蓋間圧力検査、未臨界検査、表面温度検査及び収納物検査に

ついては 1年に 1回以上、遮蔽性能検査及び熱検査について

は 10年に 1回以上実施する。 

 

(3) 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査） 

貯蔵期間中に、輸送時に必要な基本的安全機能及び構造強度

を維持していることを確認するために(ﾊ)-第 A.5 表に示す貯

蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）を外観検査、気密漏え

い検査、未臨界検査及び吊上検査については 1年に 1回以上、

遮蔽性能検査及び熱検査については 10 年に 1 回以上実施す

る。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-11 (ﾊ)-第 A.2 表

の貯蔵期間中

検査（貯蔵）の

除熱（表面温

度検査） 

◎ ○ 

(ﾊ)-13 下から 1 行目

の後 

（記載追加） (ﾊ)-第 A.4表 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の

項目、検査方法及び合格基準（1/2） 

(ﾊ)-第 A.4表 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の

項目、検査方法及び合格基準（2/2） 

※表省略 

(ﾊ)-14 上から 1行目 (ﾊ)-第 A.4表 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の

項目、検査方法及び合格基準 

(ﾊ)-第 A.5表 貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の

項目、検査方法及び合格基準 

(ﾊ)-14 下から 16行目 (注 1)～(注 4) ※記載省略（表中の引用含む） （記載削除） 

(ﾊ)-16 上から 4行目 乾式貯蔵施設から輸送物を発送する前に行う輸送物の発送

前検査の収納物検査については、一次蓋及び二次蓋を開放し

て使用済燃料の外観を目視等にて検査することなく、記録の

確認によって行うことから、国内海外で実施されている以下

のような使用済燃料の長期健全性に関する試験の実施状況を

調査し、知見の蓄積を図る。 

乾式貯蔵施設から輸送物を発送する前に行う輸送物の発送

前検査の収納物検査については、一次蓋及び二次蓋を開放し

て使用済燃料の外観を目視等にて検査することなく、記録の

確認によって行うことから、国内外で実施されている以下の

ような使用済燃料の長期健全性に関する試験の実施状況を調

査し、知見の蓄積を図る。なお、本輸送容器の安全性に影響す

る新たな技術的知見が得られた場合の対応については(ﾆ)章

に示す。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-16 下から 9行目 貯蔵している使用済燃料について(ﾊ)-第 A.5表に示す。 貯蔵している使用済燃料について(ﾊ)-第 A.6表に示す。 

(ﾊ)-16 下から 2行目 同試験に使用される使用済燃料の仕様等について(ﾊ)-第

A.6表に示す。 

同試験に使用される使用済燃料の仕様等について(ﾊ)-第

A.7表に示す。 

(ﾊ)-17 上から 1行目 (ﾊ)-第 A.5表 米国アイダホ国立研究所で乾式貯蔵されてい

る使用済燃料（注 1）（注 2） 

(ﾊ)-第 A.6表 米国アイダホ国立研究所で乾式貯蔵されてい

る使用済燃料（注 1）（注 2） 

(ﾊ)-17 下から 8行目 (ﾊ)-第 A.6表 国内での貯蔵試験に使用する使用済燃料 (ﾊ)-第 A.7表 国内での貯蔵試験に使用する使用済燃料 

(ﾊ)-18 上から 2行目 貯蔵中の輸送容器の健全性の維持については、貯蔵期間中

検査（貯蔵機能維持確認検査）により確認する。 

 

貯蔵中の輸送容器の健全性の維持に関し、B.1、B.3～B.7及

び B.13については、貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）

の記録により確認する。 

(ﾊ)-18 上から 5行目 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の外観検査記録を

確認し、輸送容器に、基本的安全機能及び構造強度に影響する

汚れ、傷、変形又は損傷がないことを確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の外観検査記録を

確認し、輸送容器に、基本的安全機能及び構造強度に影響する

汚れ、傷、変形又は損傷のないことを確認する。 

(ﾊ)-18 上から 11行目 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の二重蓋間圧力検

査記録を確認し、二重蓋間圧力が検査要領書に規定する圧力

範囲にあることを確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の気密漏えい検査

記録を確認し、二重蓋間圧力が検査要領書に規定する圧力範

囲にあることを確認する。 

(ﾊ)-18 下から 13行目 代表容器の貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の遮蔽

性能検査記録を確認し、代表容器が遮蔽機能を維持している

ことを確認する。 

代表容器の貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の遮蔽

性能検査記録を確認し、代表容器が遮蔽機能を維持している

ことを確認する。 

(ﾊ)-18 下から 10行目 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の未臨界検査記録

を確認し、バスケットの外観、寸法に影響する輸送容器の異常

がないこと、また、収納物の仕様及び貯蔵期間が設計評価条件

内であることを確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の未臨界検査記録

を確認し、バスケットの外観、寸法に影響する輸送容器の異常

がないこと、また、収納物の仕様及び貯蔵期間が設計評価条件

内であることを確認する。 

  



注）頁番号、変更箇所は核燃料輸送物設計変更承認申請書（令和 3 年 12 月 22 日付け、原子力発第 21329 号）の箇所を示す。また、補正箇所を  で示す。 

添
付
-
34 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-18 下から 6行目 代表容器の貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の熱

検査記録を確認し、代表容器が除熱機能を維持していること

を確認する。 

代表容器の貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の熱検

査記録を確認し、代表容器が除熱機能を維持していることを

確認する。 

(ﾊ)-18 下から 3行目 貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の外観検査記録

により、トラニオン部に異常がないことを確認し、トラニオ

ン部の性能に影響を与えるような汚れ、傷、変形又は損傷の

ないことを確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の吊上検査記録

により、トラニオン部に異常がないことを確認し、トラニオ

ン部の性能に影響を与えるような汚れ、傷、変形又は損傷の

ないことを確認する。 

(ﾊ)-19 下から 2行目 乾式貯蔵施設で貯蔵中の輸送容器については(ﾊ)-第 B.2表

に示す定期自主検査を 1年に 1回以上実施する。 

乾式貯蔵施設で貯蔵中の輸送容器については(ﾊ)-第 B.2表

に示す定期自主検査を貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検

査）の記録を確認することにより 1年に 1回以上実施する。 

(ﾊ)-20 (ﾊ)-第 B.2 表

の「検査方法」

の上から 1 行

目 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の外観検査記録を確

認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の外観検査記録を確

認する。 

(ﾊ)-20 (ﾊ)-第 B.2 表

の「検査方法」

の上から 4 行

目 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の二重蓋間圧力検

査(注 2)記録を確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の気密漏えい検査記

録を確認する。 

(ﾊ)-20 (ﾊ)-第 B.2 表

の「検査方法」

の上から 7 行

目 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の未臨界検査 (注 3) 

記録を確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の未臨界検査記録を

確認する。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-20 (ﾊ)-第 B.2 表

の「検査方法」

の上から 10行

目 

貯蔵期間中検査（貯蔵機能維持確認検査）の外観検査記録によ

り、トラニオン部に異常がないことを確認する。 

貯蔵期間中検査（輸送機能維持確認検査）の吊上検査記録によ

り、トラニオン部に異常がないことを確認する。 

(ﾊ)-20 (ﾊ)-第 B.2 表

の「合格基準」

の上から 1 行

目 

輸送容器に、基本的安全機能及び構造強度に影響する汚れ、

傷、変形又は損傷がないこと。 

輸送容器に、基本的安全機能及び構造強度に影響する汚れ、

傷、変形又は損傷のないこと。 

(ﾊ)-20 下から 10行目 (注 2)、(注 3) ※記載省略 （記載削除） 

(ﾊ)-22 上から 2行目 a. 使用済燃料を装荷したことのない輸送容器の定期自主検

査 

使用済燃料を装荷したことのない輸送容器については、内

部に不活性ガスを充填する等の腐食防止措置を講じ、屋内に

保管するか、又は屋外に保管する場合には養生を行い、(ﾊ)-第

B.4表に示す定期自主検査を 1年に 1回以上実施する。 

a. 使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸送容器の定

期自主検査 

使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸送容器につい

ては、内部に不活性ガスを充填する等の腐食防止措置を講じ、

屋内に保管するか、又は屋外に保管する場合には養生を行い、

(ﾊ)-第 B.4表に示す定期自主検査を 1年に 1回以上実施する。 

(ﾊ)-22 上から 8行目 (ﾊ)-第 B.4 表 使用済燃料を装荷したことのない輸送容器の

定期自主検査の項目、検査方法及び合格基準 

(ﾊ)-第 B.4 表 使用済燃料を装荷したことのない保管中の輸

送容器の定期自主検査の項目、検査方法及び合格基準 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾊ)-22 下から 8行目 b. 使用済燃料を装荷したことのある輸送容器の定期自主検

査 

使用済燃料を装荷したことのある輸送容器については、保

管する前に(ﾊ)-第 B.3表と同じ検査を実施する。 

保管にあたっては、内部に不活性ガスを充填する等の腐食

防止措置を講じ、屋内に保管するか、又は屋外に保管する場合

には養生を行い、(ﾊ)-第 B.4 表に示す定期自主検査を 1 年に

1回以上実施する。 

b. 使用済燃料を装荷したことのある保管中の輸送容器の定

期自主検査 

使用済燃料を装荷したことのある輸送容器について、当面

の再利用計画がない等の理由により保管措置を講ずる場合

は、保管する前に(ﾊ)-第 B.3表と同じ検査を実施する。 

また、保管にあたっては、内部に不活性ガスを充填する等の腐

食防止措置を講じ、屋内に保管するか、又は屋外に保管する場

合には養生を行い、保管中は(ﾊ)-第 B.4 表に示す定期自主検

査を 1年に 1回以上実施する。 
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頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ﾆ)-1 下から 1 行目

の後 

（記載追加） また、安全性向上の観点から、緩衝材として使用する

木材の経年変化に関する知見の拡充の取り組みの一環

として、緩衝体の使用に際しては、都度、輸送容器の使

用履歴を蓄積し、輸送前に、輸送容器の使用履歴、収納

物の発熱量及び輸送時に想定される環境温度を踏まえ、

木材温度が、概ね実績のある温度の範囲内であることを

確認した後に輸送を行う。 

 

3. 技術基準が変更となった場合及び新たな技術的知見が得

られた場合の対応について 

外運搬規則等の改正に伴い本輸送物に係る技術上の

基準が変更となった場合及び新たな技術的知見が得ら

れた場合は、設計への影響を評価し、必要に応じて設計

変更承認申請等の手続きを行う。 
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・別紙２ 

頁番号 変更箇所 補正前 補正後 

(ｲ)-1 上から 7行目 本申請に係る設計及び製造発注並びに取扱い及び保守（以

下、「設計及び保守等」という。）の各段階における品質保証

活動は、この品質マネジメントシステムに基づき品質保証活

動を行う体制を適切に構築し、実施する。 

本申請に係る設計及び製造発注並びに取扱い及び保守の各

段階における品質保証活動は、この品質マネジメントシステ

ムに基づき品質保証活動を行う体制を適切に構築し、実施す

る。 

(ｲ)-6 下から 1行目 (ｲ)-第 B.1図 輸送容器の設計等に係る関係 (ｲ)-第 B.1図 責任体制に係る関係 

(ｲ)-10 下から 9行目 (1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適

合性を確認するために、設計開発画に従って、当該設

計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」と

いう。）を実施する（機器等の設置後でなければ妥当性

確認を行うことができない場合において、当該機器等

の使用を開始する前に、設計開発妥当性確認を行うこ

とを含む。）。 

(1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適

合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該

設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」

という。）を実施する（機器等の設置後でなければ妥当

性確認を行うことができない場合において、当該機器

等の使用を開始する前に、設計開発妥当性確認を行う

ことを含む。）。 

 

 




